
・経済活性化委員会

・次世代育成委員会

・地域創生委員会

・未来探索委員会

２０２４年度



お断り　※講師の方の役職名等は開催時点での記載とさせて頂いております。

経済活性化委員会� ……………………………………

次世代育成委員会� ……………………………………

地域創生委員会� ………………………………………

未来探索委員会� ………………………………………

1

29

51

79

＊本報告の文責は事務局にあります。

2025年５月発行

㈱群馬銀行内

E-mail:doyukai@bay.wind.ne.jp
URL:https://www.gunma-doyukai.jp



経済活性化委員会

― 1 ―



― 2 ―

経済活性化委員会：目次

２０２４年度　群馬県予算説明会　＜２０２４年５月９日（木）開催＞

『令和６年度 群馬県予算について』
群馬県 総務部 財政課長

　関 根 則 子　氏 …………………………………………………会報No.126に掲載

第１回　勉強会　＜２０２４年７月１９日（金）開催＞

『官民連携で目指す脱炭素社会』
群馬県 グリーンイノベーション推進監

　西   和 一　氏 …………………………………………………………………… 4

第２回　勉強会　＜２０２４年９月１２日（木）開催＞

『脱炭素化の考え方と「脱炭素先行地域」の取り組みについて』
芝浦工業大学 副学長 システム理工学部環境システム学科教授

　磐 田 朋 子　氏 ……………………………………………………………………13



― 3 ―

経済活性化委員会

２０２４年度の勉強会を終えて

 経済活性化委員会

 委員長　藤 澤 　 星

経済活性化委員会では、2024年度は『脱炭素社会への取り組みを地域経済成長に繋げるために』をテーマ

に活動いたしました。群馬県における脱炭素化への取り組みや企業向け施策のほか、「脱炭素先行地域」など

自治体の動向について考察を行なってまいりました。

2024年度 第１回勉強会では群馬県 グリーンイノベーション推進監の西 和一氏をお迎えし「官民連携で

目指す脱炭素社会」と題してご講演いただきました。ご講演では、気候変動の現状と動向、群馬県の地球温

暖化対策に向けた実行計画や官民連携事例・事業者向け施策などについてお話いただきました。

2024年度 第２回勉強会では芝浦工業大学 副学長でシステム理工学部環境システム学科教授の磐田 朋子

氏をお迎えし『脱炭素化の考え方と「脱炭素先行地域」の取組みについて』と題して講演をいただきました。ご

講演では、脱炭素化の考え方、行動変容を促す行動心理学、脱炭素先行地域の取り組みなどについて学びま

した。

また、経済セミナーでは経済アナリストで日本金融経済研究所 代表理事の馬渕 磨理子氏に「物価高で経

営者に必要な視点と企業の取るべき戦略」と題してご講演いただきました。このセミナーは公益財団法人 日

本電信電話ユーザ協会群馬支部主催の「経営トップセミナー」に、当会が後援という形で開催したものです。

なお、講師のご意向により勉強会報告書への掲載は控えさせていただいております。

群馬県のご協力のもと例年開催しております群馬県予算説明会につきましては、県総務部 財政課長の

関根 則子氏をお招きし、ご説明いただきました。

2025年度におきましても、引き続き「脱炭素社会への取り組みを地域経済成長に繋げるために」をテーマ

として掲げ、理解を深めるとともに議論をさらに深め、２年間にわたる活動を総括し、成果として取りまと

めていきたいと考えております。

今年度も、昨年度同様、会員の皆様の積極的なご参加をお願い申し上げます。
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皆さま、こんにちは。群馬県庁でグリーンイノベー

ション推進監を務めております、西と申します。今

までで少し変わった経歴と言えば、東日本大震災の

時に被災者支援室にいたことでしょうか。３か月ほ

ど原子力発電所周辺や避難所に通い、福島と群馬を

行き来して働いていました。もちろん自分が携わっ

た土木や子どもの福祉などの行政の仕事はどれも大

切ですが、「これは今まさに人々が困難に直面して

いる、喫緊で解決しなくてはならない重要な仕事だ」

とその時につくづく思いました。そして、この４月

にグリーンイノベーション推進監室に配属されまし

たが、今でも同じように感じています。すぐにグリー

ンイノベーションに取り組まないと皆が飢えたり放

射能に当たるということではありませんが、このま

までは徐々に衰弱する一方ということで、それに取

り組むことは必須だと強く感じました。皆で力を合

わせて乗り越えようと決意した東日本大震災の時以

上に、企業や県民の皆さまと共に実行していかない

と大変なことになると思いながら仕事をしている所

です。

昨日の午後、東北大学でレアメタル関係の先生と

話をしてきましたが、そこには企業の方も同席して

いました。群馬大学なども行なっていますが、経済

産業省がここ数年の間に莫大なお金を使って、レア

メタルを省エネや再生可能エネルギーに対しさらに

活用できるように応援しています。企業もその建物

に入り、大学の先生と産学協働で取り組まれている

一方で、私たちは行政面を進めておりますが、いず

れもが遅れを取っているという側面があります。

本日は脱炭素を皮切りに広範囲にわたる予定です

が、まずは地球温暖化の話から始めます。私たちと

共に企業や県民の皆さまが、脱炭素に向けていかに

行動をするべきかという話をします。このように聞

きますと、義務ではないにせよ日々の仕事のほかに

何か嫌なことを押し付けられるのではないかと思わ

れるかもしれません。しかし「脱炭素」というのは、

取り組むとおそらく皆さまの仕事にも良い影響があ

ると思います。これは一般に言われていることです

ので私も言い切りますが、取り組まない方は取り残

されると思います。温暖化防止にもつながるという

第１回　勉強会＜2024年７月19日開催＞

『官民連携で目指す脱炭素社会』

群馬県 グリーンイノベーション推進監　西  和 一　氏
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ことで、一石二鳥、三鳥になりますので、ぜひ取り

組んでいただきたいということをお話いたします。

お伝えしたいようなことはすでに大いに取り組まれ

ている企業もあるわけで、群馬県庁もそのような企

業に学ばせていただいている部分がありますが、よ

ろしくお願いします。 

本日は、気候変動の現状と動向、令和５年度環境

白書（群馬県）、ぐんま５つのゼロ宣言、群馬県地球

温暖化対策実行計画、官民連携事例・事業者向け施

策の５つに分けて話をしていきます。ぐんま５つの

ゼロ宣言と地球温暖化対策実行計画の部分は、軽く

触れる程度にします。気候変動の現状と動向と官民

連携事例・事業者向け施策、特に事例や施策につい

ては、ここにいる企業の方でも使えるであろう県の

事業、なおかつ個人として皆さまがご家庭で使える

施策もありますので、少し重点的にご紹介します。

最初に温暖化、気候変動の話ですが、近年世界の

平均気温は上昇を続けています。子どもの頃は、今

よりも涼しかったということを私たちでさえ感じる

所でありますが、世界の年平均気温は、あまり望ま

しくない右肩上がりになっています。その程度なの

かと思うかもしれませんが、100年で約0.8℃上昇

しています。二酸化炭素濃度も非常にはっきりと右

肩上がりになっており、2020年度時点で驚くこと

に49%増加しているという状態です。ちなみに温

暖化といえば温室効果ガスですが、実はこれはなく

てはならないもので、この温室効果ガスという膜に

覆われていなければ、地球はマイナス19℃になっ

てしまい、生物は全く生存できません。地球を丸く

包んで温めてくれているこのガスは、成分的には二

酸化炭素やメタンなどから構成されています。何も

なければマイナス19℃の所を平均で14℃に保って

くれているわけです。このように、本来は良いもの

なのですが、人間の活動によって熱し続けられ、地

球が過熱状態に陥っているということです。

世界各地の1991年から2020年までの平均気温と

2023年の平均気温を比較すると、2023年はエル

ニーニョ現象をはじめ多くの気候変動があり、全て

の月で月間の最高気温を更新していました。昨年は

群馬も含め日本全体が非常に暑かったですが、世界

が最も暑かった年になりました。ちなみに仙台は

５℃ほど低かったです。上着を着て外にいるともち

ろん暑いですが、群馬よりは空気にサラサラ感があ

りました。大宮に降り立つとムワッという感じで、

非常に暑いなと感じましたが、このように暑さは増

す一方です。2024年はどうかと言いますと、先ほど

仙台は過ごしやすかったと申し上げましたが、６月

は盛岡の月平均気温が21℃で、平年に比べてプラ

ス2.3℃の暑さでした。日本全体の平均としても、６

月は1898年以来２番目に暑かったということが分

かっています。気象庁のサイトを見ていただくと、

月ごとに概況と特徴が書かれています。私が暑いと

申し上げました群馬県は、ご多分に漏れず100年で

２℃上がってしまいました。確かに50年ほど前の

私が子どもの頃は、木陰に行くととても涼しく、さ

らに小さな頃はクーラーというものはなかったよう

に記憶しています。それが今ではこのような状態だ

ということです。ＣＯＰ（Conference of the Parties 

締約国会議）では、「プラス1.5℃に抑える」という目

標を立てていますが、100年で２℃も上昇してし

まったという状況です。 

次は降雨による被害です。令和元年の太田市の被

害は皆さまも記憶に新しいと思います。この年だっ

たと思いますが、私も訪れたことがある富岡市内匠

という地区、群馬では今まではほとんどそのような

ことは起こりませんでしたが、その時は山が崩れて、

家がつぶされて亡くなった方がいました。数年に一

度、大型台風が上陸していますが、これも温暖化に

よるもので、台風が激烈化して降雨量が増加してい

るため、年々甚大な被害をもたらしています。

気温が高くなりますと農作物にも影響があり、例

えばリンゴの生育が芳しくなかったり、お米も白未

熟粒という状態になり、味も等級も下がってしまう

被害が出ています。このままでいくと、環境省が作

成した「2100年未来の天気予報」では、東京は43.3℃、

北海道は40.5℃となっており、日本全国40℃を越
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えてしまうという日があるかもしれません。数字だ

け見ると暑くなるだけかと思われるかもしれません

が、先ほどの農業や生活、あらゆる面で影響が出て

きて、70数年後の私たちの子どもや孫たちは一体

どうしているのかというのが大変憂慮されます。

それではどう対処するのかということですが、国

際的な動向についてお話します。2015年12月にパ

リ協定（ＣＯＰ２１）が採択されました。そこで、先ほ

ど申し上げた気温上昇を1.5℃に抑えること、温室

効果ガスの人為的な排出と吸収を均衡すること、い

わゆるカーボンニュートラル実現を目指すというこ

とが約束されました。ＣＯＰは国連の気候変動枠組

条約の締約国で開催する会議のことで、数字は会議

の開催回数を表します。その中でも重要なのがパリ

協定（ＣＯＰ２１）です。皆さまもおそらく私と同じよ

うな記憶があるかと思いますが、昭和40年代や50

年代、平成に入った頃は、「石油があと20年で枯渇

する」という話がまことしやかにされていて、どう

したらよいものかという状況でした。しかしながら、

今や「化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを使

いましょう。」という状況に変化しています。その辺

りを考えますと、ＣＯＰ２１で採択された目標は、様々

な技術革新など、今まで行なってきたような改革を

続けていけば、乗り切れるのではないかという気も

しています。

カーボンニュートラルというのは、ＣＯ２を全て

なくすという話ではなくて、「実質ゼロにする」とい

う言い方をしています。もちろん、化石燃料を使用

しないことや省エネによって、排出量は極力減少さ

せますが、物づくりをする中でＣＯ２は必ず排出さ

れますので、森林による吸収や再生可能エネルギー

の取り組みによって相殺するということです。完全

にＣＯ２を排出しないということではなく、省エネ

に加えた様々な取り組みによるマイナスの部分を数

値化して相殺するということが、実質的ゼロの意味

となります。 

ＣＯＰ２１を受け、我が国は2050年にカーボン

ニュートラルを目指すという宣言を2020年にして

います。その翌年の2021年には、中間目標として

今から６年後の2030年、政府の言葉で言うと「さら

に、50%の高みに向け、挑戦を続けていく」という

ことを表明しています。一方で法律としては、

2023年に「ＧＸ（グリーントランスフォーメーショ

ン）推進法」が成立し、その戦略も策定しています。

10年間で官民合わせて150兆円の投資が必要とい

うことで、先行的に20兆円を国が支援するという

内容です。ここで「官民合わせて」というのが出てき

ます。本日の私のタイトルも官民協働としましたが、

地方自治体はどちらかというと「公民」という言葉を

使用します。「官」「民」は、国家と民間の皆さまと

の連携ということです。一般的に「官民協働」という

言葉が広く流布していますので、本日は官民という

言葉を使いました。今年の骨太の方針2024では、

主な取り組みとして、ペロブスカイト太陽電池の導

入拡大が推奨されています。皆さまご存じの通り、

ペロブスカイトは軽量で柔軟性があるのが特徴で、

今後非常に汎用的になるのではないかと言われてい

ます。さらにもう１つ、これは群馬県にはあまり関

係ありませんが、浮体式洋上風力です。「群馬も風

は吹くじゃないか、北の方に行く時に、吉岡の所に

回るやつあったじゃないか。」と思われるかもしれま

せんが、群馬県では風車で電力をつくってそれを産

業や生活に活用しようとしても、全く採算がとれな

いという環境になります。冬にからっ風が吹きます

が、その程度では全く足りず、洋上のように絶え間

なく風が吹き続けていることが必要となります。浮

体式と言うように、海底の地中に掘って埋めている

のではなく、釣りの浮きのように浮いている構造で

安くできますし、非常に安定的だということで、今

後ますます普及するのではないかと言われています。

国としては、先ほどの骨太の方針2024、2050年に

カーボンニュートラルを目指すという所まで来てい

るという状況です。

群馬県では、2019年に山本 一太知事が就任し、政

府の言うカーボンニュートラルの2050年に向けて、

５つのゼロを目指すという宣言をしました。温室効
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果ガス排出量ゼロ、プラスチックごみゼロ、食品ロ

スゼロ、災害時の停電ゼロ、これらに加え、群馬県

独自の「自然災害による死者ゼロ」というものがあり

ます。いずれも温暖化に対抗して、どうにか成し遂

げたいということで宣言したものです。それが山本

知事が就任された2019年12月のことで、2022年に

は条例を制定しました。脱炭素社会の実現、その他

の規定を設け、群馬県として取り組んでいくという

ことで議会の議決をいただき条例化しています。同

時に私の今の役職である推進監やグリーンイノベー

ション推進課が設けられました。

グリーンイノベーション推進監とは何かというと、

「グリーンイノベーション」の部分はお分かりかと思

います。先ほどグリーントランスフォーメーション

の話がありましたが、「トランスフォーメーション」

はデジタルトランスフォーメーションと同様に「置

き換える、変換する」という意味合いです。「イノベー

ション」の方は、一歩進んで経済社会の変革を促し、

産業や県民の皆さまの生活をさらに向上させるとい

う意味で付けています。昨日訪問しました東北大学

のレアメタルの研究所もグリーンイノベーションと

いう名前を付けていました。ＧＸはグリーントラン

スフォーメーション、ＧＩはグリーンイノベーショ

ンとなります。ちなみに推進監というのは、群馬県

庁ではいわゆる他の各部長、知事戦略部長、総務部

長、生活子ども部長、地域創生部長などと並び部長

級の役職になります。グリーンイノベーションとは、

キーワードとして単純に再生可能エネルギーに置き

換えるのではなく、持続的な好循環を創出するとい

うことです。例えは少しずれますが、最近たばこは

害があるということで、特定の場所でしか吸うこと

ができなくなってきています。冒頭に申し上げまし

た、何か嫌なことを押し付けられるとか、それによっ

て行動が制限されるということではなく、取り組む

ことにより時流に乗ることができる、そして地球に

も優しく、企業にとっても生活者にとってもプラス

になるというのが、このグリーンイノベーション、

そして再生可能エネルギーです。それを念頭に置い

て、これからの話を聞いていただきたいと思います。

ここからは、産業界の動向ということで、企業経

営の話になります。現実に日々携わられている皆さ

まからすれば、言うまでもないことかもしれません

が、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility 企業

の社会的責任）という言葉が一時流行りました。普

段の業務に加えて何かをしなければならないため、

従来よりコスト増加だと言われていたＣＳＲ活動の

一環である気候変動対策ですが、今やリスク低減と

成長のチャンスであり、重要課題として全社を挙げ

て取り組むべきものになっています。

すでに始めている会社もあるかと思いますが、最

近よく使われている言葉のＲＥ１００（Renewable 

Energy 100%）は、再生可能エネルギー率100%を

目指すというものです。ＲＥ１００は、この４月で433

社が参加しています。おそらく2017年にリコーが

日本で最初のＲＥ１００に取り組んだ企業だと思いま

す。また、ＳＢＴ（Science Based Targets）という

ものがありますが、パリ協定の目標達成を目指した

削減シナリオと整合した温室効果ガス排出削減目標

です。日本でも一昨年時点で233社が認定されてい

ます。つまり、経営戦略の側面、目標設定の側面に

もこのグリーンイノベーションの感覚を持ち込まな

いと、それが今や国際標準になっているため、その

ような物差しで企業は見られている、これからは見

られるということです。 

皆さまの中ではサプライチェーンで物をつくって

いる会社もあるかもしれません。「弊社は発注を受

けたらつくるだけ。どれほど温室効果ガスを排出し

ているのか算出はしてもらっている。」今までならそ

れで問題はなかったかもしれませんが、あと10年

もすれば、発注元が「再生可能エネルギーや脱炭素

の取り組みを行なっている会社としか取引しない」

ということになるかもしれません。例えばＡｐｐｌｅ

は、来年の2025年までに主要部品は100%再生素

材を使用し、2030年までにカーボンニュートラル

を実現させると発表しています。もしサプライヤー

が対応できなければ発注しないと言っておりますが、
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果たしてどうなりますでしょうか。このような動き

はＡｐｐｌｅだけではありませんが、一例として挙げま

した。

なお、先ほどのＳＢＴ認定されている県内の事業

者数は、2024年３月時点で大手企業を中心に16社

となっており、日本全体としては988社となってい

ます。先ほどＡｐｐｌｅを例に出しましたが、トヨタ自

動車もその辺りを明確にしています。「Woven 

City（ウーブン・シティ）」という街ごとつくって

いますが、当然、脱炭素化を前提とした街づくりを

しています。

環境省が提言している中小企業が脱炭素経営に取

り組むメリットとして、①優位性の構築、②光熱費・

燃料費の低減、③知名度や認知度の向上、④社員の

モチベーション向上や人材獲得力の強化、⑤好条件

での資金調達の５つを挙げています。②は実利的に

光熱費や燃料費が低減するということ、③はこのよ

うな取り組みを行なうことで、先端的なクリーンな

会社として、知名度や認知度の向上が図れるという

ものが掲げられています。また、今の若い皆さまは、

環境関係のことはYouTubeなどでよく学ばれてい

ます。ＳＤＧｓが何年か前から取り沙汰されていま

すが、若い人たちは環境について非常に敏感になっ

ていて、そのような方たちに選ばれやすいというこ

とを④は表しているのだと思います。⑤の好条件で

の資金調達というのは、低金利で融資を行なうのは

気候変動対策に取り組んでいる企業に限定する金融

機関が増えているということです。これらは環境省

の目線から見たメリットになります。以上が現状及

び国の取り組みや目標の話になります。

ここからは、これを踏まえて群馬県が何を行なっ

ているのかということに触れていきます。まず群馬

県が作成している環境白書は４章構成になっていま

す。地球温暖化対策の推進、循環型社会づくり、自

然との共生と森林（もり）づくり、安全・安心で快適

な生活環境づくり、この４章です。それぞれこれま

での実績と、これからどのような方向で進めていく

のかということが書かれています。

第１章の地球温暖化対策には、脱炭素社会の実現

に向けて、気候変動適応策の推進、また再生可能エネ

ルギーの導入促進・地産地消の３つの節に分かれてお

ります。特にこの地産地消は非常に重要です。最初の

脱炭素社会の実現については温暖化や水環境、森林

環境などの項目・指標に対し、どのように改善するかと

いうことが書いてあります。温暖化については、2020年

度の県内の温室効果ガスの排出量は1,626万トンで、

基準年度である2007年と比較するとマイナス16.8%

です。皆さまのご努力もありますが、鉱工業生産が減

少していること、自動車の燃費が良くなったこと、

暖冬で暖房関連の消費エネルギーが減少したことな

どから、マイナス16.8%となっています。次に水環

境については、河川の水質の状況を見る時のＢＯＤ

（Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素

要求量）という指標ですが、2022年度の85%から

2.5%だけ達成率が減少しているものの、長期的に

は横ばいの傾向です。それから湖や沼の水質を見る

ＣＯＤ（Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要

求量）という基準がありますが、これは2020年と同

水準になっています。比較的同水準のものが多いで

すが、森林環境については、令和４年の間伐等森林

整備面積は1,813haで、前年度から300ha減少、要

するに森林の面積が減少しています。一方で、皆さ

まも取り組まれている所があるかもしれませんが、

間伐材を利用した木質バイオマスの発電所がつくら

れていて、その発電量は増加傾向にあります。

それから、先ほど申し上げた、「ぐんま５つのゼロ」

宣言です。宣言１に自然災害による死者ゼロと掲げ

ているのはなぜかと言うと、近年の気候変動により、

自然災害発生時に被害が甚大になってしまう傾向が

あり、これはまず宣言して取り組んでいかねばなら

ないという思いがありました。ちなみに当時の小泉

環境大臣は「これはなかなか他にはない取り組みで

すね。非常に斬新で素晴らしい。ぜひ横展開をして

ほしい。」とかなり評価されていました。宣言２の温

室効果ガス排出量ゼロは、これがまさに再生可能エ

ネルギーへの取り組みで、群馬県は様々な事業で実
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質ゼロを目指したいと考えています。宣言３は、災害

時の停電ゼロです。これは、現にこのような技術は

あって実行可能ではありますが、完全に普及させてい

くのはなかなか難しく、それを目指して注力している

所です。宣言４はプラスチックごみゼロでありリサイ

クルによって排出量を減らしましょうということです。

ごみの分別は個人でも企業も一生懸命取り組まれて

いますので、１人１日当たりのごみ排出量の推移は

右肩下がりとなっていますが、これを何とか完全に

循環させてゼロにしたいということです。それから最

後の食品ロスゼロ、これはMOTTAINAI（もったい

ない）運動ということで、各企業でも取り組まれてい

ると思います。コロナが落ち着いて、宴会なども復

活していると思いますが、そのような場でも飲むだ

けではなく残さず食べるように心がける、また、

フードバンク活動もかなり普及していて、子ども食

堂の支援が広がっています。そのような取り組みを

行なっても、どうしても食品残渣が出てしまい、ゼ

ロにするのは難しいかもしれませんが、可能な限り

ロスを発生させないようにするということでゼロ宣

言をしています。

今まで申し上げたことを盛り込み条例を制定して

いますが、特に１つご紹介します。温室効果ガスの

排出量の削減に関して、延床面積2,000㎡以上の建

物を特定建築物と定義し、特定建築物を新築、増築

しようとする者に対し群馬県に計画の提出・報告を

義務付けました。2,000㎡以上の新築、増築の場合

という条件で、全ての建物に太陽光パネルの設置を

義務付けるということではありません。また、エネ

ルギー消費量が原油換算で年間1,500キロリットル

以上の事業者にも排出量削減計画の提出・報告を義

務付けました。どちらもその内容は知事が公表しま

す。この辺りが県の方向性のみならず、直接皆さま

に義務的な部分で関わってくる所です。ただ、2,000

㎡というのはかなりの大型建造物ですので、滅多に

はないかもしれませんが、建設する場合はぜひご相

談ください。すでに50の事業者さまが、このよう

な再生可能エネルギー設備を設置する計画を提出さ

れています。条例の中では、このような取り組みを

していくということを、抽象的な文言だけではなく、

やや具体的に規定しています。

続いて群馬県の地球温暖化対策実行計画です。行

政は年々の予算で、次年度は8,000億円使って計画

を実行していくことを年頭の前に議決していますが、

もう少し長期にわたり、道路や福祉をはじめ、様々

な分野の方向性を示しています。脱炭素についても

同様に策定しています。今の計画は、2021年から

2031年までの10年間としており、５年ごとに計画

を見直していくことになっています。中身としては、

温室効果ガス排出量の削減に対し、どのようなこと

を行なっていくかというのを、具体的な事業の一歩

手前の施策、緩和策を書いています。技術革新で様々

なことが前に進んでいますので、絶えず見直しつつ

取り組んでいる所です。 

続きまして2020年度の群馬県の温室効果ガスの

排出量です。総排出量は1,600万トンですが、その

割合は、産業部門が35%、運輸部門が28%、家庭

部門が16%でこれらが主な排出元になっており、減

少傾向で目標値も下回ることはできていますが、

2050年にカーボンニュートラルにしたいというこ

とではまだまだ足りません。なお、群馬県の特徴と

して、運輸部門の比率がやや多いという傾向があり

ます。車社会ということもあるかもしれません。

実行計画でうたっている温室効果ガス排出量削減

目標についてです。基準年度の2013年や2017年で

排出していた千数百万トンを、2030年にはさらに

削減して基準年度の50%にする、それを2050年に

全て相殺できるようにするというのが目標となりま

す。どのように達成するかと言いますと、排出削減

量で44%、それから森林吸収量６%で実現できない

かということです。排出量削減というのは、再生可

能エネルギーへの努力などを実行して達成するとい

うことになります。

次に再生可能エネルギー導入の目標です。2019

年の群馬県における太陽光発電や水力発電などの再

生可能エネルギーによる発電は56億kWhでした。
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これを2030年には77億kWhにしたいということで

す。「理想の電化に電源群馬」ということで、私たち

は子どもの頃から何度も上毛かるたの札を取ってき

ましたが、大規模水力発電所はすでにあり、さらに

これ以上増やすというのは少々厳しいと思われます。

そうなると、他の電源種別ということになりますが、

実は群馬県の日照時間は年間2,218時間で全国５位

というポテンシャルがあります。そのため、昨今、

山肌の切り崩しなど様々な課題が出ていますが、基

本的には太陽光発電で、工場や各家庭の屋根に乗せ

るという取り組みを進めていきたいと考えています。

群馬県の施設が今までどの程度対応しているかとい

うのは全て実行計画に載せています。

2022年度の実行計画において、群馬県内全ての

県有施設の温室効果ガスの総排出量は11万2千トン

-ＣＯ２となっていますが、基準年度の2013年と比

べると約20%削減できています。その一方で2021

年と比べると微増しています。その増加分は、牧場

の改良工事に伴う家畜の増加や、農耕下水処理等に

由来する、非エネルギー起源の温室効果ガス排出量

が増加したのではないかという分析をしています。

目標としては、やはり2030年には50%以上削減し

たいということで、県有施設の屋根や、県所有の未

使用の土地などに太陽光パネルを設置しませんか、

よい提案はありませんかという募集を事業者に仕掛

けている所です。以上が実行計画上の取り組みにな

ります。

最後になりますが、官民連携事例と事業者向けの

施策についてです。県で実際に行なっていることで

すので、ぜひお聞きください。群馬県は「ぐんま

ＧＩアライアンス構想」からの発展系で「革新的環境

イノベーションコンソーシアム」を立ち上げました。

主体は群馬県を代表する企業の皆さまです。官民協

働で再生可能エネルギーを進めていくにはどうした

らいいか、今後は水素だろうかなど、情報交換を行

ない、何か形になるよう様々な議論を交わしている

所です。

群馬モデルプロジェクトというのがあります。例

えばヤマト運輸と協定を結び、カーボンニュートラ

ルの実現に向けた共創ということを始めております。

ヤマト運輸の拠点に太陽光発電設備を導入し、そこ

で発電した太陽光由来の再生可能エネルギーをヤマ

ト運輸のＥＶトラックで使用して、県内の脱炭素化

を促進するというものです。さらに再配達を減らす

ための宅配ロッカーの推進など、他にも取り組みは

あると思っています。また、ＥＶトラックは各車１

つずつバッテリーを搭載していますが、それを取り

はずして事務所などで充電すればさらに効率も良い

ですし、電気使用の最高値も抑えられるというよう

な実証的なことも行なっていく事業です。

次に「地域と共創する脱炭素イノベーション創出

事業」です。これは、県と市町村と再生可能エネル

ギーに取り組む事業者が一体となって、再生可能エ

ネルギーの切り口で地域課題を解決していくもので

す。他県の事例ですと、アスファルト敷設時に使用

済みの食用油などを利用しています。再生可能エネ

ルギーのパターンを地域の皆さまと企業が共に行

なっていますが、そのようなものを生み出すための

取り組みですので、ご興味があればぜひお願いしま

す。 

「ぐんま脱炭素経営お悩み相談窓口」というものが

あります。その分野の専門家で、高崎市の一般社団

法人群馬カーボンニュートラル推進会に業務委託を

しています。脱炭素を行なうにはどうしたらいいか

など、様々なご相談があると思いますが、ＬＩＮＥ

を使ってそのようなお悩みに答える事業も行なって

いますので、ぜひご活用ください。

他には、「脱炭素支援体制構築事業」というのもあ

ります。これは、金融機関の渉外担当者や商工会議

所の経営指導をされている方たちに脱炭素の視点や

知識を身に付けてもらい、そのような知見を共有し

て、改善、改革を行ないたい中小企業に対して「そ

れをするならば、再生可能エネルギーでやっておか

ないと、これから先にもっと求められますよ。」とい

う提案ができるノウハウを持った方を増やしていこ

うというものです。こちらはガイドブックも作成し
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ています。県のホームページに掲載していますので、

ぜひご覧になってください。また、研修なども開催

して大勢の方にご参加いただいていますので、皆さ

まも奮ってご参加ください。

再生可能エネルギーの導入促進に向けた群馬県の

支援策をご紹介します。太陽光パネル、あるいは蓄

電池などを導入する時に、群馬県が応援しています。

３つありまして、１つ目は制度融資、これはもちろ

んご存じの通り、低利の融資です。２つ目は共同購

入事業というもので、複数の事業者が共同で再生可

能エネルギー設備を導入する場合、スケールメリッ

トを働かせましょうということです。その辺りのこ

とを得意とした群馬県からの委託先の企業がありま

すので、そこからノウハウが得られ、さらに初期費

用の低減が図れる手法で応援しています。３つ目は

初期費用０円事業です。言葉通りゼロ円で導入する

ということですが、これもＰＰＡ（Power Purchase 

Agreement 電力販売契約）をうまく導入できるよ

うな形で応援していくということです。ＰＰＡ事業

者などからノウハウをいただいて、リースのような

形で、初期費用ゼロ円で取り組みませんかという事

業になります。

以上の再生可能エネルギーの設備導入促進に対す

る支援策以外にも、太陽光発電設備等導入支援事業

費補助金があります。対象設備は太陽光発電設備と

蓄電池であり、その導入の補助を事業者に加え個人

に対しても行ないます。１事業者当たりの上限額も

定められており、総額で５億円という金額になろう

かと思いますが、環境省の応援で行なっている事業

です。

続いてＺＥＢ （ゼブ Net Zero Energy Building）

の推進です。林業振興課が取り組んでいるものにな

りますが、県産木材の利用促進を図ると同時に、再

生可能エネルギー的な建物にしましょうということ

です。これは木工事の部分の半分以内で補助を行な

います。

次に、カーボンニュートラルビジネス支援補助金

です。最大500万円であり、今年は８つの事業者の

方が勝ち取りました。なお、昨年は８件、一昨年は

６件でした。今年はすでに終了していますが、新た

な脱炭素の商品の開発などに利用できますので、ぜ

ひご応募ください。

また、群馬県環境ＧＳ（ぐんまスタンダード）認定

制度というのがあります。これは環境森林部の環境

政策課が所管です。ちなみに私たちのグリーンイノ

ベーション推進課は、県全体のＧＩが進むようにと

いう意味で、知事戦略部に属しています。このＧＳの

認定は、群馬県独自のものです。今まで約2,300社

を認定していますが、その会社のＰＤＣＡを確認の

うえ、応援をしていくものです。

次に「省エネお助け隊」ですが、これは資源エネル

ギー庁の事業で採択された支援団体が行なっていま

す。「ぐんまカーボンニュートラル推進会」と「カー

ボンマネジメントイニシアティブ」という２つの一

般社団法人がサポートしていますので、こちらに問

い合わせていただければ、省エネに関して様々なノ

ウハウが聞けるというものです。

そしてＥＧシェア（ＥＶカーシェアリング）です。

群馬県内の合同庁舎など５か所にスバルのソルテラ

を配置して、月曜から金曜の平日は公用車として使

用し、土、日、祝日の休日はスマートフォンのアプ

リでご登録いただければ、どなたにでもこのＥＶ車、

ソルテラをお貸しいたします。レンタカーを利用し

たことはあるが、カーシェアは利用したことがない

という方に、ぜひ体験していただきたいという実証

実験になります。前橋であれば大手町の市役所の横

に置いてありますが、他は概ね合同庁舎ですので、

この日は「よし、ソルテラに乗ってみよう。」とお考

えの方は、ぜひご利用ください。カーシェアを普及

させるという目的ですので、非常に価格を抑えてい

ます。もともと県の公用車は何百台もありますので、

それをＥＶ化しよう、そこから再生可能エネルギー

に取り組もうという中で、県内外の方にもシェアし

ていこうということで始めた取り組みになります。

最後となりますが「地産地消型ＰＰＡ群馬モデル」

です。これはかなり報道されていますので皆さまご
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存じかもしれません。群馬県はこれまで、毎年水で

膨大な電力をつくってまいりました。東京電力さん

に一括してお売りしてきましたが、今般、環境や地

域貢献されているような企業に向けて、再生可能エ

ネルギー由来の電力を供給する事業です。25社か

ら応募があり、その中から９社を選ばせていただき

ました。これからも、もちろん水力発電は行ないま

すので、この取り組みは続くと思っています。自分

の所は再生可能エネルギー由来の電力をこれだけ使

用しているということも、脱炭素化へ向けての取り

組みの１つになっていると思いますので、皆さま大

いにご参加ください。

本日は脱炭素社会へ向けての現状と県の施策、そ

れから実際の事業をお話しました。私たちと協働し

たいと思ってくださる方は、最後にご説明したいく

つかの事業に申し込んでいただけましたら本当にう

れしく思います。ぜひ一緒にグリーンイノベーショ

ンに取り組みましょう。本日はどうもありがとうご

ざいました。

（文責・事務局）
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芝浦工業大学の磐田と申します。本日は群馬経済

同友会勉強会にお招きいただき、誠にありがとうご

ざいます。今回の勉強会はシリーズもので、複数回

にわたり脱炭素に関して学ばれているということで、

本日私からインプット差し上げる情報の何らかが、

皆さまのビジネスに役に立てればと考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

本日のタイトルは『脱炭素化の考え方と「脱炭素先

行地域」の取り組みについて』です。この脱炭素先行

地域は、環境省の取り組みとして現在も進行中の事

業です。2030年までの間に、カーボンニュートラ

ルに向けて取り組むリーディング地域を全国で100

か所認定し、その良い事例を他の地域の皆さまに参

考にしていただこうということで取り組んでいます。

改めまして自己紹介いたします。私はもともと資

源開発工学に近い、東京大学地球システム工学科に

おりまして、大学時代は石油、石炭、天然ガスなど

のエネルギー資源を採掘する側の先生が所属してい

る学科で学んでいました。地球システム工学科とい

うのは、再生可能エネルギーにも力を入れようと売

り出していた所で、私はきちんと調べもせず、地球

システム工学科に行けば、再生可能エネルギーを学

べるであろうと思い入学しましたが、実際に学ぶの

は化石燃料の採掘の技術だったりしました。今とな

れば、逆に最初から再生可能エネルギーの世界では

なく、化石燃料がどのようにつくられていて、世の

中でどのように利活用されているかを供給側で学ぶ

ことができたことは、非常に意味があったと思いま

す。実は、今回私に依頼してくださいました経済同

友会の藤澤委員長とは同じ学科の出身ですが、当時

はお互いに面識はありませんでした。先日ある先生

のパーティーに参加した際に藤澤委員長にお会いし

て、今回のお話をいただきましたので、これはぜひ

お受けしなければと思った次第で、本日は藤澤委員

長とのつながりで参りました。

その後、エネルギーの供給側と言いましても、再

生可能エネルギーは不安定な出力のため、使用する

側も協力しないと地域で使い切ることは難しいと感

第２回　勉強会＜2024年９月12日開催＞

『脱炭素化の考え方と 
「脱炭素先行地域」の取り組みについて』　　　　

芝浦工業大学副学長 システム理工学部環境システム学科教授　磐 田 朋 子　氏
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じ始めました。したがって次は、需要側からエネル

ギーシステムを学ぼうということで、建築研究所に

所属しました。その時、エネルギーの供給と需要の

マッチングという博士論文を執筆するにあたり、群

馬県には大変お世話になりました。畜産系のエネル

ギー、バイオマス発電の有効活用についての研究で

したが、バイオマス発電というのは、液体の肥料と

して家畜糞尿の残渣のようなものが出てきてしまい

ます。それを地域の中で利活用できないと、結果と

して莫大なコストとエネルギーをかけて、水の浄化

処理を行わなければならないという問題点があるの

で、地域の需要とのマッチングを検討したいと思い、

赤城山の麓に足繁く通っていました。旧宮城村の行

政の方にも大変お世話になり、東大時代の学生達を

連れて授業を行なうなどつながりがあったのですが、

本日は久しぶりに前橋に伺うことができました。そ

のような形でエネルギーの供給側と需要側の双方の

視点から、再生可能エネルギーの導入を可能とする

街づくりや、エネルギーマネジメントに関する研究

をしております。その一環で、先ほど申し上げた環

境省の脱炭素先行地域の評価委員も務めており、

様々な地域の良い事例を目にすることも多いので、

本日はその辺りの情報共有もしたいと思っています。

そもそもなぜ脱炭素なのかということは、これま

でにも勉強会で学ばれているかと思いますが、脱炭

素と経済の両立が本当に成り立つのかという所が、

ビジネスをされている方々の関心事ではないかと思

います。日本は1965年以降オイルショックが起こ

るまで、石油を消費することによって経済成長が図

られてきました。その後、オイルショックを経てエ

ネルギーの安全保障という観点から、石炭や石油か

ら少しずつ天然ガスや原子力発電といったものに供

給源を分散化させる取り組みが進められてきました。

その取り組みが進んでいく中で、1990年代後半に

なると、今度は地球温暖化問題が顕在化しました。

最初はオゾン層の破壊がメジャーでしたが、いわゆ

るグローバルな地域の公害ではなく環境問題といっ

たものに対応せざるを得ない時代になりました。

1997年に京都議定書が締結されましたが、ここで

日本政府は原子力発電に少しずつシフトし、着実に

伸ばしてきています。この辺りから、再生可能エネ

ルギーも導入され始めました。石油、石炭から天然

ガスにシフトするというのも視野にありましたが、

日本は今も国際的に非難され続けているように、い

まだに発電の部分では、かなり石炭に頼っている状

況です。現在、日本のエネルギー供給の85％は化

石エネルギーであり、今は原子力発電が再稼働でき

ていないため、再生可能エネルギーは15％となっ

ています。

日本のエネルギー政策には、同じ失敗は二度とし

ないという反省のもと、「Ｓ＋３E（エスプラススリー

イー）」という基本的な軸があります。Ｓはセーフ

ティで、主に原子力発電を念頭に置いている安全な

エネルギーの供給です。そして「Energy Security

（エネルギーセキュリティ）」、当然ですが安定供給

も必要ですということですが、自給率は2030年度

で30％程度を見込むといった目標が掲げられてお

ります。ただ、経済にも良い影響を与える必要があ

るとも考えておりまして、2030年には自給率を上

げることによって、電力コストを下げようと取り組

んでいました。しかし、皆さまご承知の通り、ロシ

ア・ウクライナ戦争で、今はこれが全く逆の方向に

進んでいる状況です。この中でどのようにして再生

可能エネルギーへの転換を進めていくべきかが私た

ちに求められていますが、環境に関して言えば、

2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量を

46％削減するという目標が定められています。46％

削減をなぜやらなければいけないのかを改めてお話

しますと、地球温暖化問題についてはパリ協定で、

平均気温上昇を1.5℃未満に抑えるという世界全体

での約束にもとづいて取り組まれています。近年、

加速的に温暖化問題が進んでいるというレポートが

報告されています。昨年、国連も「地球温暖化」では

なく「地球沸騰化」の時代だと警告していましたし、

今年も異常な高温が続いているという状況です。世

界全体で見れば、基本的には北極や南極といった極
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地の方が、温度上昇は気象学的に激しくなる傾向が

あります。これを自分たちのことではないと見るの

は非常に見通しが甘く、私がエネルギー工学的に供

給側の目線で懸念しているのは、ロシアの永久凍土

の下にメタンハイドレートという形で大量のメタン

ガスがたまっている状態のものが、極地での温度上

昇に伴い、蓋となっていた永久凍土が解け始めてい

るという問題です。ロシア、シベリア東部の草原に

開いた巨大な穴は、地下にたまっていたメタンハイ

ドレートが溶けてガス化し、陥没させる空洞をつ

くったのではないかと言われています。メタンは二

酸化炭素よりも温室効果が25倍ほど高いため、永

久凍土が一度溶け始めるとメタンが放出され、温室

効果がさらに加速し、また永久凍土が溶けるという

負のスパイラルに入りかねません。それまでに温暖

化を止めないと取り返しがつかないことになるとい

うことで、2100年までに世界の平均気温上昇は1.5℃

度未満に抑えることが負のスパイラルに入らないよ

うにするための限界点だということです。

この温暖化問題は、日本においても非常に肌身に

感じている方も多いと思います。世界の年平均気温

は、この100年間で0.74℃上昇している状況です。

産業革命前までよりもすでに1.1℃上昇しています

ので大幅に上昇スピードを抑えないと、2100年ま

でに産業革命前よりも1.5℃未満の気温上昇で抑え

るという目標は、到底達成できません。日本は世界

よりも位置的に温暖化の影響というのは顕著に出て

いる状態であり、すでに1.5℃以上上昇しています。

この温暖化は温室効果ガスによって引き起こされる

ものです。温室効果ガスが、本来は地球から宇宙空

間に放出されるべき熱を大気で受け止めてしまうた

め、放出されずに温室のようにたまってしまうとい

うのが温室効果です。西暦０年から南極の氷の中に

含まれる太古の空気の成分を調べると、濃度が低い

ままだった温室効果ガスが、産業革命以降、大気中

に急激に検出されている実態があります。温室効果

ガスの濃度が大気中で強まるほど、宇宙空間に放出

されるはずだった熱を二酸化炭素やメタンなどが吸

収し大気で受け止めて逃がさなくなってしまうので、

この温室効果ガスの濃度が高くなるというのが非常

に問題になります。温室効果を止めるという点では、

濃度を下げることが大切です。

私がよく授業で出すクイズですが、会場の皆さま、

間違っても構いませんので挙手にて回答してくださ

い。ちなみに大学の授業で出した場合、ほぼ全員の

学生が間違えます。大気中の二酸化炭素濃度が高く

なる原因として、正解はいくつあるかというクイズ

です。１番目、世界の人口が増加し、私たちが吐く

息の中の二酸化炭素も増加するため、その呼気によ

るＣＯ２が増加することが地球温暖化に関わる二酸

化炭素濃度が高くなっている要因の１つだというこ

と。２番目、近年オーストラリアやアメリカで毎年

のように山火事のニュースがありますが、そのよう

なカリフォルニアなど各地で森林火災が増えている

ことにより二酸化炭素が大量に排出されてＣＯ２濃

度が高くなっているのではないかというもの。３番

目、森林が伐採されて畑や宅地になっていることが、

ＣＯ２濃度が高くなっている要因の１つであるとい

うこと。４番目、石油、石炭、天然ガスといった化

石燃料を人間が使用していることが要因だというこ

と。この中に正解がいくつあるのか聞いてみたいと

思います。この中で正解は１つしかないと思う方い

らっしゃいますか。ゼロ。２つだと思う方。ちらほ

らいます。では３つあると思う方。多いですね。４

つ全てだと思う方。多いです。実は、正解は３番目

と４番目の２つです。ちらほら当たった方がいらっ

しゃったと思いますが、ＣＯ２濃度が高くなって温

暖化の原因になっているのは、森林が伐採されて畑

や宅地になったことや、化石燃料を使用することが

要因です。なぜその他の２つは温暖化の原因ではな

いのかということをお話します。そもそも人間の吐

く息の中になぜ二酸化炭素が含まれているのかとい

うと、ＣＯ２のＣは炭素です。この炭素はどこから

来たかといいますと、私たちの食べ物からです。私

たちが食べる物の中に炭素が含まれているので、吐

く息の中にも炭素が含まれているわけです。その食
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べ物は、どうして炭素が含まれているかというと、

そもそもは光合成です。大気中の二酸化炭素が光合

成で食べ物の中に取り込まれ、それを食べて私たち

が吐く息として排出しています。吐いた息の中に含

まれていた炭素は大気中に戻り、そしてまた光合成

に使用されます。このように本来であれば、ループ

していて増加も減少もしないはずなので、私たちの

吐く息はもともと大気中にあった二酸化炭素が光合

成を経て吸収されたものですから、温室効果の要因

にはなりません。同様の原理で、森林火災も木は光

合成で大気中の炭素を取り込んでいるので、木が燃

えてもまた空気中に戻るだけということです。では、

なぜ先ほど３番目が駄目だったのかというと、森林

だった土地が変化して宅地や道路などになると、吸

収されるべき木や植物がなくなってしまい、二酸化

炭素を吸収できなくなり大気中にたまってしまうた

め、二酸化炭素濃度が高くなって温室効果が発生す

るという形です。炭素が循環することにより増減が

相殺される状態をカーボンニュートラルと呼んでい

まして、いわゆるカーボンニュートラル社会を目指

そうというのは二酸化炭素を出さない社会ではなく、

この循環するもので私たちの世界を回していくとい

う概念になります。数十億年の歴史の中で地球がマ

グマオーシャンだった頃、大気中にあった大量の二

酸化炭素を数十億年掛けて植物やプランクトンが吸

収し、地下資源として蓄えられたものが化石燃料で

す。その数十億年分の太古の地球にあった二酸化炭

素全てが地下資源としてため込まれていたものを、

今一気に放出してしまっているので、それもまた濃

度を高める要因になっています。つまり地下資源を

外に出しているということが、カーボンニュートラ

ルから外れているということです。特に土地利用の

変化よりも大量に使用している化石燃料による影響

というものが、温暖化へのインパクトが大きいもの

になっています。

次に、世界のエネルギー消費量の遷移についてで

す。私たちは石油、石炭、天然ガスを大量に消費し

ながら産業革命を起こしてきました。そして実は、

人類が大きな進化を遂げた要因の１つに肥料の開発

というのがあります。窒素肥料、ハーバー・ボッシュ

法というもので、空気中の窒素をエネルギーをかけ

て窒素肥料に固形化する手法です。これにより、農

地で多くの食料を生産できるようになり、人口が増

え人々の生活が豊かになり、産業が発展しました。

肥料の開発というのが、実は産業活性化に大きな影

響を与えています。これを二酸化炭素濃度という形

で見てみますと、石油、石炭、天然ガス、これらを

うなぎ登りで消費してきたわけですが、それと比例

するようにＣＯ２排出量は、世界全体で増加し続け

ているという状況です。この中で、最初に申し上げ

た地球温暖化の負のスパイラルに陥る一歩手前の

1.5℃未満に抑えるという約束にもとづいているのが

パリ協定です。2100年までに化石燃料由来のＣＯ２

排出をゼロにしようという取り組みに先立ち、先進

国では2050年カーボンニュートラル社会を目指す

ということで、日本政府も表明しています。産業革

命以降、温室効果ガスの排出量は急上昇しています

が、もしも世界全体で2050年にＣＯ２ゼロにするこ

とを目指すのであれば、産業革命と同等のドラマ

チックなエネルギー革命をしない限りは、ゼロにな

るといったことは実現し得ないわけです。つまり、

今非常に大きな分岐点に来ていまして、世界全体で

取り組まなければならない理由はここにあります。

もう振り返ることはできません、ここを超えると負

のスパイラルに入りますので、すぐにでもＣＯ２排

出量を削減しなくてはいけないという状況にありま

す。

日本は2050年の脱炭素社会を目指すということ

で、化石燃料からいかにカーボンニュートラルな再

生可能エネルギーに転換していくかということが求

められています。それを政策として反映したものが、

いわゆるエネルギー基本計画と呼ばれるものになり

ます。日本が今までに排出してきたＣＯ２排出量は

1990年からの推移を見ると、2013年をピークに減

少しています。経済が停滞すると産業部門のＣＯ２

排出量が減少するため、リーマンショックによる影
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響で排出量が減った期間もありましたが、リーマン

ショックの後からはまた経済成長をはじめ、ＣＯ２排

出量は増加の一途をたどり、2011年に東日本大震

災を迎えました。震災を機に原子力発電が全面的に

ストップし、その代わりの電力を基本的に日本は石

炭火力発電で賄いました。そのため、2011年以降は

若干ＣＯ２排出量が増加してしまいましたが、2013

年をピークに省エネ化や再生可能エネルギーの積極

導入も進み始めて、減少傾向となっています。

2020年のコロナ禍でまた一段下がりましたが、今

はすでに戻っている状況です。

2021年に政府から2050年のカーボンニュートラ

ルに対するグリーン成長戦略が発表されました。こ

のグリーン「成長」というのがキーポイントで、経済

効率性を追い求めつつ、世界全体と日本が目標にし

ているカーボンニュートラル社会を達成するための

基幹産業を育てるというのが、このグリーン成長戦

略になります。その年の10月には、第６次エネル

ギー基本計画が策定され、具体的な中間目標として、

一番排出量が多い2013年を基準として、2030年に

46％削減するという目標を立てています。年間

1.4％の経済成長も考慮していますが、徹底した省

エネによって全体のエネルギー消費量を下げ、さら

にエネルギー消費における電化や、再生可能エネル

ギーの導入など「省エネの野心的な深堀り」いう表現

で削減目標が掲げられています。ここで非常に重要

なのが、脱炭素というと、再生可能エネルギーを導

入することと考える方が多いのですが、まず取り組

まなければならないのは省エネだということです。

それは費用対効果が高いからで、徹底した省エネに

取り組み、それでも消費してしまうエネルギーに関

しては、カーボンニュートラルのエネルギー源で満

たします。ただし、カーボンニュートラルなエネル

ギー電源というのは、現在はほとんどが電気です。

太陽光発電、原子力発電、風力発電、全て電気が必

要ですので、基本的に電化できる所は徹底して電化

を行なうということです。当然、電化できない部分

はありますので、そこはカーボンニュートラルな何

らかの燃料を入れるという戦略になっています。

その実現性を探るためにまず知るべきことは、ど

こで省エネや電化の余地があるのかということです。

日本のエネルギー供給源である石油の大部分は、電

気や熱ではなく燃料や原料のために使用されていま

す。その他、石炭は鉄鋼業を中心に４分の１が燃料

や原料に使用され、残りの４分の３が火力発電など

の燃料源となっています。天然ガスもほぼ同様で、

４分の１が燃料・原料で、都市ガスもその用途で使

われていて、天然ガスを直接燃焼して発電するよう

なものに４分の３ほどが使用されている状況です。

最終的に燃料・原料と電気・熱の割合は概ね半々と

なっており、脱炭素社会を実現する場合、再生可能

エネルギーや原子力発電を入れたとしても、実現で

きるのは半分だけだということです。電気や熱の部

分は、カーボンニュートラル化が可能かもしれませ

んが、残り半分の燃料・原料の部分もカーボンニュー

トラル化を進めない限りは、2050年の脱炭素社会

実現というのは難しい状況です。燃料・原料として

は、具体的にはガソリンやプラスチック原料、鉄鉱

石の還元剤、都市ガスなどで、最終利用先は産業部

門と運輸部門が多くの割合を占めており、車の燃料

であるガソリンなどに使われています。当然ながら

家庭やホテルなどの業務部門でも、ガスなどの多く

の燃料・原料が使用されています。全体で見ると、

化石燃料を使用しない脱炭素社会を目指す場合、原

子力発電や再生可能エネルギーといった電源を、ど

のように燃料・原料・電気・熱に利用できるのかを

考えなければなりません。

まずはこの燃料・原料のカーボンニュートラル化

についてご説明します。燃料・原料の脱炭素化への

道のりということで、どれだけ電気に変えられるの

か、再生可能エネルギーや原子力発電といったカー

ボンニュートラル電源で満たせる余地がどの程度あ

るのかを見ると、燃料・原料のうち、およそ44％

が第１次、第２次産業で使用され、残りの56％は

輸送などの民生部門で使用されています。

民生部門のうち、12％となっている家庭部門に
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関しては、オール電化住宅は技術的には可能ですの

で、基本的には全て電化できるはずです。旅客輸送

に関しては、93％が自家用車やバスで、残り７％

が船舶や飛行機などで燃料として使用されています。

やはりこの大型の輸送の部分を電気の力で動かすの

は、まだ技術的に難しい状況であり、この中で電化

可能なものは、93％を占める小型の自家用車の部

分だと考えています。貨物輸送に関しては、トラッ

クが90％、船舶が10％となっています。近年EVト

ラックが運用され始めていますが、やはり重量のあ

るものは技術開発が必要であり、電化は難しいと考

えています。第３次産業についてはオール電化の業

務など、電化は可能だと思います。産業部門に関し

ては、鉄鋼、セメント、プラスチックの化学繊維、

樹脂などは、原料をマテリアルとして使用している

ため、電化は難しいと考えます。

家庭、３次産業、輸送、自家用車の部分だけが仮

に全て電化できるとすると、今の技術で燃料・原料

の約４割が電化可能という見通しです。残りの６割

はどのようにしていくかという話ですが、電化困難

な燃料の脱炭素化という所で、最近テレビでも見か

けるのが水素燃料です。二酸化炭素と水素を合成し

てつくられる合成燃料の製造、輸入が最終的な手段

として考えられています。水素はもともと再生可能

エネルギーの電力を、太陽光や風力の電力を使用し

水を電気分解して水素をつくりますので、カーボン

ニュートラルな水素をつくり、そのうえで二酸化炭

素と化学合成して今の燃料に近いものをつくろうと

いうのが１つの戦略として考えられています。当然

ながら、石油をそのまま使用するのと比べて様々な

プロセスを踏むので、その分費用は掛かるという状

況です。政府としても、今の天然ガスと変わらない

レベルまでという目標を掲げていますが、製造コス

トが目標の10倍以上高い価格ということで、この

水素合成燃料というものは、基本的には今後も高い

価格の水準が続く可能性があることを、念頭に置い

ておかねばならないと考えています。もちろん、日

本が今までやってきた化石燃料の輸入と代替しやす

いものとして海外から水素や合成燃料といった形で

持ってきてしまえば、これほど「脱炭素、脱炭素」と

騒がなくてもよいかもしれません。誰かがやってく

れるのではないかと思うかもしれませんが、当然そ

こには多くのプロセスが必要で、海外に豊富な再生

可能エネルギーがあることが大前提になります。高

い費用で買わざるを得ないかもしれませんし、さら

に世界全体で価格競争が起こる可能性もあります。

ロシア・ウクライナ戦争で私たちが今まさにあおり

を食っているこの価格の高騰や自給率が低いという

リスクを今後も追い続けていかねばならないため、

「水素があるからいいじゃないか」という考えは持た

ない方が良いかと思います。

究極的には水素は再生可能エネルギーから製造する

として、二酸化炭素はどうするのかという話ですが、

二酸化炭素も実は分離回収する場合コストが掛かりま

すし、プロセスが必要で大気中から直接回収する「Ｄ

ＡＣ（Direct Air Capture ダック）」が開発されてい

ますが、当然ながらコストの問題もあります。その他

にもバイオマス発電所、廃棄物発電所などがあります

が、そこで大量に排出される排気ガスには高い濃度の

ＣＯ２が含まれているので、そこをキャプチャーして

ＣＯ２を取り出し、合成燃料の原料に使用する方法も

ありますが、キャプチャーするにも化学合成などが必

要ですし、何を行なうにしてもプロセスが生じます。

ただ、ここで着目したいのはバイオマス発電です。大

気中に二酸化炭素がたまり、それを光合成により木が

吸着してくれているものは、ＤＡＣで私たちが費用を

掛けて吸収するよりも、すでに自然の摂理で吸収して

くれているものなので、これを利用して合成燃料をつ

くりプラスチック製品をつくる。それを燃やしても、そ

こから排出される二酸化炭素をまた吸収、分離回収し

て合成燃料に使用できれば、カーボンリサイクルとい

う形で永久にここでカーボンが回るようになりますの

で、大気中の二酸化炭素を取り除きつつ、物という形

で二酸化炭素を大気中に出さずに循環できるのではな

いかと、今このカーボンリサイクル技術も盛んに開発

されています。二酸化炭素がどうにも回収できない、
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費用も掛かるし、どうにもならないという時の最終手段

として検討されているのが、ＣＣＳ（Carbon dioxide 

Capture and Storage）という技術です。カーボン

キャプチャーアンドストレージの略で、地層の中や

帯水層と呼ばれる地下にある水、そこに二酸化炭素

を注入して、そこから出ないようにシールドをして、

地下にまたため込むといった技術が最終手段として

用意されていますが、これもまた当然ながらコスト

も掛かりますし、本当にため込んだ二酸化炭素が地

上に出てこないかは検証中の段階です。日本周辺で

ＣＣＳ可能な場所というのが、これだけ断層が多い

とほぼ存在しません。今北海道の一部でＣＣＳの実

験を行なっていますが、日本の場合はＣＣＳの候補

地はゼロに等しいので、最終手段をどうするのかと

いうと、もしかしたら二酸化炭素を液化か何かして

海外のＣＣＳができる場所まで輸送して、廃棄物の

ような形で処理してもらうという将来が待っている

かもしれません。そうならないようにするために、

やはり大本の二酸化炭素を排出しないようにするよ

うな燃料から脱却をすることが、重要になってきま

す。このような形で燃料・原料については、可能な

限り電化を進めるとともに、最終手段として費用を

掛けても技術的には水素合成燃料、ＣＣＳといった

形で様々に考えられているというご紹介です。

もう１つ、電気・熱の話をしたいと思いますが、

電気・熱として使用されている化石燃料は、ほぼ石

炭、天然ガスです。これが全て発電に回るわけでは

なく、産業界では自分たちの熱や蒸気をつくり出す

ために、自家用ボイラーという形で消費している場

合があります。この熱の92％は製造業に回っている

という状況です。熱をどのように電化するのかとい

うと、盛んに検討されている事例としては、ＮＥＤＯ

（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構）では、産業で重油を燃やしてつくっている

熱は電化できないのかを再検討しています。今は

様々な技術で1,000℃を超えるような高温であって

も熱利用ができたり、あるいはもっと低温でヒート

ポンプやチラー、電気ボイラーという形での電化が

可能な技術があります。特にこの低温熱というのは、

電気でつくり出す時に技術的に何の問題もなく、果

たしてボイラーで重油を燃やして得ていた熱は、本

当にその工場にとって必要な温度帯なのかという所

をもう１度見直すということです。例えば、その工

場でそれほど高い温度の熱が必要ではないのにボイ

ラーを使用しているのであれば、そこは電化を進め

られるのではないかといった提案が盛んにされてい

ます。特に100℃を少し越えている部分から０℃近

くまでの低温領域の熱は、電気式のヒートポンプに

代替可能ではないかと考えています。ヒートポンプ・

蓄熱センターが独自に調査を行なったものですが、

特に工場での洗浄工程や、食品工場でも物を蒸すと

いった調理をする時に使用する蒸気をボイラーでは

なく電化できるのではないかと、一つ一つの産業で

低温熱のポテンシャルを積み上げた調査を行なって

います。産業界で計算してみると、実は今使用され

ている自家用蒸気のうち、27％は容易に電化でき

る低温熱源の用途ではないかという調査結果が出て

います。

このように最終的に電化を進めなければならない

わけですが、それによって最終需要にどのような変

化が起こるのかを見てみると、例えば家庭・業務部

門は、燃料・原料として都市ガスを一部使用してい

ますが、これを電化すると電力の消費量は増加しま

すが、燃料・原料は減少します。その他にも旅客運

輸、バスや自家用車などの完全電化を進めると、現

在最終エネルギー需要が１％の旅客運輸は12％ま

で電力の需要として高まるのではないかということ

です。この１％は何かと言いますと、基本的には電

車が使用している電力消費量です。車もさらに電気

自動車という形で電化が進みますと、12％まで増

える可能性があります。産業部門は先ほど申し上げ

たように、全体の最大27％まで電化可能ではない

かということで、将来最終エネルギー需要は、電力

が多くを占めるような形になるのではないかと予想

をしています。ここでどうしても残ってしまう燃料・

原料については必要なものですので、水素合成燃料
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という形で調達をしてくるための仕組みづくりを今

から進めなければいけませんし、ヒートポンプなど

の高効率な機器を導入すれば、消費量自体もう少し

削減可能だと思います。これを最終的にはカーボン

フリー電気で賄おうということです。

ここまでのまとめですが、まず日本のエネルギー

政策の基本は「Ｓ＋３Ｅ」であって、今までと同じ轍

を踏まないようにするため、これからのエネルギー

戦略を考える場合に、この「Ｓ＋３Ｅ」の概念は非常

に重要です。そのうえで日本の脱炭素を進める基本

的な考え方として、まず省エネをする、そして電化

プラス再生可能エネルギー電源を導入する、最後に

電化困難なものに関しても水素やカーボンリサイク

ル、合成燃料の利用で脱炭素化を進める、以上の優

先順位で実現させようと取り組んでいます。

では、どのようにこの基本的な方針を実現させる

のかというお話していきます。ここで２つ質問しま

す。地球温暖化問題は深刻な問題だと思われる方は

手を挙げてください。ご理解いただきありがとうご

ざいます。ではもう１つ、国民一人一人の行動変容

が必要だと思う方は挙手をお願いします。ありがと

うございます。このような講演会を何回かやらせて

いただく中で、皆さまイエスと回答していただけま

すので、非常に心強いです。では、皆さまのご自宅、

電力契約を再生可能エネルギー電気に切り替えてい

るという方はどれぐらいいらっしゃいますか。あり

がとうございます。今までの講演会の中で一番多い

かもしれません。大抵は１人いるかいないかです。

ただ、先ほどまで皆さま全員が手を挙げていたのに、

この質問をすると皆さまは私から目をそらしてしま

います。実はこれが当たり前の反応で、人は頭で分

かっていても望ましい行動をとるとは限らない、こ

れは認知バイアスと呼ばれる人の心理的なものが影

響しています。この認知バイアスというのは、意識

はあってもそれがアクションに結びつくかというと

そうではなく、そこに結びつくまでの間にバイアス

が掛かってしまうという概念です。行動心理学や社

会心理学の場面でよく用いられる専門用語になりま

す。

この認知バイアスがあるため、頭では分かってい

てもアクションを起こすのは難しい、というのはど

ういうことなのかをご紹介します。代表的な認知バ

イアスとして、利益や得をすることよりも、何か損

をしてしまうのではないか、例えば地球温暖化問題

の対応策を講じた方が将来的に自分の会社にとって

メリットがあることは理解しているが、途中で戦争

のような突発的な出来事があった場合、せっかく投

資したのにその機器が使用できないかもしれない、

機能する保証がないため、再生可能エネルギー投資

に二の足を踏んでしまうというようなことです。本

当に世の中が再生可能エネルギーの方向に動いてい

くのか、もしかすると動いていかないかもしれない

し、もう少し周りの様子を見てから損をしないよう

に動こう、というような心理になります。金銭で例

をあげると、「明日1,000円もらえます」と「明日

1,000円損するかもしれません」では、「1,000円も

らえる」というアクションよりも「1,000円損をしな

い」アクションを取りたがるという人間の性質があ

ります。人にとって損失というのは利益よりも重要

なもので、それを重視するのが損失回避バイアスと

呼ばれるものです。また、現在バイアスは将来の大

きなメリットよりも目先のメリットを優先する心理

傾向です。20年経てば元が取れて、それ以降は御

社の利益になると言われた場合、今すぐに利益をも

らえる方が良い、現在のお金の方が価値が高いとい

う観点で、長期的な投資やビジョンからの意思決定

を難しくしてしまうというのが、現在バイアスと呼

ばれるものです。このような様々なバイアスが相

まって、最終的に人はどう動くのかというと、現状

維持バイアスと呼ばれるもので、最終的に現状維持

で良いというのを好んでしまう心理傾向があります。

これによって何が起こるかというと、今使っている

機器をそのまま使い続けるという状態になります。

このような、一向に変化が起こらない状況のことを

「ロックイン効果」と呼んでいます。例えば、私もそ

うですが携帯電話の会社を一度契約すると、他社の
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方がメリットがあったとしても、「もう面倒くさい

から今のままでいいや」と思いがちです。それがま

さに現状維持バイアスで、その結果私の携帯電話は

ある１つの会社にロックインされていて、現状が全

く変わらないという傾向があります。

これを打破して脱炭素に向けてアクションをおこ

すためには一体どのようなことが必要なのかを行動

心理学にもとづいて論文化されているものがありま

す。危機感や責任感、有効感というものが、環境に

何か良いことをしようという意識、態度に影響を及

ぼします。危機感としては、温暖化に対する場合、

正しい知識を得ることによって、このままでは温暖

化が異常気象のような形で自分たちの生命や生活を

脅かすかもしれないという危機感が生まれます。ま

た、脱炭素化を行なう場合、電化が必須であり、そ

れを行なえば温暖化対策になることを理解している

ことが有効感として機能します。何が有効なのかは

分かっているという情報もまた、温暖化に対するア

クションを取るための意識につながります。その他

にも、皆さまの場合はビジネスをされているので、

最近よく耳にするScope ３（スコープスリー）など

のＥＳＧ投資関連、このような国際潮流に対応しな

ければならないという情報が入ってくると、危機感

や責任感が生まれ、環境に対して何かアクションを

起こさなくてはならないという態度につながると考

えられます。環境に優しい態度を意識させることは

アクションの大前提になるので、まずは正しい知識

を知っていただくことが重要です。

例えばビジネスに関して皆さまの場合だとＥＳＧ

投資はご承知の通りだと思いますが、社会（Social）、

環境（Environment）に対して責任ある行動を取る

企業に対してのみ投資家は投資を行なうという流れ

が今、世界的に広がっています。世界全体のＥＳＧ

投資残高に占める日本の投資額の割合も、2016年

では約２％にとどまっていましたが、2020年には

約８％、金額では約264兆円増加しているという状

況ですので、その企業が環境や社会に対してどれだ

けの責任を果たしているのかを外に対して示してい

くことが求められています。例えばＲＥ100、イニ

シアチブです。自社の企業活動で消費されるエネル

ギーの全てを再生可能エネルギー 100％で賄うと

いう宣言ですが、このような宣言をしないと、逆に

投資家から資金を集められない時代になってきてい

る状況です。企業は自分たちの活動だけを脱炭素化

すればよいわけではなく、Ａｐｐｌｅは再生可能エネ

ルギー100％のオフィスにしています。フランスのロレ

アル社は、日本でオフィスを探す時に、そのビルがど

れだけ環境に良いかという認証を取っていないと、オ

フィスを入れることすらできなくなっています。建築

物にも環境性能を認証するための制度がありまして、

このビルは日本ではなくアメリカが定めたＬＥＥＤ

（Leadership in Energy and Environmental 

Design）と呼ばれる制度での認定ですが、日本のい

くつかの建物でもこれが適用されています。今やこ

ういったグローバル企業から「ＧＯＬＤ認証を取得

している建物でないとオフィスを置けないのでもっ

と建設してほしい」と、ディベロッパーにも圧力が

掛かってきていますので、それに対応せざるを得な

い状況です。またトヨタ自動車はプロダクトだけで

はなく、世界の自社工場も全てＣＯ２ゼロということ

を掲げています。

この企業活動に関わる全て、つまり工場で使われ

ている部品やオフィスの場所、あるいは従業員の交

通手段、その製品を送り出すために関わる全てにお

いて、まずはＣＯ２排出量をカウントする。そして

カウントして表示した後に低減する努力を行なうこ

とが今、世界的に求められており、これがScope

３と呼ばれるものになります。サプライチェーン全

体で脱炭素化をするということが求められていて、

いわゆる自社だけではなく、その上流にある原材料

や、その原材料を工場までどのように運んできたの

か、従業員の通勤手段はどうなのかという所も企業

の１つの製造責任に関わってくるということで、上

流部分の脱炭素化も求められています。グローバル

企業は、製品の廃棄やリサイクルという所まで含め

て、サプライチェーン全体での脱炭素化が求められ
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ています。環境省も「中小規模事業者のための脱炭

素経営ハンドブック」を作成し、上流部門にいる部

品などを製造している企業にどのように自分たちの

企業活動のＣＯ２を算定すればよいのか、どのよう

なステップを踏んで脱炭素化を図ればよいのかとい

うことを示しています。ハンドブックにあるSTEP

１の長期的なエネルギー転換でいいますと、燃料消

費に伴うＣＯ２排出量を省エネ対策のみで大幅に削

減することは困難なので、省エネに加えてエネル

ギーの種類を変えていくこと、例えば電化やバイオ

マスの利用も検討してくださいという形で、かなり

多角的にマニュアルを作成しています。このように、

自分たちにとっても他人事ではない、まさに企業も

１つで成り立つわけではなく、サプライチェーンと

呼ばれるものの中に組み込まれているということに

気付くことが、まずは何か脱炭素に向けたアクショ

ンを起こさなければならないという意識を醸成する

場合に、非常に重要になると考えています。

ところが先ほどの質問のように、意識はあっても

アクションに結びつかないという所もまた、打破し

ていかなくてはなりません。それを打破する時に何

が効いてくるかというと、実現可能感、コスト感、

規範感と呼ばれるこの３つが、アクションに結び付

くと考えられています。まずこの実行可能感につい

ては、「御社のボイラーを今すぐ電化してください。

低温熱源使用しているのでヒートポンプ化可能です

ので補助金を利用してヒートポンプに変えてくださ

い」と言われたとしても、ヒートポンプは貯湯槽が

必要ですから、それなりのスペースが工場内にない

と、それが良いと分かっていてもできないというこ

とになります。その方にとって実際にアクションが

起こせるような有効な具体策を提示しないと、逆に

自分には関係ないこととしてアクションにつながら

なくなってしまいます。今申し上げた工場と同様に、

集合住宅についてもオール電化住宅がありますので、

家庭部門は全て電化可能だとお話しました。しかし、

実際には集合住宅のどこかに貯湯槽を置くスペース

が必要になりますし、特に関東では通常ガス給湯器

が設置されていて、大抵の建物には貯湯するスペー

スは用意されていません。実行できないものをいく

ら言っても仕方がなく、オール電化の集合住宅の

シェアは全く伸びていません。集合住宅の電化が伸

び悩むなか、それを具体的に実行可能なものにする

ための様々な対策を打つことで、アクションを起こ

してもらえるような提案がされています。例えば耐

荷重に関しては、ベランダに貯湯層を設置するにし

ても、そもそも耐荷重が足りないといった問題を、

荷重を想定した建築基準法の改正を行なったり、

ヒートポンプ給湯器を採用すれば容積率に算入しな

いなどの政策的な手段も取られています。

また、ホテルやオフィスビルもそうですが、テナ

ントは再生可能エネルギー電源や省エネ対策を取り

たいが、設備がオーナーのものなので変更できず、

省エネ対策はしたいができないというオーナー・テ

ナント問題もあります。このようなものも、やはり

実行可能性を妨げる要因になっていて、これらを解

決するために環境配慮・低光熱費を売りに入居率を

向上させるような仕組みや、建物に関しては省エネ

性能ラベル制度といったものも開始されています。

賃貸の集合住宅で「電化を進めましょう、太陽電池

パネルを設置しましょう」と言っても、環境に良い

ことは分かっていますが、本当に自分たちがやる意

味があるのか懐疑的な方も多いです。そこに環境の

話だけではなく、オーナーがそもそも抱えている空

き家、空室問題と組み合わせてあげることで解決す

ることも可能です。例えば賃貸集合住宅というのは、

北側や半地下で条件が悪くて入居率が低いような居

室を１部屋ぐらいは抱えており、そのような所に入

居する人がいればオーナーにとって収入になるため、

できるだけ空室を減らしたいと考えています。この

入居率の低い居室の付加価値を上げるために、この

脱炭素との組み合わせができないか提案している事

例もあります。マンションの上に付けている太陽光

発電をその入居率が低い部屋に優先的に入れてあげ

ることによって、通常であれば再エネ賦課金などで

加算される部分の電気代を安く提供できるので、こ
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の特定居室の電気代を下げることができますし、そ

もそも再エネ電気で暮らせる部屋として付加価値を

上げることができるという形です。オーナーに環境

のことを考えてくださいといくら説得しても関心が

なければ動かない所を、オーナーの側に寄り添って

問題を解決してあげることにより、太陽光を導入し

ていただくというようなルートも検討が進んでいま

す。

その他にもう１つ重要となるかもしれないポイン

トが規範感です。これは同調バイアスの刺激という

ものですが、社会規範を刺激するために行なった、

１つ実験事例があります。アメリカで行なった実験

事例ですが、省エネのためにエアコンの代わりに扇

風機を使用してほしいと国や行政側が考えていたと

します。「エアコンの代わりにファンを使えば省エ

ネになります」という情報提供をしただけの時の実

際の電力消費量よりも、「ＣＯ２がこれぐらい削減に

なります」といった情報を付加してあげると、意識

の高い方々が賛同して、少し電力消費が減少しまし

た。「エアコンの代わりにファンを使用することで、

１か月に54ドルの節約ができます」と具体的なコス

トのメリットを提示することが最も効果があるかと

思われましたが、電力消費量はそれほど減少しませ

んでした。大幅に電力消費量が減少したのは、「こ

の地域の大半の人はすでにエアコンの代わりにファ

ンを使用しています。周りがそうしているのだから

あなたもどうぞ」という情報発信の仕方をしました。

「自分だけではなくて周りはもうやっている。じゃ

あ自分もやらなきゃ」という、いわゆるうわさ話に

影響されたり、口コミに左右されるような人間の心

理をついてくるような所が効果的であったと、まさ

にデータとしても現れているので、真正面から「環

境に良いです、費用がこれぐらい安くなります」だ

けではなくて、あらゆる方法で行動に結び付けてい

くことが大切なポイントになります。

最後にコスト感ですが、これは要するに自分に

とって費用よりも便益が上回っていればアクション

を起こすということです。環境に良いと分かってい

るが費用の方が上回っているならばやりたくない、

それよりも何か便益があるのであればアクションを

起こそうという判断がコスト感になります。私たち

は常に費用と便益を天秤にかけて意思決定している

と思いますので、当然ながら、日頃の生活において

も打算的に生きているわけです。私たちにとっては、

経済的な負担であったり、労力もある意味費用にな

ります。便益としては、経済的な利益はもちろんの

こと、他にも私たちの生活にとって安心できる暮ら

しや経営のためには、保険料にプラスアルファのお

金を払ってもいいと考えますが、これも便益です。

安全な暮らしや経営というのは、つまりレジリエン

ス、防災に対する対策です。何か防災に役に立つの

であれば、いざという時のためにそれはぜひ進めな

ければいけないということもそうです。あるいは、

日々健康的な暮らしを送ることができるのであれば、

お金が多少掛かっても試してみたいという人はいま

す。特に高齢者を含めて、小さいお子さんのいる家

庭でよくあることです。最後には、コストが掛かっ

ても楽しいからやりたい、自分がうれしい気持ちに

なるからやりたいと思うこと、そのようなこともあ

る意味、私たちにとっての便益になるわけです。こ

こで重要なのが脱炭素を行なう場合、経済的な負担

と利益だけを天秤に掛けると大体は費用に負けてし

まい、その結果、脱炭素行動にうまくつながりませ

ん。行動を促す時に鍵になるのが経済的利益以外の

様々な便益を刺激すること、刺激できる仕組みをつ

くることになります。

具体的にどのような事例があるのかは、脱炭素先

行地域の事例で説明します。「地域の再生可能エネ

ルギーを活用しましょう」と言った時に、「費用が掛

かるから」と思うかもしれませんが、環境省は、最

終的には自分たちの地域の活性化になることである

と示しています。大抵の自治体は自分たちの地域に

電力会社がないので、その地域にお金が落ちるわけ

ではありませんから、９割の自治体がエネルギー的

に赤字収支です。これに対し環境省は、地域の雇用

を活性化できます、あるいは地域の事業者に再生可
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能エネルギー導入の際に参加することで施設の整備

と維持管理という形で収入が得られます、利益の社

会的投資になりますなど、数々の地域に利益をもた

らすためのポイントを示すことで、ようやく人々が

再生可能エネルギーに向けたアクションを起こすの

ではないかということを考えて進めているわけです。

つまり脱炭素を一遍で押すのではなくて、地域経済

も活性化できるし地域課題の同時解決も図れるとい

うことを、便益の中の経済的以外の便益を刺激して

あげることで、どうにか脱炭素化の流れを地域で起

こそうと考えている状況です。

よくメガソーラーなどに対し、簡単には地域で合

意形成が取れなかったり反対運動が起きたりしてい

ます。社会的にはメガソーラーや再生可能エネル

ギーが必要であっても、自分の家のそばではやって

ほしくないという、廃棄物ゴミ処理場の問題と同様

の頭で、理解していても自分の暮らしの外でやって

欲しいという「ＮＩＭＢＹ（Not In My Backyard ニ

ンビー）」問題が起きている場合が多いです。これは

なぜ起きるのかというと、自分たちにとってのメ

リットがないからで、ここで重要になってくるのが

ビジネスモデルの概念になります。発電した電気を

自分たちの地域で活用できて、地域の防災機能が向

上するのであれば、自分たちの選んだ地域に再生可

能エネルギーを導入しようというモチベーションが

生まれるはずで、これがうまく機能しているのが欧

米諸国です。例えばドイツでは、風力発電や太陽光

発電事業を自治体や市民団体自体が実施しています。

多くの地域では上下水道などは赤字ですから、その

赤字に対して事業の利益を地域のインフラ維持にあ

てる、地域活性化にも活用することで、再生可能エ

ネルギーが地域を良くするのだということが浸透し

ています。その結果、自分たちの地域から自発的に

再生可能エネルギーを導入しようという動きが起き

ているのが、ドイツをはじめとしたヨーロッパ各国

です。日本の場合、再生可能エネルギーが迷惑施設

化している所も多いですが、ＮＩＭＢＹ問題の解決の

糸口は、自分たちの地域にどのようなメリットがあ

るのかを明確に見せることが必要で、そのメリット

を生み出すためのビジネスモデルがセットになって

いないと、再生可能エネルギーを導入するというア

クションに結び付き難いことが分かってきています。

ドイツでは、このような地域の電力事業を中心とし

たビジネスを「シュタットベルケ」と呼んでいますが、

エネルギービジネスで得られた収益の一部を公共交

通の維持や上下水道整備、公共的なプールやレクリ

エーションの施設といったものに活用することに

よって、持続可能なモデルにしようということが行

なわれています。

環境省の脱炭素先行地域も、実はこうした地域に

とってどのようなメリットがあるのかを明確にした

うえで、脱炭素を進めていくといったポリシーで動

いている事業になります。最初に申し上げたように、

2100年までに100地域を選定するということで、

今73地域まで選ばれていて、群馬県では上野村が

採択されています。この先行地域は何を目的にして

いるかというと、まず2030年までに民生部門の電

力消費に伴うＣＯ２の排出ゼロを目指しています。

これはもちろん再生可能エネルギー設備を導入する

だけではなく、まず省エネ努力をしたうえで、どう

しても消費してしまうエネルギーに関して再生可能

エネルギーで100％満たすことが、１つの目標にな

ります。運輸部門や熱利用に関しても、脱炭素化を

図ることが２つ目の目標です。最後に、これが最も

重要なポイントですが、地域内の経済循環、地域活

性化に貢献しつつ、先ほどの２つの目標を達成する

ということです。

群馬県にも中之条パワーという地域エネルギー会

社が立ち上がっていますが、そのような会社があれ

ば、当然ながら自分たちの地域で発電した電力は自

分たちの地域で消費し、それを使用する人は、地域

のエネルギー会社にエネルギーコストを払うため、

地域内で経済循環が起きます。それ以外にもシュ

タットベルケで掲げられているように、わずかな収

益の一部を地域の課題解決の資金にすることによっ

て、例えば「子どものお祭りのために使いましょう」
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と言うと、親たちは「自分たちの地域を良くしよう

と思っているエネルギー会社だから、同じ電力料金

ならこちらと契約しよう」というアクションに結び

付きやすくなります。そのような活動に賛同する需

要家が増加すれば契約にもつながり、このエネル

ギー会社自体のビジネスの安定化にもつながるとい

う循環が生まれます。またビジネスに関しても、収

益の一部を需要家の脱炭素化の施設や設備更新の資

金にする、それはリースまたはローンかもしれませ

んが、そのような形でも地域の需要家に還元してあ

げることにより、自分たちはそのお金の一部をも

らってリプレースしたので、使用している自分たち

の電気はそのエネルギー会社と契約するというよう

な増加の仕方もあるということです。

例えば滋賀県の湖南市では、自治体が出資する形

で「こなんウルトラパワー」という地域新電力を立ち

上げています。自治体だけでは地域への投資は難し

いので、地方銀行と組んで事業を進めています。滋

賀銀行が再生可能エネルギーの投資に掛かる資金の

供給を行い、出資した自治体のエネルギー会社が、

需要家に太陽光発電などＰＰＡ（Power Purchase 

Agreement）の設備を投資し、そこからエネルギー

をもらうという循環が生まれています。こなんウル

トラパワーの場合ですと、地域貢献としては「福祉

のまち湖南市」という地域のビジョンに合わせて利

益の還元の仕方も考えています。障害のある方、高

齢者や子どもたちなどのために、社会参画の場を創

出するような事業に利益の一部を補助しています。

地域エネルギー会社という形で取り組むのが難し

くても、例えば奈良県の生駒市の事業では、特別目

的会社（ＳＰＣ：Special Purpose Company）と呼

ばれるものを設立して、エネルギーコストの一部を、

ＳＰＣを通して地域課題の解決に還元するといった

やり方で取り組まれています。ポイントは地域課題

の解決であり、自分たちさえ良ければいいというよ

うなエネルギー事業ではありません。その他、地域

の福祉や活性化以外にも、当然防災、災害に強いま

ちづくりというのも地域に住んでいる人にとっては

重要なことです。長野県の小諸市では、地域熱供給

を行なっていて、街の中心部に蓄熱槽があります。

再生可能エネルギーは不安定なものですが、その蓄

熱槽、ヒートポンプを利用して地域で使い切る形で、

環境に優しく高い防災力を持つコンパクトな街づく

りをしている取り組みが認められて先行地域に選ば

れています。

今、地域熱供給会社にとっては、蓄熱槽を活用し

てエネルギーのマネジメントを行なうビジネスチャ

ンスが訪れていると感じています。ヨーロッパでは

街づくりと一体となった蓄熱槽を活用した脱炭素化

が進められていまして、データセンターや工場から

の排熱を、地域熱供給のエネルギー源として利用し

始めています。エネルギー供給のために、むしろ街

中にデータセンターや工場を誘致しており、日本と

は全く逆の考え方だと思います。日本では多くの

データセンターが、地方の再エネ豊富な所に流出し

ている状態です。データセンターは膨大な電力を消

費し、それが最終的には熱として排出されているわ

けですが、今はそれが全て大気中に放出されている

状態で有効活用されていません。地方の人が住んで

ない所であればＮＩＭＢＹ問題にもならないですし、

施設も造りやすいですが、エネルギーの有効活用と

いう点ではヨーロッパは、また一歩先をいった街づ

くりがされている印象を持っています。

蓄熱槽というのは、必ずしも地域熱供給だけでは

なく、先ほど申し上げたヒートポンプ給湯器のよう

な家庭部門や業務部門にも利用できます。電気を熱

に変えて、熱として給湯需要に利用することで、再

生可能エネルギーを活用することも可能なわけです。

熱として地域のエネルギーを使用するということで、

例えば高知県須崎市・日高村では、大量に重油を燃

やして施設園芸を運用していますが、そこをヒート

ポンプに変えていこうと取り組んでいます。そうす

ることによって今、農業の人たちがあおりを受けて

いるエネルギーが高騰するリスクを下げられますし、

ヒートポンプの方がエネルギーの効率が高く、少な

いエネルギーで多くの熱を生み出すことができます
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ので、そのような技術が導入されつつあります。こ

のように蓄熱槽を地域の中に造りますが、再生可能

エネルギーは非常に不安定な面があります。電力シ

ステムから見れば、安定的に地域に送り出せる電気

と、不安定で波打っている電気があり、不安定な部

分は地域で吸収してほしい、もしくは捨てるしかな

いエネルギーということになりますので、その捨て

るしかない部分を地域の中で活用することで、でき

るだけ多くの再生可能エネルギーを利用するといっ

た取り組みもされています。

同じく高知県で、南海トラフのあおりを受けてし

まう可能性が高い黒潮町の事例です。ここは地域ブ

ランドである水産物の缶詰工場がありまして、平常

時は再生可能エネルギー由来の電気を使用して缶詰

を製造しており、今それを売りにブランド価値を上

げようと努力をしています。このような努力はまだ

時代の最先端のため、消費者の理解が及ばないと高

い価格で買ってもらえない場合もありますが、再生

可能エネルギーを使用した製品のブランド化の仕組

みを整えることで戦略を練っており、そのような取

り組みで選ばれた先行地域になります。平常時は製

造工場ですが、非常時には避難所電源として利用で

きるという形で、地域の理解を得ながら脱炭素化を

進めている地域です。

ここまでは環境省の脱炭素先行地域の話でしたが、

先行地域ではないですが、同様に便益の増加を上手

に組み合わせている事例もお話しておきます。ドイ

ツのフライブルク市のサッカースタジアムでは市民

が出資した太陽光発電が導入されています。「市民

は１口（500W分）5,000ユーロ程度で好きなだけ

購入し、発電した電気は電力会社に売電、出資者は

配当を得る」ということで、このスタジアム自身で

も自家消費をしています。市民がなぜ出資するのか

というと、このプロサッカーチームのチケットを優

先的に入手できるといった「楽しさ」があり、そのよ

うな特典に出資者が殺到しています。したがって環

境だけで押すのではなく、このようにサッカーチー

ムに協力してもらい、楽しさといった便益を追加す

ることで、パートナーシップで脱炭素化を図ってい

く事例もあります。その同等の事例が清水エスパル

スです。ここもファンを巻き込んで参加型の環境イ

ベントを行なうなど、様々なことに取り組んで、こ

のフライブルクの事例に近付けようとされています。

例えば前橋市で、私たちが出資しても良いなと思う

ものは何でしょうか。地域のお祭りの維持かもしれ

ませんし、地域で応援したいサッカーチームやス

ポーツがあるのかもしれませんし、そのようなもの

と一緒に楽しくこの脱炭素化を巻き込んでいく意識

が生まれれば、後もう少しのアクションでこの脱炭

素化ができる段階にあるので、楽しさを追求してい

くということも１つ重要なポイントかと思います。

「コペンヒル」と呼ばれるデンマークにあるごみ発

電所では、屋根がスキー場になっています。デンマー

クという国は海抜以下の平坦地ばかりで山がありま

せん。市民には山に登りたい、スキーがしたいとい

う潜在的なニーズがあり、冬になるとわざわざスイ

スの方まで出掛けています。そこで施設の屋上をス

キー場にしたり、壁をロッククライミングができる

ようにしたり、山のないデンマークでハイキングが

楽しめるようにしたり、また一番上には展望カフェ

があったりと、高い所に飢えている市民に楽しさを

提供しています。そしてごみ発電所から排出される

電気と熱、排熱は地域熱供給という形でこの周辺に

広がる住宅地、地域の人たちに供給されています。

つまりＮＩＭＢＹ問題で自分の家のすぐ裏は嫌だと

いう意識を、こういった市民のレクリエーション施

設として楽しさと織り交ぜることによって、自分た

ちの町の近くにつくって欲しいという意識を芽生え

させる好事例かと思います。ちなみに、こちらは避

難所にもなっています。

最後にご紹介しますが、今、上野村でも先行地域

としてこのような取り組みを行なっています。上野

村の場合は先ほどの中之条パワーという地域エネル

ギー会社がありまして、地域の豊富な広葉樹をバイ

オマスに活用できていない所を、道の駅や町役場に

設備導入することによって、地域のレジリエンスも
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高められるといった取り組みを行なっています。今

後、中之条パワーの利益の一部が地域活性化の資金

になったり、あるいは住宅に対して省エネ家電への

買い替えや断熱改修などの支援といった使い方をす

ることで補助金頼りではない、自分たちの地域で自

立した脱炭素ビジネスにつながっていくことが期待

されている地域です。

本日の話のまとめですが「省エネ」、「電化」、「カー

ボンニュートラル電源拡大」は、経済合理性を保ち

つつ実現する脱炭素社会において不可欠なものです。

そして意識だけでは駄目で、アクションに結び付け

るために行動心理学的なアプローチも役に立つと考

えられます。経済面以外の便益、楽しさ、レジリエ

ンス、健康、私たちが求めている様々な便益と、こ

の脱炭素をいかにつなぐことができるかが鍵となり

ます。また、脱炭素先行地域では、再エネビジネス

で得られた利益を「地域課題の解決」という「社会的

便益」として還元しています。まだ脱炭素ビジョン

が描かれていない地域も非常に多いですが、まずは

地域をどのようにしたいのかというビジョンを明確

にしたうえで、解決したい課題や大切にしたいこと、

それを地域ビジネスの中に組み込むアイデアで持続

可能な自立した脱炭素化というものが実現できれば

と考えています。私自身もこれを応援するような活

動をしていますので、必要があればお声掛け下さい。

ご清聴ありがとうございました。

（文責・事務局）
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次世代育成委員会
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次世代育成委員会

２０２４年度の勉強会を終えて

 次世代育成委員会

 委員長　本 田 博 己

次世代育成委員会では、社会人講師派遣事業やインターンシップ事業など、従来からの活動テーマである

『若年層の健全な職業観の醸成』を目的とした活動を行なってまいりました。

社会人講師派遣事業における累計聴講者数は７万人を突破。インターンシップ事業では、普通科高校７校

と包括連携協定先１大学より合計220名の生徒・学生を受け入れ、産業界と教育界の連携強化に取り組むこ

とができました。

また、社会人講師の集いと第１回勉強会後には、教育関係者との意見交換会を実施し、産業界と教育界の

より一層の連携強化を図りました。

2024年度 第１回勉強会では、群馬県非認知教育専門家委員会委員の工藤 勇一氏をお迎えし『今後の学校

教育の姿と人材育成～主体性と当事者意識～』と題してご講演いただきました。ご講演では、日本の教育の

現状と問題点、目指すべき教育の方向性、求められる非認知スキルなどについて学びました。 

2025年度におきましても、引き続き社会人講師派遣を主力事業として継続・発展させるとともに、「社会

に開かれた教育課程」の実現に向け、教育機関との交流をさらに深めてまいります。また、各種のニーズに

柔軟に対応し、活動内容の一層の充実を図るとともに、企業において学習者主体の人材開発がトレンドとな

りつつある中、教育現場で実践されている探究学習・アクティブラーニングへの理解を深め、今後の企業に

おける採用や学びのあり方（研修・社員教育）の考察を続けてまいります。

昨年度と同様に、会員の皆様の積極的なご参加をお願い申し上げます。
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　皆さまこんにちは、工藤です。自己紹介も兼ねて

今、私が取り組んでいることをご紹介しながら本題

に入っていきます。本日は教育関係者の方々も大勢

いらっしゃると聞きましたので、１つ驚くような話

をしますが、極端に言うと不登校児が日本にしかい

ないことを知っていますか？　欧米には、不登校と

いう概念はありません。日本では、なぜこの30年

間不登校が増え続けているのでしょうか。日本以外

の不登校児がいる国として、韓国や台湾がよく知ら

れていますが、このような不登校の状態をアジア型

というそうで、文部科学省が不登校問題を国際比較

できない理由は、これらの国は世界で特殊だからで

す。韓国や台湾はかなり改善して欧米型に変化して

いますので、もしかするとこの問題で取り残されて

いるのは日本だけかもしれません。後でお話します

が、いじめ問題も日本独特の構図があります。自殺

問題も同様で、警察庁の公表では毎日１人以上、毎

年500人以上の子どもが自殺しているそうです。特

に15歳以上の子どもたちの死亡理由の第１位は病

死ではなく、自殺と不慮の事故ですから、このよう

な国はおそらく他にないと思います。また教員の過

重労働問題、これも世界中でこの問題がますますひ

どくなっている国は日本だけです。

不登校について先に少しお話しますが、なぜ日本

が独特なのかというと、学校教育の考え方が全く異

なるからです。アメリカにも義務教育はありますが、

就学義務はありません。親は子どもに教育を与えな

ければなりませんが、学校に行かせる義務はありま

せん。公立、私立どちらの学校に行かせようが構い

ませんし、教会に行って学びなさいと言うこともあ

ります。極端に言うと50州全てにホームスクーリ

ング（在宅学習）という手法がありますから、家庭で

学習させても良いわけです。行政側の仕事は、親が

きちんと教育を受けさせているかどうかのチェック

をすればいいわけで、その際にヤングケアラーと

いった福祉的な問題が起こってないかも合わせて確

かめています。大体の州が標準テストを受けなさい

と縛りをかけていたり、社会とのつながりがきちん

第１回　勉強会＜2024年９月９日開催＞

『今後の学校教育の姿と人材育成 
～主体性と当事者意識～』　　　　

群馬県非認知教育専門家委員会委員　工 藤 勇 一　氏
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とあるかどうかのチェックをしているわけです。し

たがって、この時点で不登校という概念もないため

問題にならないということで、学校に行きたくなく

て青ざめて家族全員が神経をすり減らし、自殺者が

出るということは起こりません。ヨーロッパの国々

を見ると、アメリカと同じように就学義務がない国

もあるそうですし、ドイツのように日本と同様の就

学義務が厳しく課せられている国もあります。ただ、

そのドイツでさえも不登校という概念がないのは、

子どもたち主体の学びを行なっているからで、そこ

が日本とは全く異なる点です。これだけ考えても不

登校は日本独特ということになります。

毎年国連から、日本が教育虐待の国として指摘を

されている項目が４つあります。１つ目は過度な競

争と圧力、２つ目は画一的な教育と批判的思考力の

欠如、３つ目は生徒の多様性への対応不足、最後４

つ目は教師の負担へのサポート不足です。今年は若

干報道されていましたが、国連から教育虐待として

指導されている国は日本と韓国だけです。この４つ

ですが、非常に分かりやすいです。まず１つ目の理

由は受験の仕組みです。欧米には日本のように試験

で１点でも多く点を取れば大学に合格できるという

仕組みはありません。ホームスクーリングであって

も、途中から高校や大学に行きたくなれば入学でき

ます。それは入学試験を受けてということではあり

ませんし、先ほどの標準テストは最低限の足切りの

ようなもので、あとは論文や面接、推薦文などで高

校や大学に入れますので、日本とは制度そのものも

が異なります。中国もそうですが日本や韓国には、

熾烈な受験戦争があります。韓国は日本と少し違っ

て、受験をせずに地元の高校に入り、大学受験が一

発勝負になります。このシステムが独特で全く変わ

らないので、画一的な教育も変わらないということ

です。これが２つ目の理由です。日本は明治維新か

ら150年間、ヨーロッパに追随してこの教育システ

ムを維持してきました。当のヨーロッパは50年ほ

ど前に改革を始めてこのようなシステムを廃止して

いるのに、日本は相変わらず続けているわけです。

受験そのものが非常にアジア型であり、日本独特の

この「画一的な教育」という仕組みによって、一斉授

業の方が教えやすい、それも同質の子どもたちを集

めて授業をするのが楽だというこの２点があるため

に、一番指摘されている「生徒の多様性への対応不

足」という改革が一向に進みません。特別支援、障

害のある子どもが同じ教室で学べないのはなぜかと

言うと、この１つ目と２つ目の理由がベースにある

からです。今の教育システムの中では、クラスに様々

な障害のある児童が入ってきた時に、子ども中心の

学びのスタイルではなく教えるスタイルですから授

業が進みません。このように考えていくと、私たち

は何か勘違いをしている、その最大のポイントは、

教育の再上位の目標を間違えているということです。

欧米も含めて、昔は教育の役割、学校教育の目的は

富国強兵のように自国の国民の教育をしっかり行

なって、経済が豊かになり、他の国に勝てるように

することでした。少なくとも第二次世界大戦までは

世界中が同様でしたが、その後、目的は変化してき

ました。この教育の目的は、主体性と当事者性だと

思いますが、私は「意識」とした方が良いと考えてい

ますので、個人的に「主体性」と「当事者意識」という

言葉を使っています。本日は世界の教育目標の中心

はここにあるという話をします。

主体性という言葉は、自分の頭で考えて判断して

決定する個の力です。世の中を自分の力で、また人

の力を上手に借りながらも自分の力で歩んでいける

ようにすること、これが１つの力です。また、当事

者意識というのは、社会には多様な人たちが共に生

きているので、当然ぶつかり合いやジレンマが起こ

りますが、それを解決するのは自分だというような

力です。この２つを育てていくのが学校教育だと

思っています。最近はＯＥＣＤ（経済協力開発機構）

のLearning Frameworkにもしっかりと位置付け

られていますし、デンマークでは法律の第１条に書

かれています。日本の教育基本法とはかなり異なる

ものですが、そもそも私は日本の教育基本法は非常

に問題があると思っています。昭和22年からほぼ
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変化がなく、冒頭と末尾は当時のままという一文が

あります。「第一条、教育は、人格の完成を目指し、

平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な

資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して

行われなければならない。」この最後の「心身ともに

健康な国民の育成を期して行わなければならない」

という言い方は非常に気になりますし、おそらくこ

のフレーズがある国は他にないと思います。心も体

も健康な国民を育てようということですが、生まれ

た瞬間から障害があったり、大きな病気を抱えて生

まれてくる子どもがいる中で、このように書いてあ

ること自体、個人的に非常に差別的で人権的にも問

題があると感じています。以前、教育再生実行会議

という第２次安倍内閣の会議に名を連ねていた時も

このような話はしましたし、現在も内閣府の会議の

メンバーですが、日本はこの辺りから本気で変えて

いく必要があるのではないかと個人的には考えてい

ます。

ここで自己紹介をしますと、私は今年の３月まで

横浜にある横浜創英中学・高等学校で４年間校長を

していました。今年で創立85年目になりますが、

元々、女子高で途中から共学になった学校です。全

校生徒は約1,600人で特に高校は非常に生徒が多く、

１学年が12クラスあり500人ほどの生徒が通って

います。経営的には全く困ったことがありません。

その理由は、駅が非常に近く交通の便が良いことと、

それなりに人口が多い神奈川県において、県立高校

の併願校としての役割をしているからです。生徒の

約80%が県立高校を第一希望にして受験し、不合

格になった結果、本校に入学してきます。その前に

校長を務めていた千代田区の麹町中学校も私立中学

を何校も受験して全て落ちた子が入学してくるとい

う、同じような役割の学校でした。でしたという過

去形なのは、今の横浜創英はかなり状況が変わった

からです。中学校としては創立して今、20数年経

ちますが、１学年が２クラスの定員で、全校生徒は

わずか80人です。私が預かる４年前までは一度も

定員を超えたことがありませんでした。偏差値は

30台程度で、東京、埼玉、千葉、神奈川といった

首都圏に300校ほどある私立中学校の中で、最も偏

差値が低い部類の全く人気のない学校でした。

私は校長として、この横浜創英高校と中学の改革

を４年間で行ないました。正規教員はおよそ80人

ですが、意識改革が済むまで３年ほど掛かったで

しょうか。カリキュラムの改良を続けながら、管理

教育から子ども主体の学校に変えました。部活動と

しては、毎年全国優勝するバトン部もありますし、

所さんの笑ってこらえての「吹奏楽の旅」に出たこと

もある部員が200人を超える伝統的な吹奏楽部もあ

ります。しかし４年前までは、そこら中で怒鳴りま

くる教員もいるような、典型的なピラミッド型で、

教員の部長を中心として絶対君主型の非常に日本的

な、人権的にも問題がある部活もありました。その

ような古い教育体制を象徴とする学校でしたが、現

在は頭髪の色もピアスをするのも全て自由です。校

則はともかくとして、簡単に言いますと私がしたこ

とは、「学校運営や学び方を子どもに任せた」という

ことだけです。あとは実学に変えて、企業や大学と

いった様々な所と連携した授業にしていきました。

以前は第二希望が80%でしたが、この春の高校入

試では、第一希望が90%を超えました。中学につい

ては、２クラスしかない偏差値30台の学校でしたが、

今は５クラスに増やしても受験倍率は10倍まで高く

なり、首都圏300校中、倍率は男子が６番で女子が

５番です。偏差値はすでに58を超えているので、近

いうちに60を超えると思います。中学で偏差値60

ですから、高校でいうとトップクラスの学校に変

わったわけです。

わずか４年でなぜ横浜創英がこれだけ変化を遂げ、

保護者の方や生徒たちが入学したいと思ってくれた

のか、その理由をお話します。４年前まで６年間校

長を務めていた麹町中学校では500項目を越える改

革を行ないました。メディアでは、宿題や担任制を

廃止したというような部分ばかりに注目をしますの

で、いまだに私には日本中にかなりのアンチがいる

と思いますが、本日はそれも払拭するような話をし
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たいと思っています。現在私は内閣府や群馬県の委

員会、横浜創英以外では佐賀にある東明館という進

学校の私立中学・高等学校のアドバイザーなどを務

めています。東明館は「Ｑｕｂｅｎａ（キュビナ）」とい

うＡＩ型の教材を開発した方が理事長をされている

学校です。また、サッカー元日本代表の岡田監督が

今年の春から立ち上げるＦＣ今治高等学校里山校の

サポートもしております。他にも法政大学の付属校

や大学の経営をアドバイザーとしてサポートしてい

ます。本日の私の話は、まず先ほどの「なぜ不登校

児が日本にしかいないのか」も含めて根本的な問題

点、なぜ教員が一生懸命働いているのにますます忙

しくなり、保護者や生徒たちに不当な要求をされ、

非難される構図があるのか、これを解明していこう

と思います。どのようにすれば学校改革が進められ

るのか、特に群馬県が取り組んでいる非認知スキル

はどう評価を行なえばいいかも含めて、現場の話を

したいと思います。

早速本題ですが、まず世の中は今急激に進展して

います。文化の違いなどと言われていますが、残念

ながら日本のＩＴは世界トップではなくなってしま

いました。20年ほど前までは世界トップを走って

いましたが、今は現場の感覚としてデジタル化の遅

れが目立ちます。役所と仕事をすることがあります

が、海外と異なり何をするにもあまりに時間が掛か

りすぎて、このような国は他にないのではと思い残

念です。皆さまは経済同友会の方々なのでこのよう

な話をするのはおこがましいですが、世界は急成長

を遂げていて、例えば深圳（シンセン）という香港の

隣にある街ですが、周辺地域と合わせた人口が

1,700万人と、東京を越えるような都市になっていま

す。すでにタクシーが自動運転で走っていて、アメ

リカのシリコンバレーとよく比較される街ですが、

今やそれを凌ぐような都市に変化しました。30年

前は人口わずか30万人の都市だったのが、今や

1,700万人です。インドは今、世界で最も景気の良

い国です。中国と異なり平均年齢が29歳ほどの若

さあふれる国ですから、これからのインドの成長は

計り知れません。軍事力にも非常に力を入れていま

すので、10年後にはアメリカと中国の現二大大国、

そこにインドが加わり、世界はインド、中国、アメ

リカで動いていくかもしれません。ベトナムの経済

発展も目覚ましく、一般国民の収入も増加していま

すが、大企業の部長、課長クラスは今や日本の大企

業と比べてもはるかに給料が高いそうです。今アジ

アだけお話していますが南米のブラジルもそうです

し、中東やアフリカも急成長を遂げています。

日本はと言いますと、世界54カ国にあるマクド

ナルドのビッグマックの価格を比較しますと日本の

現状がよく分かります。2023年１月時点の価格は

410円ですが、２カ月さかのぼって、2022年の12

月は390円でした。日本は２年前までは、ビッグマッ

クの価格が390円でベトナムよりも安かったという

のは驚くべき事実です。その理由は、労働者の賃金

が安いからということで、賃金が安いので物価が安

いということです。１位のスイスは最低賃金が時給

3,400円だそうですし、欧米各国も2,000円を超え

ていますが、日本の時給は今、韓国よりも安いです。

30数年間で、あっという間にこのような国になっ

てしまったわけで、とにかく賃金が上がらない、

30年間物価が変わらない国だったということです。

今から34年前の平成元年、1989年は世界のトップ

企業50社中32社、20社に絞れば14社が日本企業と

いう、輝かしい時代が日本にもありました。34年

間が経過し、去年の段階で50社の中にようやくト

ヨタ自動車１社だけが残っている状態です。特に注

目するべきは株価で、今年３月に東証株価が４万円

を超えて、34年前の水準にようやく戻ったと言わ

れていますが、この34年間でアメリカの株価は14

倍になっています。つまり世界と日本の変化を考え

ると、日本は経済的に世界の動きに取り残されたと

いうイメージで、これを今教育の世界で強く意識を

しなければなりませんし、横浜創英ではすぐに全教

員にこの話をしました。神奈川県はまだ、人口が急

激に減ることはないと思われますが、大勢の併願者

が受験してくれることによって非常に安定していた
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経営状況は、いつまで続くかは分かりません。日本

の現状はどうなのかを考えよう、わずか数十年で激

変しているこの変化を自覚をしようということです。

日本の人口は急激に増加をした後、急激に減少し

始めていますが、ピークを境に２つに大きく分ける

ことができます。明治維新の頃に日本人は3,000万

人ほどしかいませんでしたが、その後130年間、

2004年の平成16年まで人口は増加を続けていまし

た。2004年を境にブレーキが掛かり、日本は徐々

に高齢者の国になっていきますが、この間で3,000

万人だった人口が１億3,000万人近くなったという、

途方もない増加率です。ようやく最近、この意味す

る所が分かってきまして、人口が増加を続けていれ

ば、必ず経済発展をするという相関関係です。つま

り、会社がつぶれない時代で、本田技研工業やソニー

株式会社のように、元々、町工場だった会社が大企

業になることができるのがこの時代でした。どれだ

け作っても若者が増えていくため購買力も増加しま

すし、需要と供給のバランスでいうと需要側が大き

いですから、高い値段を設定しても買ってくれます。

それにより会社は収益があがり、社員は昇給し、物

価も上がり、経済を発展させていきました。

この間、学校教育はどうであったか、私たちはど

のような行動をとったかと言いますと、学歴社会に

なりました。今インド工科大学の入学倍率は50倍

から100倍だそうでして、いわゆるエリートになる

人たちが入学します。日本もまずは商業高校へ行き

簿記の資格を取得する、または工業高校へ行って電

気の資格を身に付ける、そうすれば良い就職ができ

ました。就職後は挨拶ができて、協調性があり、忍

耐強ければ、定年退職まで勤め上げることができた、

それが明治維新から2004年までの人口増加の時代

だったわけです。しかしながら、時代は激変しまし

た。今、日本の人口は、毎年80万人減少しています。

2004年は１億2,784万人でしたが、最新の日本の

人口は１億2,150万人だそうです。20年間で600万

人減少しており、今後10年でさらに1,000万人減少

すると言われています。毎年の80万人減に加えて

減少スピードが増していますから、10年後に1,000

万人、さらに10年後は2,000万人減少するという予

測です。日本全国に今、大学は622校ありますが、

規模が小さく経営困難な大学もありますし、20年

後まで存続できるのはこのうち240校程度だと言わ

れています。それぐらい人口減少は進みます。高校

はさらに分かりやすく、現在高校１年生の就学人数

は、全国で約105万人ほどですが、今年誕生した子

どもは70万人に満たないので、その子どもたちが

15年後に高校１年生になった時点で30%減という

ことです。日本全国で平均して30%の私立高校が

閉校するか、または公立、私立両方で定員を調整す

るしかありません。競争激化は必至ですから、私は

すぐにこれを横浜創英の50代や60代の教員たちに

伝え、「20代30代の教員たちが20年後、この学校

で誇りを持って働けることを考えて改善しよう」と

言いました。定年目前の教員たちが、今文句を言っ

て責任が取れますかという話で、私たちの進路指導

と全く同じです。

これからは労働力が不足するため、おそらく就職

には困りませんが、急激に変化をする世の中で、そ

の会社が10年後に存続しているかどうかは分かり

ません。人口減少する中で業態が大幅に変化してい

ます。例えば教育産業、塾産業なども次々に淘汰、

合併が進み、様々な塾が大手に吸収されています。

学研やベネッセなどもそうですが、有名教育産業の

冠をかぶった介護施設が続々と立ち上がっています。

子どもが減少していますから、需要増加が見込まれ

る介護の仕事を始めたということです。つまり今あ

る産業は、時代に合わせて変革を迫られています。

皆さまが自分のお子さんに、「お父さん、どこに就

職したらいい？」と聞かれた時に、「この会社良いん

じゃない」と勧めた会社が10年後もあるかどうかは

分からない、そういった時代だということです。

人口が増加、減少するに伴って当然、経済構造も

改革しなくてはいけませんが、最も問題なのは、や

はり政治で刷新しなくてはいけないと思います。こ

れまで既得権益を有していた方々が、今と同様に日
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本社会を生きていけるとは思えません。人口増加に

伴い伸びていた税収は減少する一方で、国の借金は

この20年で1,400兆円に達していますが、今の政治

では歯止めが掛からず、今後国がどうなるのかは全

く分かりません。この状況を打破するためには、国

民が当事者でなくてはいけません。政治家の文句を

言っているだけではなく、日本国民全員が覚悟して

どうするべきかということを、政治家とともに考え

なくてはいけない時代です。従来のビジネスモデル

や今までの仕組みではもう通用しませんし、安売り

競争に巻き込まれたら当然給与は上がりません。縮

小する一方の日本社会ではなく、世界に向けて価値

ある物を作って売るという方法を取らなくてはいけ

ません。最も懸念されるのは、エネルギー問題と食

料問題です。日本は食料自給率が40％弱ですから、

飢饉になった場合に今の経済力では世界から輸入で

きないのではないでしょうか。これは日本という国

が直面している問題で、取り組む自治体は増えてい

ますが、各自治体でどのように収益を得るのか、農

業体系を新しいものにするのかというのは、その地

方の問題でもありますが、国全体の問題であると私

は思っています。

人口増加の時代は教育を非常に淡白にしてしまい

ました。１つの会社に就職して定年まで勤められる

と誰もが信じていましたが、そのような時代はもう

来ません。これからは自分で考えて起業することが

必要です。国は経済の活性化を図るべく金融教育や

投資教育を推進しています。私は今年「きみのお金

は誰のため」という書籍がベストセラーになった田

内 学氏と対談をしました。その時に彼が、「投資の

教育というのは、投資をされる人がいて成り立つも

のです。日本は投資をする教育ではなく、投資され

る側の教育をしなくては駄目です。」と話していたよ

うに、やはり会社を興すことができる人材が必要で

す。先ほどアメリカの株価が14倍になったという

話をしましたが、今投資の教育だけをしたら、皆が

アメリカやインドの株を買うと思います。つまり円

が海外に流出し、さらに円安が進み、ますます日本

の弱体化につながります。したがって、「起業家教

育をしましょう」などと言っている場合ではなく、

すぐにでも自分で起業できる人間をどれだけ輩出で

きるかというのが、これからの根本的な問題です。

私は40数年、教育の世界にいるのでよく分かり

ますが、この30年日本の教育は全く逆のことをし

て悪化の一途をたどり、その結果が今の状況です。

４年ほど前に経済同友会と経団連から教育改革の話

をしてくださいと言われて、千代田区にある本部で

講演をしましたが、その時、初めてお見せした資料

があります。企業のトップの方々がその資料を見て、

口をそろえて「日本は駄目だ」とおっしゃっていまし

た。それは日本財団が主に高校３年生、17歳から

19歳の若者たちを対象に行なっている「18歳意識調

査」というもので、対象国は日本、インド、インド

ネシア、韓国、ベトナム、中国、イギリス、アメリ

カ、ドイツです。質問が６つありますが、どの項目

の結果を見ても比べようがないほど、日本は最低の

結果になっています。「自分を大人だと思いますか」

という質問にＹＥＳと回答したのは29.1％、韓国

の教育は日本と類似しているはずですが、韓国より

もかなり低いです。「自分は責任がある社会の一員

だと思いますか」、「将来の夢を持っている」、どち

らも低く、「自分で国や社会を変えられると思いま

すか」という質問にいたってはＹＥＳが18.3％で、韓

国は39.6％ですから半分もありません。最後の２

つは「自分の国に課題があるか」、「課題について議

論しているか」。どちらも最低値で、この結果から

見える私たちが育てた若者たちの姿は、「全く当事

者意識がない人間」です。しかしこれは、若者だけ

ではなく私たち大人の姿でもありますし、実は社会

全体、日本全体の姿だと私は思います。今年発表さ

れた最新の調査結果でも、相変わらず世界最低の結

果です。それ以外にも、内閣府の調査からも世界で

最も自己肯定感が低い国であるという結果や、この

ユニセフの調査は世界38カ国の子どもの幸福度の

報告で、身体的健康は38カ国中で第１位ですが、

精神的幸福度は下から２番目という、非常に幸福度
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が低い結果となっています。

日本という国は、この30年間で最も大切なもの

を失った国だということです。教育で最も大切なの

は「主体性と当事者意識」ですが、このことが合意で

きていません。この辺りをもう少し詳しくお話しま

す。今日は教育関係者も多いということで、ここで

この言葉の意味を確認しておきたいのですが、私は

日本中で講演しますと毎回、「皆さま、自主性と主

体性の言葉の使い分けはできますか」と聞いていま

す。この２つを同様のものとして使用する方が多い

ですが、全く異なるものです。自主性というのは自

ら進んでやることなので、親や先生がしてほしいこ

と、周りが期待することを自ら進んで、時には忖度

してすることも含めて自主性と言います。学校の先

生方にとって非常に都合の良い状態で、日本は自主

性のある人間を育てたいと100何十年間思ってきま

した。一方、世界は自主性ではなくて、主体性のあ

る人間を育てたいわけです。主体性とはどのような

言葉かというと、自分の頭で考えて、判断して、決

定して行動する力なので、親や先生がしてほしいこ

と、周りが期待することを自分の頭で考えた上で、

やらない方が良いと決定することも含めて主体性と

言います。要するに、自己決定ができる人間という

ことです。この違いが日本の教育を見当違いなもの

にしているというのがよく分かります。

まず主体性ですが、先生方はそろって私に「主体

性を失っている子どもを育てるにはどうしたらいい

ですか」と聞きます。おそらく企業も同様で、主体

性のない人間が入社してきて、自己決定ができない、

「何をすればいいですか」と聞く人間が多いようで、

これは日本社会全体の問題です。しかし、それは勘

違いで、人間は例え障害があっても誕生した瞬間か

ら主体性を持っていない子どもは１人もいません。

赤ちゃんは目の前にソファーがあれば上がりたがり

ますし、高い所の物を取りたくなりますし、引き出

しがあったら引きたくなります。人間は言葉も知ら

ないうちから、元々、根本的に非常に主体的な生き

物です。ヨチヨチ歩きを始めて、両親が「今日は散

歩に行こう」と初めて靴をはかせて外に出掛けます

と、最初はドキドキしていますが、そのうち散歩が

大好きになってくると子どもは、自分で靴を履きた

がります。右と左を間違えたとしても自分で履きた

いものなのに、日本の親はそれを直してしまいます。

それどころか、うまく履くことができなくて泣いた

りすると、親が靴を履かせてしまうのですが、これ

が欧米の教育と最も異なる所です。これは専門的に

決まっているそうですが、デンマークの保育士は、

長ズボンをはきたくても、おむつに引っ掛かって上

手に履けなくて泣いてしまう子どもに対して、後ろ

にサッと回って引っ掛かっている所を引っ張ってあ

げるそうです。つまり自分で履きたいという子ども

の主体性を失くさないように行動します。日本の親

や保育士は、子どもがグズグズしているとズボンを

履かせてしまいますが、そうすると、子どもはそう

やって履かされることに慣れてしまいます。元々、

主体的な生き物だったはずなのに、いつのまにかし

てもらうことに慣れてしまい、主体性を失います。

小学校の高学年ぐらいになると親が先生方に、「う

ちの子は言われないとできません。指示してくれま

すか」、「うちの子なかなか自分から質問ができませ

ん。先生から聞いてもらえますか」、「うちの子は算

数が苦手なので、放課後無理やり残してでも勉強を

教えてくれませんか」と言い始めます。これは日本

独特で、欧米ではこのようなことはありません。「教

育とは、生まれながらの主体性を失わせないことが

最も重要な目標である」ということが分かっている

国とそうではない国の違いです。

日本はこの30年間で本当に良くない方向に進み

ました。私はもうすぐ65歳になりますが、私が子

どもの頃は、親はほとんど放任していて子どもに関

わりませんでしたし、学校では教育を受けていまし

たが、大体は自由に過ごしていました。今は家や学

校、習い事でも全てそうですが、皆が手を掛けてし

まいます。そうしますと、生まれてわずか10年ほ

どで子どもは主体性を失います。そのうち親や先生

に、「次、何やったらいいの」と質問するようになり
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ますが、これは日本の子どもたちの特徴で、社会人

になってもその状況から抜け出せません。今日本の

企業が人材育成に苦慮している根本的な原因は、乳

幼児教育にあるわけです。主体性を失った人間は、

思うようにいかないことがあると必ず他人のせいに

します。勉強が分からないと、先生の教え方が悪い

からだと塾に行く、塾でもこの先生は駄目だから、

もっと良い塾の先生に教わりたいと言うわけです。

クラスで思うようにいかないことがあると、担任が

外れだと言います。日本中どこでもで言われていま

すが、これは日本独特のものです。親が「宿題やっ

た？」と聞くと「うるさい、今やろうとしてたのに」。

親は良かれと思って言ってくれているのに、その

サービスの質に不満を言うわけです。大人もそうで

すが、人間というのはサービスに慣れていくとその

サービスの質に不満を言うようになります。しかし

結局、サービスを要求するわけです。朝、子どもを

起こしに行くのは日本の親の姿そのものですが、学

校に遅刻すると先生に怒られますので、親は必死に

起こしに行きます。小学校高学年ぐらいになると、

親に「うるさい」と言い、放っておいて遅刻をすると、

「何で起こしてくれなかったの」と言うわけです。今

やこれが日本中の大人の姿になったということです。

欧米では、「幼児教育こそが大切だ」と言われる理由

はここにあります。生まれながらの主体性を失わせ

ない教育技術を持つこと、つまりどのように子ども

の主体性を支援するのかが教育の中心であるにも関

わらず、日本だけは相変わらず「学校で教えてやろ

う」という姿が150年間続いています。

もう１つ、子どもが当事者性を失うのも幼児教育

からです。欧米との一番の違いをお話します。子ど

も同士で遊んでいると、親も先生もとにかく「仲良

くしなさい」と言いますし、トラブルが起こると必

ず大人が入って「貸しっこしようね」、誰かがブラン

コを独り占めして遊んでいると「先生、全然貸して

くれない」ということで先生が出ていき、「ルールを

決めよう。10回こいだら交代ね」と、ルールまで決

めてしまいます。これは日本独特の対応で、欧米で

は可能な限り見守りますし、大人はトラブルに介入

しないというのがルールです。そうすると、子ども

はけんかをしますが、けんかをすると交渉を始めま

す。大人が解決してくれると一切思っていませんか

ら、自分たちでやらなくてはなりません。大人に助

けを求めてきても、基本的には子どもたちに任せま

すから、当事者性を失いません。「貸して」、「嫌だ」、

「何で」、「返してくれないでしょ」といった交渉が始

まったり、言葉が出難い子どもに対しては誰かが面

倒を見てくれることもありますし、そのうち子ども

同士でルールを決めます。日本は大人が介入するの

で、その結果「トラブルが起きたら解決するのは大

人だ」と勘違いをしてしまい、先生や親に要求する

ようになります。これは幼児教育や初等教育の低学

年、中学年ぐらいまでは通用しますが、高学年に

なって当事者意識を失った子どもたちは、いじめの

ようなトラブルが起こると先生に、「あの子つぶし

てくれ」という要求をします。そしてＡとＢのトラ

ブルは、当事者意識がありませんので折り合いがつ

けられず、延々と続きます。または、多数派工作を

行なって自分のテリトリーを拡大しようとします。

これも後で話しますが、日本人が多様な人間関係の

中で対話が苦手というのは、実は日本の教育文化に

問題があるということです。日本には甘やかしては

いけないという教育があるので叱りますが、甘やか

す教育も厳しく叱る教育も、実は自己決定をさせな

いということで、同じ問題を引き起こします。自己

決定をさせていなければ、どちらも他人のせいにす

ることになるからです。

以前はヨーロッパの教育は、日本以上に非常に厳

しかったそうです。それはキリスト教の影響がある

からで、キリスト教は元々、「性悪説」をとっていま

すから、子どもが生まれた瞬間からしつけをしない

と駄目になる、だから鞭でたたくというようなこと

が、学校で行なわれていました。イギリスでは長ら

く法律で体罰は許可されており、体罰が法律で禁止

されたのは、今からわずか24年前の2000年です。

日本は学校教育で禁止になっていますので、70数
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年前に一応形だけは禁止です。しかし昔の学校の先

生方は「法律よりも大事なものがある」と言って子ど

もを殴っていました。彼らは、民主主義において決

定された法律は守らなければならない、そのことさ

え分かってなかったのかもしれません。ヨーロッパ

の方々は分かっていますので、逆に体罰が認められ

ている国々は、非常に法律に縛られています。今で

も体罰が許されている国というとシンガポール、そ

れからアメリカの約半分の州ですが、体罰を与える

場合には何を使用してどの程度行なうかなど、非常

に厳しい制約があります。シンガポールではたたく

棒まで決まっていますし、突発的に体罰を与えるの

ではなく、「あなたに体罰を与えます」という宣言を

して、カウンセラーを付けて親にも連絡とって、た

たく場所や棒まで決めて行なうものです。

それが民主主義の国というものですが、日本はそ

うではなく、非常に精神主義的な国なわけです。そ

の一番の問題点は、この「知・徳・体」です。素晴ら

しい文化だったはずなのに、30年ほど前から方向

性がずれてしまいました。この知・徳・体は、実は

教育の最上位の目標ではありません。最上位の目標

は、文部科学省的に言えば「生きる力を持った、自

律した生徒を育成する」ということですが、なぜか

生きる力を育成するためには、「知・徳・体をバラ

ンスよく育てる」と言い始めたわけで、この概念は

間違っていると私は思いますし、これが日本人を間

違った方向に導いたと思います。知・徳・体という

のはあくまでも手段であって目的ではありません。

主体性、当事者性を失ってまで学力を付けさせると

いうこと自体が問題です。

４年前までは、横浜創英には特進コースがあり、

東大に現役で合格するような児童がいました。特進

コースは毎日７時間ありまして、しかも時々０時間

目があったので、１日８時間授業をすることもあり

ましたが、子どもたちはきちんとこなしていました。

今は７コマ授業は全てやめて、授業時数は減らして

いますが、学力は上がっています。以前とは異なり、

子どもを主体者に変えただけです。今、日本中で体

験活動が推進されていまして、教育委員会も自然体

験、奉仕体験、環境問題の関連など、様々な体験を

させたいと動いています。しかし、欧米と最も異な

るのは無理やり全員参加させることで、良い教育だ

からとやりたくない子どもたちも全員連れて行くわ

けです。面白くない子どもたちは文句を言いますし、

そうすると教員が叱ります。わざわざ自然体験に連

れて行き、上手にできない子どもを「何でちゃんと

やらないんだ」と叱るわけです。日本は主体性のな

い子どもを無理やり連れて行き、叱って、先生たち

も疲弊するわけですが、欧米では基本的に希望した

子どもを連れていきます。つまり主体性を失わせな

いためには、子どもたちに自己選択、自己決定をさ

せなくてはいけません。日本は教育の最上位に「主

体性、当事者性」を据えていませんから、手段が目

的化してしまっているわけです。

宿題も同じことで、欧米では夏休みに宿題などと

いうものは出しません。日本は相当昔から宿題を出

していたそうですから、この会場の皆さまも全員が

宿題経験者だと思います。今日本では宿題も年々こ

なすのが大変になってきていますが、欧米は元々、

宿題がありませんから、子どもたちは夏休みに何の

重しもなく、自由気ままに生活しています。日本で

は９月１日に自殺を図る子どもが大勢います。この

日は、日本の教育者にとっては非常に大変な１日で

すが、自殺の理由の１つに、宿題が提出できないと

いうのもきっと入っていると思います。宿題は学力

を上げるものだと思われているようですが、それは

勘違いで、やらせるほど望ましくない子どもが育ち

ます。宿題が大量になるほど子どもは分からない所

は飛ばしますから、その結果この子どもの学力は上

がらず非効率的です。欧米の子どもたちは宿題を出

されないので、徐々に体験的に自分が分からない所

を探せる子どもになっていきます。スポーツもそう

ですが、自分の学力や能力を上げるためには、でき

ないものができるようになったり、分からないもの

が分かるようになることが必要です。つまり、能力

が上がる人間というのは、まず分からないものやで
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きないものを自分で探すことができる、そしてそれ

をできるようにするためにはどうすればいいかと試

行錯誤ができる人間ということですが、日本はこれ

をやれあれをやれと、膨大な時間を使って手取り足

取り指導されてしまいます。

中学３年生の段階でのＯＥＣＤの生徒の学習到達度調

査「ＰＩＳＡ（Programme for International Student 

Assessment）」では、日本は常にトップクラスです。

落ちた時でも10位代程度で、今はまた返り咲いて

１位か２位です。この調査で１位や２位なのは、皮

肉なことに冒頭でお伝えした教育虐待の国と批判さ

れている日本と韓国です。中学３年生の時点でこれ

ほど勉強させている国はありませんから当然の結果

ですし、たかだかＰＩＳＡの調査で学力がトップで

も大したことではありません。ヨーロッパの子ども

たちはその時点では勉強していませんし、その後は

日本は追い抜かれていくわけです。これは日本の労

働生産性が低いことを示しています。2020年の段

階で28位ですが、今はおそらく32位辺りまで落ち

ています。さらに分かりやすいのは１人当たりのＧ

ＤＰで、25年前までは世界第２位でしたが、最新

のデータで38番目まで落ちています。働く時間の

割に稼ぐことができないということで、それはまさ

に小学校や中学校の教育そのものです。

将棋の藤井 聡太名人は中学校時代に、先生に宿

題をやりたくないと交渉しましたが「駄目だ、自分

の分からない所をチェックするためにやりなさい」

と言われて仕方なくやっていたそうです。１日24

時間を、いかに将棋のために使うかが彼にとっては

重要でしたから、親や先生がやるべきだと言うこと

をやらない方が自分の人生にとって大切だと自分の

頭で考え、主体性を持って交渉したのにつぶされた

わけです。日本中にこのような子どもは大勢います。

小学校時代に先生に、「これやりたくないんですけ

ど」と交渉した時に、「言われたことをきちんとする

ことも大事だよ」と言われて仕方なく我慢して、そ

のうちに言うのを諦めます。諦めた子どもたちが小

中高大と育っていますから、どれだけ非効率的かと

いうことです。労働生産性が低いのは当然で、それ

は学校教育時代が著しく労働生産性が低いからです。

命令されて自分で考えることをしなくなり、さらに

そのうち我慢までする、そのような人間が大人に

なって働き出したら必ずこう文句を言います、「な

ぜうちの会社はいつまでもこんな古臭いことをやっ

ているのだろう」。文句は言いますが、自分たちで

何も変えようとせず、仕方がないと我慢をします。

そればかりか、中には偏屈な人間がいて、「これに

意味がある」とか言いだします。非常に独特ですが、

学校でも大勢いますし教員は異動すると大体文句を

言っています。どれだけ当事者意識がないかという

話で、何年たっても「前の学校は」と言うわけです。

明治維新から今まで、私たちは先ほどの言葉を借

りれば「大人の言うことを聞く自主性のある子ども

たち」を育ててきたということですが、それは間違

いで、主体性がある子どもを育てたいわけです。私

は一度フィンランドの文部科学省にあたる方々と対

談をしたことがありますが、50年ほど前に教育改

革が始まったとおっしゃっていました。デンマーク

などはそれよりも前に始めていますし、先日の群馬

県の会議では、スコットランドでは10年ほど前か

ら教育改革が始まったと言っていました。ヨーロッ

パの国々でも進み具合は異なりますが、世界は確実

に、何をどう学ぶかを子どもが選べるようにしてい

く、子どもが主体の学びに変えようとしています。

ここで少し息抜きをしましょう。皆さまは本を読

まれる時に頭の中で音声化しますか、それとも脳内

音読せずにページをめくれますか。ちなみに私の妻

や長男は本を読むのが非常に早いです。私は本を読

むのが子どもの頃から苦手で、常に音声化していま

した。頭の中で音声にするので、音声以上のスピー

ドで読むことができません。皆さまはどちらか質問

しますので挙手をお願いします。私と同じように頭

の中で音声化する方、今日は割と多いです。周りの

手の挙げ具合を見ておいてください、ありがとうご

ざいます。では、音声化しないで読む方挙手をお願

いします。大体３対１ですかね、これは集団によっ
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てかなり割合が異なりますが、後者のタイプの人は

あまり勉強で困らなかったのではないでしょうか。

視覚優位なので、情報量が一気に頭の中に入る方々

です。私は英語も声に出さないと駄目で、英文を見

てポンと頭に入らないため訳すのが非常に大変で苦

痛です。音声化するのは聴覚優位の方で、対話をす

る方が頭に定着しやすいようです。視覚優位の方は

大量の情報量を目から取り入れますので、とてつも

ないスピードで頭に入れることができるタイプです。

読むということだけ見ても、これだけ学び方が違う

わけです。

読むだけではなくて書くことも苦手な子どもがい

ました。漢字を書くことも大変です。小学校では

時々、先生が黒板に書いた字を「あの漢字が分から

ない」と必死になって書いているうちに、授業が進

んでいってしまうというタイプのお子さんがいます。

小学校時代の私もそうで、小学校時代も中学校でも、

ほとんどノートを取ったことがありませんし、もし

あの時ノートを取っていたら、私は今ここにいない

と思います。小学校の先生が私に「工藤くん、人の

話は目で聞きなさい」と言ってくれたので、ノート

を取ることをやめ、先生の声を耳から入れて覚える

という学習方法をとりました。もしノートを取って

いたら全く記憶できなかったと思いますので、私は

今ここに確実にいません。同じような特徴を持つ有

名人に、スティーブン・スピルバーグやトム・ク

ルーズがいます。あれだけ有名な俳優ですが、トム・

クルーズは読み書きができないディスレクシアとい

う学習障害を持っていますので台本が読めませんか

ら、台本を録音して頭の中に入れていたそうです。

今ならスマートフォンが１つあれば、様々な機能の

正確性も向上していますし、勝手に読み上げてくれ

て、音声で入力すれば文字化もしてくれますので、

全く問題ありません。先ほど例に挙げた子どもも

ディスレクシアで、校長先生に相談しましたが、日

本の教育は残酷で、学校の先生がとにかく学び方を

統一してしまいます。○○スタンダードと言うもの

が、全国で一時はやりましたがあれは最悪です。ヨー

ロッパの調査ではこのディスレクシア傾向のある子

どもは５人に１人、20%もいると言われています。

そのため先生が板書して、ノートを取れと言われて

いる子どもの中に、相当学び方で苦労をしている子

どもがいるということです。いまだに日本の大学教

授で、板書技術を得意にしている方がいます。決し

てその方を批判するわけではありませんが、その授

業スタイルは80%ぐらいの子どもには正解ですが、

20%の子どもを非常に苦しめているということで

す。子どもが選ぶのであれば良いですが、無理やり

押し付けて授業をしているわけですから、この学び

方では学力は全く上がりません。まして、ディスレ

クシアの子どもを放課後残して特別支援を行なった

ら、二次障害になると思います。冠とか偏とかつく

りとか、漢字カードで何回も練習している子がいま

すが、あのようなことをしたら勉強が嫌になると思

います。先ほど例に挙げた子どもの場合は、校長先

生に「パソコンを使ってみたら」と勧められました。

元々、パソコンでゲームをしていたので慣れていま

したし、脳の回路が異なるからなのか、漢字は書け

ませんが変換は問題なくできました。無理に漢字を

覚えなくてもいいわけで、これを合理的配慮と言い

ます。神奈川県であれば、普段パソコンを使用して

授業を受けている子どもは、パソコンで受験もさせ

てくれます。先ほど例に挙げた子どもは半年後、よ

くまとまったノートをパソコンで作れるようになり

ました。他の子どもたちは定規で線を引いてグラフ

を書いていますが、彼は小学５年生でパソコン上で

自由にノートをとっています。横浜創英では、基本

的にノートの取り方は指導しません。フレームワー

クなど様々な手法を教えますが、各自で自由にまと

めていますし、ノートを集めることもありません。

日本と違って欧米では、将来この子がどのように

生きていくのかということを逆算して、試行錯誤し

ながら小学校で学び方を訓練してくれます。最近日

本中で、自由進度学習というものが流行っています

が、この方法ですと基本的に落ちこぼれが出ません。

この自由に選ぶ学び方さえ覚えてしまえば、数学や
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国語、中学で言えば英語を加えたこの３つの教科で

あれば、先生が普通に授業で教えるよりもはるかに、

落ちこぼれは出ませんし、自由に自分の成績を伸ば

していくことができます。これは横浜創英の例です

が、日本の子どもたちの特徴としてこの自由進度学

習を始めると、最初のうちは黙々と１人で勉強をし

ていますが、分からない所があると先生を呼び教室

中で相談が始まります。つまり協働的な学習が自然

に行なわれるわけです。日本の文部科学省は勘違い

をしていると思いますが、大前提として、固定化し

た学び方は学習者の可能性を奪ってしまいます。個

別的な学び方というのは、個別指導のことを言うの

ではなく個別最適な学びのことで、子どもが最も自

分に合った学びを試行錯誤しながら身につけていく

ことです。個別最適な学びの中に協働的な学びが包

含されるものなのに、文部科学省の大臣は就任挨拶

で「個別最適な学びは、究極は個別指導だ」と言いま

した。これは全く的外れで、個別指導は個別に学ぶ

のも協働的な学びも子どもが自由に選びながら行な

う、個別最適な学びの中に包含されるものならば良

いということです。

ここまでが日本の教育の大きな問題点です。それで

は、どうやって変えればいいのかということですが、群

馬県の非認知スキルに合わせて、その視点でどうすれ

ば学校を変えられるのかという話に移ります。これか

らの学校のあるべき姿というのはＯＥＣＤ Learning 

Framework 2030を見てもこの３つです。１つは冒

頭の主体性を育てるTaking responsibilityと言っ

ていますが、「主体的な」という意味です。もう１つ

は社会の多様性の中で解決するのは自分であるとい

う、民主主義も含めた実践的な対立ジレンマを解決

する方法です。それから社会の様々なものを改善し

創造する力は実学でなくてはならないということで、

別の言葉で表しましたが、おそらく大森先生の共愛

学園前橋国際大学もこのようなスタンスだと思いま

す。基本は子どもたちに主体性を持たせ、そこで社

会を感じさせ、さらに実学をする、リアルで学ぶ、

これがこれからの学校の姿ということです。ＯＥＣＤ

の提言にもありますが「Well-Being individual and 

Societal」、個人の幸せと社会の幸せを両立をさせる

ということです。ウェルビーイングというのは個人

の幸せを追求すると社会の幸せが上手くいかず、社

会の幸せを優先すると個人の幸せが妨げられるとい

う非常に不安定なものですが、これを両立させる方

向、つまり民主的に解決することが社会の今一番の

教育のあるべき目標ということです。これを実現す

るための３つの力が今お伝えしたような話になりま

す。この３つの中心にいるのがAgencyで、日本語

でどう捉えるかは難しいのですが、私は「主体性と

当事者性」という言葉が良いと思っていまして、当

事者性を持って体験的に学ぶこと、これをAgency

と言うのではないかと思います。

横浜創英の教育目標は私がたたき台を作りました

が、「自律・対話・創造」に変更しました。理事長に

話をして、85年前に作られた教育理念、「知にすぐ

れ、徳高く、健やかに」、いわゆる知・徳・体ですが、

これでは目標が分からないですし、時代に合ってい

ませんから取り止めました。最近、学校法人の問題

を耳にします。私学では建学の精神が大切だとよく

言われますが、私はそれよりも優先すべきことがあ

ると思っていますし、建学の精神にこだわって育て

る生徒像を間違えてしまったら社会が滅びると思い

ます。そのため私学では常に時代に合わせ、教育の

本質とは何なのかを追求し新たな目標を作り直して

も良いと思います。これまで100年以上続いてきた

ものがあるのであれば、時代に合わせて見直し、今

度はそれがこの先100年続いていくのであればそれ

で良いわけです。伝統は、目の前の子どもたちのた

めに作るものであって守るものではありません。そ

の精神、つまり進取の気性を失ってしまっては本質

的な教育改革はできません。横浜創英が重視する９

つの非認知スキルでは、今の「自律・対話・創造」を

子どもたちが分かるように表しました。知・徳・体

とはかなり違って、特に徳の部分が異なります。「考

え方の違いを他者の立場に立って理解し尊重する」

ということで、日本だと「思いやり」と表しそうです



― 44 ―

が、これはエンパシーと言って「なぜあの人はあの

ような行動を取ったのか」と相手の立場に立って物

事を考えると、共通の目的を見つけ出すことができ

るという概念です。パブリックリレーションズとい

うのは、対立が起きた時に対話をして、上位概念で

握手をして対立をなくすということですが、特にこ

の概念は日本語にありませんから、日本人はこれが

非常に苦手です。今とにかく学び方を生徒主体にす

るというのは、これからの日本が抱えている大きな

問題です。横浜創英は、すでに中１から中３まで無

学年制を取っています。さらに自由進度学習を組み

合わせて、学びたい部屋を自分で選んでいます。

QubenaやDuolingoで学ぶこともできますし、あ

とはＹｏｕＴｕｂｅｒの葉一（ハイチ）さんに協力しても

らい、彼の授業を受けることもできます。Berlitz

などにもに入ってもらって、この中から子どもたち

が全て自由に選んで学ぶことができます。非認知ス

キルを言語化する、自分が体験で学んだものを言語

化できないかなどの４Ｃスキルを学ぶ研修も行なっ

ています。

ここからがまとめです。学校も企業も同じだと思

いますが、大切なことは全員が最上位の目標に合意

できるかどうかです。教育の世界であれば、私は「主

体性と当事者意識」が一番良い目標だと思います。

横浜創英をなぜ４年間で変えることができたのか、

それぞれが自分勝手に動いていた80人もの教員た

ちがどのようにして１つにまとまったかというと、

全員で最上位の目標を合意する作業を１年掛けて行

なったからです。主体性を育てるとはどのようなこ

とかというのを、自己決定ができる子、人のせいに

しない子、多様性の中で他を尊重し対話できる子な

ど、皆が自分の具体的な言葉に変えていきました。

この最上位の目標さえ一度全員で合意ができれば、

教員集団に対立は起きません。麹町中の時も横浜創

英の場合でも、「さぞかし大変だったでしょう、ど

のように皆を説得したんですか」とよく聞かれます

が、私がしたことはこれだけです。企業では当然だ

と思いますが、最上位の目標が全員合意できるもの

でなければ、初めからその組織は崩壊しています。

いまだに日本中で「本校で最も大切にしているのは

挨拶です」などと言う校長がいますが、そのような

ことを言う学校は崩壊するでしょう。私が６年間校

長を務めた麹町中では、挨拶運動は１年目にやめま

した。なぜかと言うと、不登校児が非常に多い学校

だったからです。先生と子どもたちにズラッと並ん

で挨拶運動をされると、私だって嫌ですし、登校し

てくる子どもは到底その前は通れません。「おはよ

うございます、おはようございます」と皆に言われ

て、誰に向かって返せば良いか分かりませんから適

当に挨拶をしますが、中には声も出ない子どももい

ます。非常に苦痛に思う子どもがいるのに、95%

の子どもに良かれと思えばやるのが日本です。挨拶

運動をしないと本当に挨拶はできないものでしょう

か。このようなことまでしなくても、挨拶ができる

子どもは大勢います。先ほどの、20%の子どもが

苦痛にあえいでいるのにノートを取れと押し付ける

授業と同じで、５%の子どもを苦しめても挨拶運動

したいと考えるのが日本の教育です。子どもに主体

は全くなくて、これは良いものだからやれと強制し

ます。これが組織になると、それが間違っていると

思う人がいても忖度して仕事をするようになります。

社長が店舗数を10年後までに現在の200店舗から

500店舗に増やしたい、2.5倍にしたいと考えてい

たとしても、社員たちが目標に共感できなければ、

皆無理をして数だけ増やそうとしてそれ自体が目的

になりますので、この会社は絶対にうまくいきませ

ん。一部の人間だけが社長派で、そうではない人間

は仕事をしているふりをしますから対立が起きます。

そうではなくて、全員が合意できる最上位目標を一

度立ててしまえば、絶対に対立は起きませんし、も

し対立した場合はそこに立ち戻れば良いということ

です。

目標に対して全員が合意している組織でなければ、

自立型の組織になりません。私はこの４年間で横浜

創英の教員たちにこの３つ、「自律・対話・創造」し

か言っていません。これだけで学校改善を行ないま
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したし、今では各部署から様々なアイデアが出てき

ます。私が就任した当時は、職員会議が月１回行な

われていましたが、２時間かけても終わりませんで

した。管理職対教員のような構図があり、新しいア

イデアを出しても誰かが大声を出して「そんなもの

は許可できない」と却下されます。そこで私は、ま

ず１つ目に「最上位目標は主体性と当事者性、皆で

子ども一人一人を大人にしよう」ということで、各

分掌に何かを決める場合は最上位目標に照らし合わ

せて、妨げるものがあったらそれを洗い出して改善

しようと伝えました。例えば特進コースでは、放課

後に必修で補修を行ない、さらに夏休みも冬休みも

全員を集めて無理やり補修講座に参加させていまし

た。それは非効率的ですし、子どもの主体性、当事

者性を育てるのを妨げているから、やるのであれば

希望者だけにしよう、と変えるわけです。次に自分

の分掌で目的すら分からなくなっているものがあれ

ば、それを全て挙げてもらいました。例えば教務部

は学校要覧を作っていましたが、私がそれは必要な

のか、どこに提出しているのかと聞きますと、県に

渡していますということでしたが、法的に必要だと

いう根拠は全くなかったため、就任１年目にすぐや

めてもらいました。学校パンフレットはありますし、

ホームページもあるのに膨大な時間をかけて誰も見

ない学校要覧を作っていたわけです。様々なものに

関して、本当にやめていいのかというやり取りをし

つつ不要と思われるものの削減を進めました。３つ

目は成果は上がっているが非効率なものを挙げてく

れということで、これは難しかったです。成果は上

がっていてもストレスがあったり手間が掛かったり、

子どもや教員に無理があるものは改善しました。

私は最上位目標さえ守って提案してくれたら、絶

対にＮＯと言わないと教員80人、事務職を含めて

約90人の全正規職員に宣言をしました。４年間で

私がＮＯと言ったのは４回だけです。最初のＮＯは、

中学部から翌年の計画が提出され時に、中学２年生

の間に演劇鑑賞教室に行くというスケジュールに対

してでした。私がなぜ全員参加で演劇鑑賞教室に行

くのかと聞くと、情操教育のため、またこの体験で

人生が変わる子もいるかもしれませんから毎年全員

参加で開催していますという回答でした。確かに人

生が変わる子もいるかもしれませんが、そうではな

い子もいるわけで、事前指導までして5,000円も払

わせて無理やり連れていき、寝る子がいれば叱りつ

ける、こんな非効率な教育はないわけで、どうして

も行くのであれば午前中でカリキュラムを終わらせ

て、午後に希望者だけを連れて行く、費用もその子

たちだけに負担してもらうということにしました。

そうしますと、この最初に言ったＮＯが全校に広が

り、子どもたちが選択できる計画にしなければ校長

にＮＯと言われるということで、全教員がこれに

従って提出するものを変えていきました。

このような形で次々と提案が挙がってきますが、

職員会議は去年の段階で長くても10分で済んでい

ます。この10分は、各分掌から提案されたものを

運営委員会で話し合った時に、多少の修正や調整を

するための時間です。以前は職員会議に掛けても、

新しい提案は声の大きい人に却下されていましたが、

これも改善しました。提案に対して反対者がいる場

合に職員会議にかけますが、基本的には専門の部署

が考えたものですから、修正が入っても必ず実行す

ることにしようというルールにしました。今までの

学校の課題を改善するために出した提案ですから、

各分掌は意見をもらい修正はしますが、基本的には

実行する、うまくいかなければ修正をすればいいと

いうことにして、他の分掌の提案をやめさせること

ができないようにしました。それによって確実に経

験が積まれますし、自分たちでＰＤＣＡを回せるよ

うになりました。

私は常に、意識改革というのは他人を変えようと

してできるものではない、その人自身が自らの意思

で変わることだと思っています。「学校の当たり前

をやめた」という書籍を出す時に、最初に出版社が

持ってきたのは「生徒も教師も変えた」というもので

したが、皆が勝手に変わっただけで、私は変えてい

ません。ここまでに言ったようなことで自らの意識
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で変わるものです。私は、「成績は上がっているか

もしれないが、この子が主体的でなければ私たちは

どう責任をとるのか、この子たちが主体的に生きる

ことに責任を持たなくてはいけないよね」と教員の

心を揺さぶるだけで、皆さん自己矛盾に気が付きま

す。自分が今までやってきた成功体験だと思ってい

たことが、どうも成功ではないと校長は言っている

と、一人一人の心が揺れます。これは各自の頭で研

究してもらいますが、どうすればいいかと自問自答

し、徐々に自分の中で優先順位が決まってきます。

最後にこれが大変で、矛盾しない自分に変えると

いうのは非常に難しいのですが、横浜創英で最もそ

れを体現したのは現在校長をしている本間です。私

は横浜創英で４年間校長を務めていましたが、２年

目の時に教頭だった彼を副校長にしました。彼は私

と共に改革を進めるうちに、自分がしてきたことが

間違っていたと宣言したわけです。それまでの彼は

私の学校経営とは正反対の考えを持っており、進学

実績を上げるために徹底的に行動してきた人間です。

教員の指導力、授業力を上げろという今までの日本

的な教育を行なっていて、一大派閥も持っていまし

た。彼が副校長になってからしばらくして、正確に

は覚えていませんが、私が「そろそろ皆にきちんと

言った方がいいのではないか」と言いましたら、彼

は職員会議で全職員の前で「校長に出会って自分が

間違っていたと気付いたから、方針を変えなくては

いけない」と宣言をしたわけです。本間はこのよう

な行動を取りましたが、他の教員も一人一人やり方

は違えど全く同じことをしてくれました。例えば、

昔の部活によくいるほぼ体罰のような暴言をはいて

いた教員の場合、子どもが傷ついたと保護者からク

レームがあった時には私が謝罪します。その時に必

ず隣に置いておく、または本人と会いたくないと言

われれば私が謝罪し、そして彼に「変えなくてはけ

ないね、変え方は君しか決められないよ」と言いま

す。「今まで部活でも何でも高圧的だった君が、子

どもたちの目の前で変わると言った時に方法は２つ

しかない、１つは本間さんみたいに俺は間違ってい

たから変わると宣言をすること」、それを選んだ教

員もいます。その一方で、「どうしてもプライドが

許さず急には変えることはできないが、もう暴言は

はかないし、新入生には初めから態度を変える」、

そのようにして数年掛けてソフトランディングし、

自分を変えるという教員もいます。いずれにせよ、

私はいつも「君が決めればいいよ」と教員に委ねてい

ました。昨日の自分から明日の自分に変化する時に

は覚悟が必要ですが、その覚悟も「私はしません、

あなたが決めてください」ということです。

残り時間が少なくなりましたが、横浜創英でどの

ようにこの非認知スキルの「自律」、ＰＤＣＡ、メタ

認知能力、セルフコントロールを教えているかをお

話します。このメタ認知を教えるのは非常に難しい

ですが、脳神経科学の観点から見ますと、人間の脳

は自分で自分をコントロールできないようになって

います。脳は活動する際に膨大なエネルギーを使い

ますので、全てを決定しようとするとパンクしてし

まいますから、壊れないように可能な限りパターン

化するそうです。人間は無意識が90%、意識でき

るのは10%程度です。幼児の脳は細胞が未分化で

散らばっている状態から、様々な体験を繰り返すこ

とによって徐々に回路が形成されます。一方、大人

の脳は、細胞はかなり集約されていて全く様子が異

なります。不要な細胞は残しておくとエネルギーを

使いますので淘汰されていき、必要な回路が太く形

成されているわけです。この大人の脳に変わるのが、

大体10歳から12歳、小学校の高学年です。三つ子

の魂百まで、初等教育が大切だと言われる理由はこ

こにあります。このように回路が形成された脳にな

ると得意なものと苦手なものが明確になり、子ども

たちは得意なものは容易にできますが、苦手なこと

は行動するのが億劫になってきて、いわゆる三日坊

主になります。新しい回路が形成されるためにはス

トレスを解消するドーパミンの分泌が必要ですが、

それは主体的に行なった場合だけであって、無理や

りやらされてもストレスが勝ってしまい回路は形成

されません。三日坊主になった子どもたちが日本の
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教育を受けると自己否定につながります。日頃から

先生にやればできる、頑張ればできると教えられま

すが、頑張れと言われた子どもたちは、脳の仕組み

と反対のことを教えられていることになります。

元々、脳は頑張れないようにできていて、三日坊主

にすることによって自分の体を守ろうとしているの

に、子どもたちは「やればできる、頑張ればできる」

という大人のこの言葉によって、自分は頑張れない

人間なのだと自己否定をしてしまうわけで、これは

日本独特の現象です。

人間の脳は、例えばピアノをひく場合、最初は譜

面を見て頭で考えて指を動かしていたのが、楽しみ

ながら練習を重ねると回路が形成され、そのうち譜

面を見るだけで無意識に指が動くようになります。

日常の生活でネガティブな人間がポジティブになれ

ない理由はここにありまして、人間は一度クセがで

きてしまうと変えることは難しく、自己教育力のあ

る人間だけがそれを可能にします。原田左官工業所

という東京の文京区にある会社があります。職人の

技術というのは習得するのに時間が掛かるものです

が、左官業は10年掛かると言われています。今、

日本中で職人離れが進み、日本の素晴らしい技術が

失われつつありますが、この会社は若者が入社して

２カ月で仕事を覚えて４カ月で現場に出て、わずか

３年ほどで一人前と言われる技術を身に付けます。

その際、脳科学に基づくモデリングという手法を採

用していますが、これは自分の姿をビデオで撮り、

優れた人のビデオと見比べて学習するといったもの

で、大谷翔平選手もよく活用しています。簡単なも

のでは自分の姿を鏡に映してバッティングするとい

うようなことで、要するにＩＴや道具を使用して自

分を俯瞰的に見るという手法になります。これは大

谷選手が急にホームランを打てるようになった理由

の１つですが、練習時にバットの下にセンサーを装

着してボールを打ち、センサーがバットスイングの

スピードや角度、手首の返しなどを全て一瞬のうち

に判断してデータをスマートフォンに送ってくれま

す。彼は脳科学をよく理解していて、このデータと

自分の感覚を合わせることで、能力を高め、良い

フォームだけを体にたたき込むという作業を繰り返

しているわけです。

今教育に求められているのは、このように自分を

俯瞰的に見て、仕掛けを作り、変化させていくこと

ができる、つまりメタ認知能力のある子どもを育て

ることです。例えば中学校の１年生に「明日、英単

語のテストあるよ」と言うと、忘れないように自分

の手などに書きとめる子どもがいますが、このよう

に物忘れが激しいのであれば忘れない工夫をする、

忘れても良いから思い出す工夫をすることが大切で

す。何度も繰り返してルーティーンを行なうことに

より回路が形成され、自分に定着させること、ここ

までをメタ認知と言います。「メタ認知能力」を自分

を俯瞰的に見て反省することだと捉えている人がい

ますが全く違いまして、自分を俯瞰的に見て、長所

も短所もありのままを受け入れて、そこに仕掛けを

作って自分を望ましい方向に変化させる能力のこと

です。横浜創英では、先生が「君のこういうところ

がすごいよ」と言語化しますから、子どもたちはそ

れを繰り返すことができますし、それによってメタ

認知能力を高めることができます。この作業はいわ

ば、自分自身の取扱い説明書を作るようなもので、

子どもたちが自分を卑下したり、否定したりしない

でありのままで大丈夫だと思えるように、教員たち

は支援するセリフを持たなくてはなりません。

もう少し時間があれば日本が一番苦手なエンパ

シーや対話の話がしたいところでした。冒頭にお話

した幼稚園の状況と同じで、トラブルが起きた時に

教員が間に入って解決しようとするので、いじめが

起きると日本独特の構図ができます。これはマスコ

ミのせいでもありますが、何か起こると学校は隠蔽

しているのではないか、やり方が悪いと批判されま

すし、第三者委員会が立ち上がって学校が非難され

ます。いじめ防止対策推進法も、私は法律そのもの

に問題があると思っています。本来、子どもの主体

性や当事者性を育てるような幼児教育を行なえば感

謝されるはずですが、問題を「解決」しようとして学
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校側が間違ったセリフを使用するため、そうなりま

せん。日本は思いやりの心で解決しようとして問題

が悪化しますが、ヨーロッパは子どもたちに対話で

解決する方法を教えていきます。私が使用するセリ

フも、基本的には民主主義の解決の仕方です。

日本の親がよくする失敗ですが、兄弟げんかが起

きると親が仲介に入り言い分を聞いて勝手にジャッ

ジをし、さらに乱暴なことに年上だから我慢しなさ

いと兄に言います。これを言われた子どもはどうな

るかというと、トラブルが起こるたびに親が介入す

るのでまず親を頼ります。兄の方はどうして俺ばか

りと文句を言い、弟は味をしめて繰り返しますから、

兄弟の仲は悪くなる一方です。大人が関わって解決

すればするほど、実は兄弟の仲が悪くなり、親の目

の前だけで仲が良いふりをしようとします。麹町中

の例でいうと、私が校長をしていた１年目の状況と

しては、上の子が勉強ができずに私立中学受験を全

て失敗してやむなく公立校の麹町中に来ていました。

大体80%の子が受験に失敗して入学してきますか

ら、もちろん成績は全国平均もいきませんし、偏差

値40台の子どもたちです。発達にも特性があり、

落ち込んでいて不登校気味なその子どもたちと面談

をして家庭環境を聞き、弟がいると言うので仲がい

いかと問うと、「全然、もう２年も口聞いていません」

と言うのです。信じられませんが、麹町中にはこの

ような子どもが大勢いました。兄弟なのに２年も話

をしていない、食事もともにしない、「あんなやつ」

と言います。弟の方は大抵成績が良くて、私立の名

門校に合格したりしますから、それこそ悲惨な状況

です。これは、親がジャッジしたからです。本当は

兄弟げんかを始めたら、母親だったら「悲しい、あ

なたたちがけんかしているとお母さん苦しい、もう

いやだ、胸が痛い」と言えばこれで終わりです。子

どもたちは母親が好きなので考えますし、それでも

けんかをしていたら、「あなたたちはどうなりたい

の、ずっと憎しみあって生活したいの、そんなにお

母さんを苦しめたいの」と言えばいいです。そうし

ますと兄の方が、弟は無理だからと自分が我慢をし、

けんかを終わらせて母親の所に来てこう言います、

「お母さん、弟は無理だから僕が我慢したよ」。母親

は「さすがだね、お兄ちゃん、ありがとう」と言えば

いいのです。無理やり我慢させられた兄と自分で我

慢した兄では、その後の人生が全く違ってくるのは

明らかです。日本中の学校は勘違いをしていて、「解

決しよう」というセリフばかりを使用しているから

恨まれるわけで、この構図を変えなくてはいけませ

ん。それにはセリフが必要なのですが、私はそのセ

リフの訓練を横浜創英や麹町中の教員たちに徹底的

に行ないました。その結果、クレームを言ってくる

保護者の方々が最終的には大応援団になります。今

の日本は根本的に主体性と当事者性を育てるのが教

育だということを理解していないために、「皆仲よ

く、心一つに」とか言ってしまいますが、それは発

達障害の子どもに対する差別になります。言うこと

を聞いてくれない、一緒にやってくれないと非難し

て、差別して、排除する子どももでてきます。

あとは多数決も問題です。多数決はマイノリティ

を切り捨てることになりますから、ヨーロッパでは

子どもたちに可能な限り使用するなと教えています

し、使って良い場面と悪い場面はきちんと区別して

います。小学校時代から多数決を取り、皆で話し合っ

て決めたのだから守るべきだというのは暴力そのも

のです。そのうち、子どもたちは多数派工作を行な

うようになり、グループを作って少数派をいじめる

というようなことを始めます。基本的には皆がＡ案、

Ｂ案どちらでも良いと思える場合であれば、多数決

を採用しても構いませんが、Ａ案やＢ案で誰かの利

益が損なわれる場合は、誰も困らないＣ案を探すべ

きで、ヨーロッパではこれを小学校の低学年から訓

練します。このようなことを群馬県全ての小学校が

できるようになれば、高学年でも育ちが違ってくる

と思いますし、中学生で対話のスピードが早まり、

上位概念で握手をするということができるようにな

ります。ところが、人間関係の折り合いをつけよう

という教え方をすると、声の大きい人に負けてしま

い子どもたちは我慢をし始めます。そのまま大人に
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なり、これは日本の会議の特徴ですが、会議で主張

の強い人がいると、会議中は何も言わずに終わって

から文句を言うわけです。それは小学校時代から先

生たちがそのように教えているからで、これがパブ

リックリレーションズという概念になります。

これは2020年のデータですが、日本は幸福度が

非常に低い国です。それは国民が政治に参加してい

ない国だからで、元はと言えば学校が管理教育だか

らです。学校が自分たちのものになっていないため、

そこで対話をして合意をする訓練が全くなされてな

いわけです。横浜創英が４年で変わることができ、

私が辞めることができたのは、全ての権限を教員た

ちに渡したからで、それによって様々なアイデアを

実行して彼らは学校を変えていき、自分たちの学校

に誇りを持っています。公立学校である麹町中が元

に戻ってしまった理由は、人事異動で教員が変わっ

てしまったからです。あの頃、私と一緒に取り組ん

でいた教員は今、１人しかいません。理念だけは

残っているので発達に特性のある子どもが入学して

きますが、今の校長は管理教育に戻したい人ですの

で、どうすることもできません。子どもたちの主体

性を生かしたままのセリフを誰も持っていませんの

で、また管理教育で型にはめ込むという、古い教育

をし続けるしかなくなったということです。

国会議員の女性議員の割合を表した内閣府の資料

があります。北欧の国々を見ると素晴らしいことに、

2016年の段階で40%程度です。一方で、日本は

10％未満ですが、50年さかのぼればこれらの国々

でさえも今の日本と同程度ですし、さらに戦前の

1945年を見ますと世界中が女性に対してあまりに

も厳しい、女性差別の国ばかりでした。人類の起源

は20万年前、今のアフリカ南部のボツワナ辺りか

ら始まっているそうで、全員が同じＤＮＡを持って

います。元々、人類は黒人も白人も黄色人種も何も

ない状態から世界中に広がり、環境の影響で人種が

分れてそれぞれの文化が育まれました。これは20

万年の20分の１のものさしを作って、人類のこの

１万年だけを見ますと、メソポタミア文明があり社

会が作られて、人を殺して食べたりしていた時代を

経て少しずつ人間らしくなったのは最近です。人権

という言葉ができたのは1948年ですから、たかだ

か80年ほど前です。先ほども言いましたが、女性

に参政権が与えられたのは130年ほど前で、あのイ

ギリスでさえ、第一次世界大戦後ですから約100年

前です。世界で最初に女性に参政権を与えたのが

ニュージーランドで、その後がオーストラリア、次

いでヨーロッパになります。日本は戦争に負けて憲

法が改正されて初めて法律が変わり、女性に参政権

が与えられました。ヨーロッパと異なるのは、これ

は人に与えてもらった参政権で、日本は非常に未熟

な国だということです。人類はこの100年で進歩し

たというのが重要なことで、100年少し前までは、

法律で黒人奴隷の売買が認められていましたし、罪

人を捕らえた場合は拷問しても良いという法律があ

り、イギリスは2000年まで体罰は合法でした。こ

のように私たち人類は始まったばかりだということ

です。日本の学校の先生方が、文部科学省が変えて

くれればなどと言っているのは間違いです。主体者

として当事者として、自分の地元から教育を変えて

いくことは可能ですので、そのようにして日本発信

で世界を変えていく価値観を生み出せるのではない

かと思っています。どうもありがとうございました。

（文責・事務局）
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地域創生委員会

２０２４年度の勉強会を終えて

 地域創生委員会

 委員長　石 井 繁 紀

地域創生委員会では、2024年度は『人口減少下における地域グランドデザインの実現に向けて』をテーマ

に活動いたしました。民間からの提言である人口ビジョン2100から地方創生を振り返り、第三次国土形成

計画やウォーカブルなまちづくりなど、国の施策などについて学びました。

2024年度 第１回勉強会では、日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長で令和国民会議（令和臨調）共

同代表、人口戦略会議副議長の増田 寛也氏をお迎えし「人口ビジョン2100と過去の地方創生について」と題

してご講演いただきました。ご講演では、人口ビジョン2100と過去の地方創生について説明後、国土形成

計画など国の方針や今後の地方創生の課題などについてお話いただきました。

2024年度 第２回勉強会では、国土交通省 都市局 都市計画課長の齋藤 良太氏より「地方創生のための国

土政策・都市政策」と題してご講演をいただきました。ご講演では、第三次国土形成計画やコンパクト・プ

ラス・ネットワークと立地適正化計画の現状および官民連携のまちづくりなどについてお話いただきました。

2025年度は、昨年度のテーマ『人口減少下における地域グランドデザインの実現に向けて』を継続し、新

たに打ち出される地方創生2.0などに関する勉強会を行なう予定です。加えて、都市改革に成功し、デジタ

ルを駆使しつつも住民の生活の質を向上させた海外の先進事例を視察したうえで、年度後半には２年間の活

動を通じて得た知見をもとに活動成果をとりまとめ、目指すべき地域の姿や経済人の役割について考察した

いと考えております。

これまでと同様に、会員の皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。
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皆さまこんにちは。本日はこのような形で群馬経

済同友会でお話をする機会をいただき、誠にありが

とうございます。ただ今、司会の方からご紹介いた

だきましたが、私は1995年から2007年まで岩手県

知事を３期12年務めておりました。任期が満了し

た後は、少々時間を置いて大学でしばらく話をしよ

うと以前から考えておりました。ところが全く予想

外なことに４カ月ほど経ちました頃、第一次安倍政

権の総務大臣を拝命いたしました。しかしその直後

に、安倍晋三総理は体調不良のため入院して退陣さ

れましたので、実際に顔を合わせて仕事をした期間

は２週間ほどでした。私は１年２カ月ほど総務大臣

を務めましたが、あの頃は度々内閣が変わりまして、

一番長くお仕えしたのは福田康夫総理でした。その

中で私が印象に残っているのは、総理になられてか

らあまり間を置かない時期に呼ばれて、群馬県の話

をされたことです。地方部はあまり仕事がないとし

ても、前橋、特に高崎は新幹線の停車駅ですからき

ちんと仕事があって、群馬県全体を盛り上げてくれ

ると良いのだが、みな東京に行ってしまうというこ

とで、お言葉としては「人口のダムのようなもの」と

おっしゃっていました。例えば高崎を人口のダムの

ような機能を兼ね備えて、わざわざ生活環境の悪い

東京に行かなくても仕事ができるような政策を考え

てほしいということを強く言われまして、あれこれ

考えていくつかをご報告に行った覚えがあります。

当時の政治状況は衆参がねじれていて、日銀総裁な

どの提案が参議院で否決されてしまうこともあり、

実質政策を考えるというよりは政争に翻弄されたよ

うな形でしたので、福田内閣全体として十分な成果

を上げることができず、大変残念だったであろうと

思います。今も時々お顔を拝見しますし大変お元気

ですが、毎回「東京の一極集中は何とかならないの

か」という宿題をいただきます。その都度、お叱り

と提言をいただきますように、今でも東京一極集中

については大変気にしておられます。

第１回　勉強会＜2024年８月21日開催＞

『人口ビジョン２１００と過去の地方創生について』

日本郵政株式会社 取締役兼代表執行役社長／

令和国民会議（令和臨調）共同代表／　　　　　　　　　

人口戦略会議副議長　増 田 寛 也　氏　
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群馬県は全国の中でも圧倒的に東京に近いですか

ら、それだけ影響を直接受ける場所だと思います。

東京は本当に仕事をする環境としてふさわしいのか

どうかをより多くの国民、特に若年層の方々にも知っ

ていただきたいと思います。何よりも今ご紹介あり

ましたが、10年前のレポートで提言した都市の消

滅が各地域で起らないようにせねばなりません。そ

のことを各地域でしっかりと考えていくうえで、逆

に今の傾向から見えることを、お叱りを受けたとし

てもお伝えしなければならないということで再度レ

ポートを発表しました。すると、群馬県の南牧（な

んもく）村の高齢化率が最も高く、若年女性の減少

率が圧倒的に高かったことから消滅の第一候補にな

りまして、直後に南牧村を訪れますと、また、お叱

りいただきました。ただ、それは最初から明白な事

実ですから、絶対に消滅させてはなるものかという

危機意識がないと住民の皆さまに伝わりません。最

近様々な企業の動向によって出生率が増加している

地域もありますが、伝統的に一番消滅の危機感が根

付いているのは沖縄県であったり、鹿児島県の離島

です。このような所は、とにかく人がいなくなれば

島自体が無人島化する、要するに自治体が完全に消

滅してしまうことになるため、このようなデータは

逆にバネになるかと思います。前置きが長くなりま

したが、10年経ちまして新しいレポートも発表し

ましたし、様々な問題についてはこれからというこ

とではありますが、少しお時間いただいてこの辺り

の話をしたいと考えています。それからもう１つ、

私は2007年から2008年まで総務大臣を務めました。

その前に岩手県知事を退任していますが、その頃、

参加していた知事会の皆さまですら、人口減少問題

に関心はありませんでした。北東北の各県は岩手県

を含めて人口減少が始まっていましたので嘆いては

いましたが、知事会の中で人口減少に対する問題意

識を持っていたのは私以外に誰もいなかったと思い

ます。知事会は2007年まで12年間務めましたが、

その頃は人口が増加している県も多くありましたの

で、全体として人口減少について議論した記憶は全

くありません。

よくご覧になっている資料かもしれませんが、日

本の総人口推移のグラフがあります。2008年が日

本の人口のピークですが、そこがピークだったこと

が判明するのは2010年に行なわれた国勢調査によ

るもので、その分析結果が出たのが2012年頃です。

2012年になって初めて、日本の人口のピークが

2008年で、これからは減少していく一方だという

ことが分かりました。当時からこのカーブは予測さ

れていましたが、現実味は全くありませんでした。

2011年に東日本大震災がありましたが、その頃は

まだ感覚的なものであって、実証的な形になったの

は2010年の国勢調査の数字が確定した2012年頃と

いうことです。2013年の３月に市町村別の30年ご

との将来推計人口というデータが発表されましたの

で、仲間を集めて分析を始めて、それを2014年に

ご報告したのが先ほどのレポートです。10年経っ

た今はどこへ行っても、先日の知事会でも人口減少

問題１本で議論が始まっているように、実はごく最

近になってから問題視されている現象なのだと思い

ます。

次にお伝えしたいことは、人口減少の速度です。

2070年には8,700万人、2100年に大体6,300万人、

そして2120年にはとうとう5,000万人を切ってし

まいます。今の傾向は発表されてからそれほど時間

は経っていませんが、すでにこの中位推計の線に

乗っておらず、こちらの低位推計にかなり近付いて

きています。様々な手を尽くしても増加に転ずるこ

とはないと思いますので、現実にはこちらの低位推

計の方が残念ながら現実になる可能性が高いと思わ

れます。そうしますと2120年の低位推計値は、約

3,500万人の予測ですから、驚くべき減少の仕方と

いうことになります。今から100年後の2120年に

なると中位推計でも5,000万人を切ってしまうわけ

ですから、その数値に近付きます。高位推計の7,000

万人、こうなることはまずないと思います。先ほど

お話した人口戦略会議の数値は2100年で統一して

いますが、この6,300万人をどうにか8,000万人で
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留められるような形にできないかということで、今

年１月に提言をいたしました。

また、日本の人口は江戸時代になるまでは1,000

万人を切る所から少しずつ上昇していますが、日本

の有史以来1,000年間は関西に日本の人口の核があ

りました。江戸幕府が開かれて、首都と政治権力は

東に移りましたが、この間は鎖国をしているので人

口が一定です。300諸侯ですから人口が東京で急に

増加するということはなく、やはり人口が集積で増

加していくのは近代国家が始まってからです。その

辺り、明治期以降になりますと生産性などの向上に

伴って一気に日本の人口は増加しました。しかし同

時に、明治政府は経済成長の成り行き任せというよ

りは、日本全体で優秀な人材を引き起こす国防的観

点から全国に旧制高校や帝国大学を配置し、軍事拠

点を旭川から熊本まで日本海側を含めて均等に配置

をしたこともあり、東京が人口の核になるというの

はかなり最近になってからのことです。ところが戦

争に負けて、戦後は完全に経済主導ということにな

り、ますます東京が肥大化をしていくことになりま

す。今は完全にこの流れをコントロールできません

ので、これに抗って地方に人口を分散させるのは本

当に至難の技だと思います。この政治、軍事的な集

中構造、それから経済によるさらに拍車をかけた集

中構造を変えるのは、もしかすると気候変動などの

要因かもしれません。それにより、今後北海道が再

度見直されることもあるかもしれませんが、いずれ

にせよ今の東京一極集中構造を続けていますと、出

生率が回復せず現実的に厳しくなっていく一方では

ないかと思います。

これも10年前の復習ですが、今後の急激な人口

減少対策のために、「まち・ひと・しごと創生法」と

いう法律が制定されました。いわゆる地方創生のた

めの背骨のような法律です。初代担当大臣は、今度

の総裁選挙に立候補するという話を聞いていますが

石破 茂氏で、2014年にこの法律を制定しました。

２つ目的がありまして、１つは人口の大幅減少に歯

止めを掛けて出生率を増加させようといういわゆる

少子化対策的なこと、もう１つは東京への過度の人

口集中、一極集中を是正することで、法律の目的に

までこの東京一極集中について書かれたのは初めて

です。第四次全国総合開発計画（四全総）の計画論で

うたわれたことはありますが、法律の目的にまで

なったのはこれが初めてです。逆に言うとそれだけ

一極集中の歪みが噴出してきたということを、政府

としてもきちんと捉えたということです。始まった

時は２つの目的を１本の司令塔でまとめようという

ことで、第二次安倍政権の安倍総理を本部長として、

まち・ひと・しごと創生本部が設置されました。し

かし、人口減少対策に関しては、翌年の2015年に

現在のこども家庭庁の前身に当たる子ども・子育て

支援本部が設置され、残念ながら内閣に指令塔が２

つあるような形になってしまいました。このまち・

ひと・しごと創生法は、今の岸田内閣で言うデジタ

ル田園都市国家構想総合戦略に引き継がれています

が、始まって７、８年間はまち・ひと・しごと創生

総合戦略と言っていました。私がメンバーの一員と

して各自治体を訪問していた当初は、まちづくり部

局などと共に少子化担当部局の方々も話を聞きに来

ていましたが、政府が司令塔を２つにしてしまった

こともあり、途中からは少子化担当部局の方々は出

席されなくなりました。今回の組閣により、どなた

が大臣を務めたとしても人口問題を核に据えて司令

塔を１本にし、先ほどの２つの目的を共同で進めて

ほしいと思います。この総合戦略は、当初から骨格

は変わっていません。これは最近閣議決定したバー

ジョンですが、10年前から施策の方向性は全くぶ

れることなく、地方に仕事をつくる、東京圏への過

度な集中を是正して地方に向けて人の流れをつくる、

そのことによって魅力的な地域をつくるといったこ

とと、結婚・出産・子育ての希望をかなえる、いわ

ゆる少子化対策的なことの大きく２つを兼ね備えた

ものになっています。この順番も10年間全く変わっ

ていません。そのため私は、国として１つの司令塔

のもとで、県あるいは政令指定都市、それから中核

市などが一体となって、両方を念頭に仕事をしてい
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くべきだと思っています。

基本的な話ですが、人口減少がどのようなことで

起きるかというと、出生数が死亡者数より少なくな

る自然減と、地域から若者を中心に都市部、とりわ

け東京に出て行くという２つの現象によります。人

口減少をどの立場で見ていくのかによって見方が変

わってきますから、まち・ひと・しごと創生総合戦

略、地方創生の戦略が全く功を奏さなかったという

新聞の論調もありますが、やらなければ良かったの

かというとそんなことはありません。確かに出生率

は下がっていますので、自然減に関してはほとんど

成果は出ていませんが、社会減については、もちろ

ん東京に集中しているのは事実ですが、場所によっ

ては社会増に振り替わっている所もあります。国全

体で見れば、これだけ人口が減少しているので自然

減が最も問題になるかもしれません。しかし、岩手

県や群馬県もそうだと思いますが、やはり目先の社

会減だけは食い止めるべきですから、地域の視点で

見れば両方ともしっかりと取り組むことが大切です。

しかも、こちらは成果が絶対にすぐには出ませんか

ら、社会減を食い止めつつ、縮小社会適応策を実行

していくのは自然の流れです。地域間、自治体同士

が若者や子どもの奪い合いをしている場合ではない

と私も思いますし、少子化対策などの自然減抑制策、

それと東京一極集中を是正する、この２つをしっか

りと実行していく必要があると思います。そのうえ

で特に強調したいのは、どのようなことになったと

しても縮小社会になるのは間違いなくて、減少ライ

ンがあわよくばある程度の所で留まるとしても、人

口戦略会議で出した8,000万人という数字が、今の

自然減では6,300万人、あるいは私は5,000万人程

度に落ちてしまうかもしれません。それが6,300万

人や8,000万人まで食い止めたとしても、人口は今

から３分の２になるわけです。縮小社会に対して適

応する対策を、これは東京の区部も含めて全ての自

治体、そして日本人全員で早急に考えていかなくて

はなりません。地域的にどちらに重きを置くかとい

うのはあると思いますが、自治体だけではなく、企

業も含めて難しい問題に取り組まなくてはいけない

と思います。

今年の４月に、10年前のレポートの更新版を発

表しました。前回はこのような内容での発表がそれ

までになかったということで、地域的に見て大幅に

人口減少することに対して危機感を持っていただく

ことに重点をおきましたが、その時に一番クローズ

アップされたのは「消滅可能性自治体」です。先ほど

南牧村の話をしましたが、この点ばかりが注目され

まして、非常に人口の少ない自治体だけが取り上げ

られています。実際には、あの頃の東京圏、首都圏

もブラックホール現象という言葉で表しましたが、

少ない出生率を他地域からの流入に依存していると

いう状態で決して人ごとではありませんでした。し

かし、そこから目を背けておりましたので、東京圏

には全く危機意識が伝わりませんでした。今回は、

実はこの辺りも10年が経過してどのようになって

いるかをお伝えしたかったのです。僅少ですが人口

減少が進む中でも自立持続可能性を持った自治体は

ありますし、地方から若者が集まってはいますが、

東京の出生率は0.99で全く増加していませんので、

そのような自治体にも、危機意識を持っていただく

という意味で明示したかったため、カテゴリー（自

立持続可能性自治体・ブラックホール型自治体・消

滅可能性自治体・その他自治体）を作り、数字を算

出しました。このブラックホール型自治体25か所

のうち16か所が東京の区部で、他には京都や大阪、

滋賀といった所が該当しています。こちらは企業が

様々な立地で研究所を開設したりデータセンターを

設けたりしているような自立持続可能性自治体、そ

れからブラックホール現象にある自治体、それから

消滅可能性自治体ということで全体の数を発表しま

した。

自立持続可能性自治体というのは、若者の流出も

少なく、これからも今のままであれば100年程度先

まで数値から見ると存続していく可能性が高い、望

ましい自治体ということです。自治体単位で見ます

と企業の工場、研究所、データセンターのようなも
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のがあり、若年層にとっては働く場がきちんと確保

されている、その背後には大きな企業があり待遇も

良いということで、安心感がある自治体と言えます。

宮城県ですとトヨタ自動車東日本が立地する大衡

（おおひら）村です。それから千葉ニュータウンのあ

る印西市、ここは計画通りに開発が進まずかなり余

剰の土地があることに加え、30万人都市分の電力の

供給が想定されていた関係で、ＧｏｏｇｌｅやＡｍａｚｏｎ

の巨大電力データセンターなど、現在二十数社が立

地しています。また、フジフィルムの研究所がある

開成町、ファナックのある忍野（おしの）村、群馬県

ですと、これはおそらくベッドタウンの関係だと思

いますが、実は吉岡町が唯一ここに入っています。

このように大企業やデータセンターがある地域とい

うことですが、例えば大衡村で言いますと、トヨタ

自動車が将来的にＥＶ関係で完全に競争力を失うこ

とがあれば、この姿が変化していくことは起こり得

ます。しかし、この10年の変化を見ている限りは、

自立持続可能性自治体の数はこの65か所というこ

とです。他には、千葉県の流山市がかなり以前から

子育て支援策を地道に行なっていて、つくばエクス

プレスの沿線ということもあり働く場は主に都内で

すが子育て環境が良く、若年層の減少は少なく出産

数が非常に多いという素晴らしい自治体です。それ

から先ほど言いました、沖縄県の市町村、島しょ部

で言うと鹿児島県の奄美大島や徳之島、これらの所

は昔から地域ぐるみでおじいやおばあたちが自分の

縁者だけではなく地域の子どもたちを育てていると

いうことで、自立持続可能性自治体というカテゴ

リーに入ると思います。

日本は出生率が非常に低下していると言われてい

ますが、世界全体はどうなっているかというと、Ｏ

ＥＣＤ（経済協力開発機構）が2021年に発表した、

いわゆる先進国の出生率のデータがあります。イス

ラエルは、人がいなくなれば国が奪われてしまうと

いう危機感、また宗教的な影響もあるかもしれませ

んが、出産が非常に奨励されているので突出した数

値になっています。ここを除きますと、数値が若干

低下してきたと言われていますが、ＯＥＣＤ加盟の

先進国の中ではフランスや北欧の国、それから移民

によって人が流入してくるような地域などが高い部

類になります。このデータでは日本と韓国のみ最新

の数字を採用していますが、ＯＥＣＤの平均が1.58、

日本は1.20、お隣の韓国は0.72、東京は0.99、ソ

ウルは0.55と極めて低い数値となっています。台

湾、シンガポール、中国なども出生率が非常に低下

してきているということで、東アジアの自治体は世

界の中でも突出して今出生率が低いと言われていま

す。もちろんデリケートな問題ですし、国がとやか

く言うことでもないかもしれません。言い過ぎれば

もちろん反発を買いますし、若者が自由意志の中で

選択、決定しているということではありますが、せ

めてＯＥＣＤの平均1.58、およそ1.6に近付けたい

という思いはあります。以前日本が1.3や1.4弱のと

きにドイツは1.2と低い時代がありましたが、これ

はナチスの影響があり、国家として出産を奨励して

いたことの反動でした。しかし、十数年前のアンゲ

ラ・メルケル政権時代に、今ＥＵの委員長を務めて

いるフォン・デア・ライエンさんが、６年ほど務め

ていたかと思いますが、子ども家庭担当大臣になり、

ドイツ国内でのかんかんがくがくの議論の結果、予

算や保育所数を劇的に増やしました。それまでドイ

ツは保育所の数が少なく、子育ては基本的には女性

が行なうという意識が強かったようですが、そこを

切り替えることによって出生率が著しく上昇しまし

た。数値が1.6を超えた時もありまして、最近は若

干下がる傾向にありますが、今でもＯＥＣＤの平均

近くは維持しています。先ほど言いましたように、

大変デリケートな問題ですが、それでも政府の意志

として安定財源を確保し、予算付けをすることがプ

ラスに効くのは間違いありませんので、異次元の少

子化対策と言っている岸田政権の置き土産として、

国全体としてしっかりとした姿勢を見せることは重

要だと私は思います。

次に今年の１月に人口戦略会議で提言した自然減

を抑制する政策です。人口戦略会議では定常化戦略
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という名前を付けていますが、分かり難いと思いま

すので自然減を抑制する、いわゆる少子化対策関係

の論点をここにまとめています。政府が今、取り組

んでおり、私もまずやるべきだと考えている政策と

しては若年世代の所得向上、それから雇用改善と

いった点です。若年層の子育て不安や教育費の負担

などをできるだけ解消し、将来に向けて安心感を

持ってもらう所から始めていくべきです。もちろん

岸田政権が取り組んでいるこの対策については批判

もあります。結婚して子どもを出産をした方以降中

心の政策が多く、日本の場合には非嫡出子、いわゆ

る事実婚が少なく出産に至るまでにまず結婚しても

らうことが必要で、その辺りから取り組むべきとい

うのはその通りだと思います。しかしながら、まず

手がけるべきは所得向上であり雇用改善という所か

ら進めるべきです。また、後ほど話しますが、女性

の働き方問題として就業率のＭ字カーブは概ね解消

したと言われていますが、まだL字カーブの問題が

あります。女性をいかに正規雇用につなげていくか

が重要で、これは成果が出るまで時間も掛かります

し、乗り越えねばならない様々な課題もありますが、

大いに推進しなくてはいけません。ご承知の通り、

経済的な困窮が原因で結婚しない、あるいは子ども

を持たない若者が多いですから、そこを解決すれば、

当然希望出生率は上向くと思います。先頃までは、

何人子どもが欲しいかと聞きますと大体二人という

回答が多かったのですが、その部分を解決できれば

きちんと出産につながると思います。現在はアン

ケートを取りますと、社会的な風潮として数字は増

える傾向にあると言われています。しかし、あまり

結婚のことを考えない、結婚したとしても子どもを

持とうと思わない若者も増えており、それは経済的

な要因というよりは、そのような主義に起因するも

のだと思います。人口戦略会議で女子大学院生に数

回インタビューをしましたが、出産後の子育ての苦

労話がネット上でまん延していますから、それを見

るとそもそも子どもを持つ気になれないと思うよう

で、これは単なる経済的な問題ではないという話に

なるわけです。経済的なことがネックになっている

方もまだまだ多いと思いますが、時代の考え方がは

るかに変化していて、それにどう合わせていけばい

いかは本当に難しい問題だと思います。先ほどお話

しました、人口の自然減を抑制する対策と社会減、

それから縮小社会適応策というこの３つを考えなけ

ればいけませんが、自然減を抑制させることについ

ては以上にします。

次に社会減の動きを見ておきたいと思います。三

大都市圏と地方圏の人口移動の推移です。日本の場

合には当然のことながら近代国家になるにつれて、

多くの人材が地方から三大都市圏に集中し、そこで

の労働力として農村から人々が移り住むということ

が続いていました。オイルショック以降は三大圏に

人が集中すると言いましても、関西圏は概ね出入り

が均衡ですがむしろ名古屋圏からは流出に転じてお

り、東京圏だけが今でも人を受け入れ続けていると

いう形に切り替わっています。オイルショックから

復活し、再び経済成長を始めて様々な動きが活発に

なってきた頃からは、完全に東京圏だけ人口が増加

しています。第四次全総の中で多極分散型国土形成

および東京一極集中の是正が計画論で初めて登場し

ましたが、ほとんど効果は表れていませんし、この

四全総以降、政府が制定した法律や政策というのは

たくさんあるのですが、東京一極集中の流れは今も

変わっていません。

明治期にさかのぼり、当時近代国家になるうえで

政府が何を行なってきたかを教育、それから軍事に

関して全国の配置を調べた図があります。帝国大学

や旧制高校は全国に拡大していますが、まず全国に

均等に配置をして、そこで国の力を掘り上げていこ

うと意図していたようです。軍事機関について言え

ば、人口が手薄な所こそ攻め込まれては困るという

ことで、旭川をはじめ熊本など各地方ごとに陸軍師

団を置いて、北から南まで守りを固めたということ

もあったとようです。

高等教育関係、それから軍事ということについて

は、日本中満遍なく様々な力を掘り起こしていこう
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とこういう政策をとっていました。それゆえ明治

21年に現在の都道府県制が定まりましたが、1886

年頃、全国で最も人口が多かったのは新潟県でした。

江戸時代で言えば北前船の上陸地点である新潟県、

それから先ほど申しましたが、日本は長らく大阪府

や兵庫県など関西中心の人口配置が続いていました

ので、その頃は東京都がやっと10番目に顔を出す

という状況でした。30年ほど経った1920年頃から

ようやく東京都が一番になりましたが、全国に占め

る数字はまだ６%台ということで、今の半分程度で

す。それが戦後になり完全に経済成長の波に巻き込

まれてからは、全国で占める数値が10%と増え、今

は大体11.5%になっていると思いますが、東京都の

比重は増加する一方です。江戸時代にはほとんど人

が住んでいなかった北海道は、明治時代に開拓など

政策的に人を送り込んだ成果もあって人が移り住み、

昭和35年辺りまで第３位でした。その後の経済の

流れから、北海道といえども影響を強く受けて東京

に人が流出し、2000年で７位、そして去年は９位

ということになってしまいました。北海道の人口は

今では500万人を切っていまして、2040年には

400万人程度まで減少していくという予測です。北

海道の中では札幌市に人が集中していますが、その

札幌が東京に人を送り出すというように、東北、北

海道まで東京の多大な影響を受けている状況です。

当然、この高崎も東京の影響をまともに受けている

地域だと思います。ただ、後ほど申し上げますが、

二地域居住やリモートワークといった最新のテクノ

ロジーがありますので、それを活用すればその辺り

はうまく対応していけると思っています。社会移動

については出生率とはまた別で、これぞ国の政策に

適する話で、国にとって何が最も重要なのかを大前

提に考えて政策を組み立てていくべきです。今は残

念ながら東京一極集中の流れが経済の動きに負けて

しまっていますが、そうであれば、今までとは異な

る強い政策を実施していくべきですし、場合によっ

ては東京により強い規制を掛けていくことも必要に

なってくると思います。

地域別人口の将来の姿ということでご覧いただき

ますと、実は私が知事をしていた岩手県を含む東北

圏が2050年に向けて最も人口が減少する地域です。

秋田県、青森県、岩手県というのが人口減少の上位

３県となっています。私が知事に就任したのは

1995年ですが、岩手県の経済規模ですと成長は期

待できないと思い、その時から、最も人口減少が懸

念される北東北三県で手を組もうということで連携

事業を推進しました。東北六県となると話をまとめ

るのが大変になりますので、北東北三県で観光や財

政面でも共同で起債を発行するなど数々の連携事業

を行ないましたが、残念ながら人口減少には抗えず、

今でも東北は最も人口が減少するであろう地域と

なっています。次いで、四国や北海道もかなり減少

が見込まれていますし、圧倒的に東京都の一人勝ち

で、東京都だけが人口増加する見込みとなっていま

す。沖縄県は少々特殊で、若者がいて人口減少率は

低く抑えられています。東京都を含めた首都圏でも

７%台は減少する予測で、この群馬県も首都圏に区

分されていますが、人口は相当減少していくと思い

ます。後ほどお見せしますが、そうであればなおさ

ら圏域単位で減少する地域同士が連携するべきで、

東北、北海道それから北陸、中国・四国、この辺り

から種々取り組んでいくべきだと思います。大阪や

東海は多少人口が減少しますが、ほぼ変化のない見

込みですから、これから日本をどのようにしていく

かはやはり東京圏、特に東京都をどうコントロール

していくかに掛かっていると思います。日本全体の

成長を促進するためにどのように導いていくか、そ

の点については今まであまり議論がされていません

し、政策も取られていませんでした。いまだに東京

都では容積率の高い建物を次々に建設して人を集め

ています。ただでさえ、保育士や社会保障福祉関係

の担い手が不足しているのに、若者が東京に集まる

構造になっているうえに、さらにビジネス面でもそ

れを助長するような形になっていますから、その辺

りのコントロールを今以上に真剣に考えていかねば

ならないと思います。
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ここで、人口の社会移動は一体どのような要因で

起こるのかを国際比較してみたいと思います。今、

公表されているのは、2000年から2017年までの

データを検証したもので最新ではありませんが、Ｏ

ＥＣＤの実証研究があります。30カ国の地域統計

を用いて地域間移動と経済的要因の関係について回

帰分析を実施したものです。この時の指標は３つで、

まず１人当たりＧＤＰが人口移動に最も影響を及ぼ

すのか、または地域の都市部の住宅価格上昇によっ

て人が流出してしまうということなのか、あるいは

都市部の失業率との関係によって人が集まらないの

かを示したものです。各国を比較しますと、日本の

場合は圧倒的に１人当たりのＧＤＰが高い東京に最

も人が集まるという結果が明確に出ていて、住宅価

格の影響は少なく、失業率に関しては、日本全体が

そもそも低いですから全く影響がないという結果に

なっています。実は2023年に東京23区のマンショ

ンの販売価格が平均で１億円を超えましたので、最

新のデータに置き換えると、あるいは住宅価格がも

う少し影響するかもしれません。ソウルがまだここ

に入ってきていないということは、やはりデータが

古いからだと思います。韓国では圧倒的にソウルの

住宅価格や教育費が高騰していて、なかなかソウル

に住むことができない状況ですが、それでも若者は

集まっているようです。いずれにせよ、最新のデー

タに置き換えますと、この辺りはもう少し変動する

かもしれませんし、そのようなデータが出てくれば、

新たな政策につながるのではないかと思います。

東京都の話ばかりで恐縮ですが、今大企業が圧倒

的に東京に集中しています。資本金10億円以上の

都道府県別企業数があります。後で申し上げますが、

地方税の中の都道府県税、法人事業税は東京都の懐

に入ります。ご覧いただくとお分かりのように、地

方に工場などがあれば多少分散しますが、ほぼ東京

都の懐に入っているわけです。それだけ東京に企業

があるのであれば、その人材を活用することが地方

でも必要だろうということで、様々な事業を行なっ

ています。この地方創生の中で立ち上がった制度の

１つとして、全国45道府県にある「プロフェッショ

ナル人材戦略拠点」にスキルを持った方々を登録し、

その人材のスキルを活用するというものがあります。

もう１つは「先導的人材マッチング事業」です。特に

地方は中小企業が多いですが、後継ぎが不足してい

る状況です。相談相手もいないということで、企業

の右腕になるような方々を地方銀行などが紹介する

制度です。私も審査員を務めていますが、このよう

に兼業、副業を活用し、場合によっては後継ぎにし

ていくことも視野に入れて、東京に集まっている人

材をより地方で活用することにつながればと思いま

す。

とにかくぜひ声を上げていただきたいのは、先ほ

ど言いました東京圏の法人事業税のほとんどが東京

都の懐に入っているという点についてです。以前は

東京都知事が多少抑制をしており、東京都に集まっ

た法人事業税を首都圏全体、場合によってはもう少

し広域に効果が裨益するようなインフラ整備などに

活用していました。水道管もまだ古いですし、その

ような使い道なら納得がいきますが、あろうことか、

様々な名目をつけて、例えば私立高校の授業料無償

化に都民のためだけの助成金として使うようなこと

もしていますので、千葉県、埼玉県、神奈川県の知

事が激怒しています。開成高校は東京都の有名進学

校ですが、周辺の県から大勢の生徒たちが通学して

います。学費は年間で50万円ほど掛かるそうです

が、クラスの半分の生徒は東京都出身ですから無料

で、残り半分の生徒は50万円支払っているという

状況が生まれています。また、東京都では子育て支

援として１人当たり5,000円、年間６万円が振り込

まれますが、それを都知事の小池 百合子氏の名前入

りで配布していますので、これも所得制限を撤廃し

てまで配布するのは、税金の使い方としてはいかが

なものかと思っています。

また、地方の拠点強化税制という制度もあります

が、税額控除が１人60万円や70万円ほどと、企業

で拠点を移そうと思っても全くインセンティブにな

りません。これまで以上に税額控除額を大きくした
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いですし、法人事業税の偏在是正も今まで以上に行

なうべきだと思います。これは実は、私が総務大臣

の時に議論があり、いさめられましたが、福田総理

と相談して、東京都が大部分を懐に入れている法人

事業税を一部国税化し、国が地方に配分することに

よって偏在是正を行ないました。すでに亡くなられ

た、東京都出身の与謝野 馨先生に相談しまして、

最初は怒られましたが「国のためにはそのようなこ

とも大切だ、それを地方で教育などに生かしてもら

えれば意味はあるのではないか」ということで、東

京都議会を自ら説得してくださり、実行することが

できました。しかし、その後はこのような偏在是正

があまり行なわれておらず、また東京都に集中して

いる状況ですから、ぜひそのような形の調整、是正

を行なっていただきたいと思います。

次はジェンダー関係の話です。東京圏の男女別転

入超過のグラフがあります。東京圏とは一都三県、

千葉県、埼玉県、神奈川県と東京都を言いますが、

2010年以降は常に女性の方が男性より転入超過数

が上回るという状況です。正確に言いますと３つの

数字から算出していまして、東京圏へのいわゆる単

純な転入者数は、主に20代の方々ですが女性より

男性の方が多いです。しかし東京圏からの転出者数

は圧倒的に男性の方が多いということで、女性は

いったん東京圏に来るとなかなか出ていきません。

この転入者数と転出者数の全体を足し合わせますと、

女性の転入超過が上回るということです。つまり、

女性が東京圏に転入するとなぜ戻らないのかという

ことをきちんと分析していく必要があるわけです。

仕事の関係などもあるとは思いますが、地方は人間

関係やコミュニティの閉塞感があるという理由も多

く、この辺りをどれだけ除去あるいは解きほぐして、

役職に付いているのは全て男性ばかりという状況を

どう切り替えていけるかが、これから重要になって

くると思います。私は若いうちに経験を積むために

も、様々な場所に出ていくことが必要だと思ってい

ます。実は東京圏は極めて生活し難いという数字も

ありますので、通常であれば東京圏から転出する女

性の数も増加していくはずですが、そこに影響して

いるのが地方の閉塞感かもしれません。このジェン

ダー関係ですと、最初の方でL字カーブ問題という

ことを申し上げましたが、単純な就業率の関係だけ

で言えば、以前はＭ字カーブのようなものがあって、

30代から40代にかけての就業率が結婚、出産によっ

て落ちるという傾向がありました。今その部分は概

ねなだらかな形になっていて、一応Ｍ字カーブは解

消したと言われています。一方このＬ字カーブは正

規雇用につながらないということを表していて、生

涯獲得賃金などにおいて男性とかなり差が出ている

状態ですから、このＬ字カーブをどのように解消す

るか、これは企業側の責任も非常に大きいと思いま

すが、日本全体でも大きな問題としてあるというこ

とです。

先ほど申し上げました、都道府県別の生活面で見

てどのような豊かさなどがあるのかという、税金な

どを除いたいわゆる可処分所得の全世帯の平均の

データがあります。都道府県ごとに見ると、東京都

が第３位です。ところが平均ではなくて中央世帯で

順位を見ると、実は東京都は12位まで下がります。

東京都はごく一部の桁違いに稼ぐ方々がいますので、

それによって平均はここまで上がりますが、中央世

帯で見ると全体の上位４分の１には入っていますが、

その中では下の方だということです。むしろ埼玉県

や神奈川県の方が順位は上です。加えて、支出に関

しては家賃や食費が高いですから、可処分所得と言

いながらそこから基礎支出を引くと東京都は42位

まで下がります。さらに通勤時間が往復で95分か

ら100分平均掛かりますので、その往復時間を費用

換算すると、実は東京都は過処分時間、それから過

処分所得いずれも都道府県別では最下位というのが、

国土交通省が正式に公表している資料から読み取れ

ます。女性が地元に戻らない理由として、東京はや

はり選択の幅が広いしですし、華やかな所があるの

も事実です。しかし、実際の日々の生活を考えると、

必ずしもバラ色ばかりではないということで、昨今

のリモートワークなどの普及も踏まえて、実際の生



― 63 ―

活も含めてプラスになるような働き方を冷静に考え

ていくべき時代ではないかと思います。社会移動に

ついては以上です。 

次に縮小社会についてですが、これは地域を問わ

ず皆で考えていかなければなりません。例えば社会

保障で言えば、これが2050年の人口比率です。医

療保険などをつくった当初は、人口ピラミッドもき

ちんとした正三角形でしたから、これは全国万国共

通のことですが、各種の保障は多数の現役世代がご

く一部の高齢者を支えるというものでした。今の人

口ピラミッドはそうではなく、ますます悪化してい

きますので、世代間で支えるのは難しくなります。

日本の場合であれば、負担能力に応じてこれからの

社会保障を考えるということです。現役世代だけで

当たらず、負担能力のある高齢者も高齢世代を支え

るということで、今、保険料は２割または３割負担

を検討していますが、なかなか理解が得られず政府

も四苦八苦しています。やはり、この人口減少問題

と縮小社会は相互作用で非常に厳しい問題となって

いますが、このような状況を国民にきちんと説明し

て乗り越えていかなければなりません。

これは日本郵政にも言えますが、2024年問題、

労働力不足の問題は、いわゆるテクノロジーなどの

活用、会社の支社の集約化、兼業、副業人材や女性

や高齢者、さらには外国人労働者の活用、アウトソー

シングや協業などで対応していく必要があります。

今では日本郵便もヤマト運輸と提携して、特に小型

のものを協力して運ぶようにしていますが、そのよ

うなことも協業になるかと思います。本日は時間が

ないため話しませんが、やはり政府は外国人労働者

の問題をどうしていくのか、職種や国籍なども含め

て、これも真正面から議論しないといけないと思い

ます。また、生成ＡＩといった様々なテクノロジー

を使ううえでも、海外に牛耳られるようではいけま

せんし、データの保護も含めて国家レベルで考えて

いくべきだと思います。そして、この縮小社会適応

において、戦略の背骨となるのは「人への投資」です

から逡巡することなく、教育費用の負担軽減や質の

向上に注力し、人材育成を着実に行なっていくこと

に尽きると思います。先ほど大森先生とお話しまし

たが、中枢中核都市の高等教育機関を核として、地

域で有意な人材を育てていくようなことも含めて実

行していく必要があると思います。 

最後にもう少しお話をさせていただきたいのが、

地域生活圏についてであり、今政府で作成している

国土形成計画のポイントになるものです。単独の自

治体で勝負していくのは、中核市またはそれ以上を

除いては非常に難しいですから、個人戦ではなくて

団体戦でやっていくべきだということです。今まで

は様々な圏域構想がありまして、デパートや病院、

美術館など、１つの地域社会が成り立つ規模が概ね

30万人ほどということで、これまで国が行なう政

策は全て30万人を１つの単位として考えていくと

いうものでした。こちらが昨年整理された現在の地

域生活圏の考え方になります。デジタルの力を活用

し、まだ完全に定着しているわけではありませんが

オンライン診療など、様々なサービスの利便性向上

へ向けての取り組みが進められています。人口10

万人程度あれば、ある程度生活が成り立つというこ

とで、これを１つの単位としてこれから地域の成長

を考えていくということです。これは今年の骨太方

針などでも、行政区域にとらわれずに取り組むとい

うことで地域生活圏が規定されています。実際、今

年の９月、来月早々からこの地域生活圏をより具体

化していくために半年間、有識者会合を開き、その

うえで地域にアウトプットを提供していくことにな

ります。この地域生活圏という概念を活用しながら

自治体間、広域の連携をしっかりと考えていくべき

だと思います。

その他にももう１つ、二地域居住についてです。

これは今年の５月に促進するための法律が公布され

ました。これには２つの意味がありまして、やはり

東京一極集中の人の流れを切り替えていくというこ

とと、地方に相当空き家等も増え、二地域居住を実

現する環境が整ってきたということです。以前から

言われてはいましたが、ようやく国も二地域居住に
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乗り出し、さらに促進していくための法律的な裏付

けもできました。今年の11月１日から施行される

と聞いています。予算も付けつつあるということな

ので、ぜひこちらも注目していただきたいと思いま

す。二地域居住に関しては、単純に促進法が施行さ

れただけでは実現は難しいため、具体策として二地

域住民票なども必要になるかと思いますが、それは

最後に申し上げます。

少しだけ郵便局の宣伝をさせてください。日本全

国の郵便局全てをプロットした地図があります。全

国に約24,000局の郵便局があります。今、群馬県

の中山間地域、それこそ南牧村もそうかもしれませ

んが、どこの地域も公共サービスの維持に苦労して

いるということで、日々このような自治体との協働

を行なっています。私は明日、朝６時台の飛行機で

北海道へ向かいまして、国土交通大臣と共に十勝の

上士幌町で行なわれる、郵便局の車両を活用して高

齢者の移動をサポートするという実証実験を見に行

きます。このように郵便局の窓口は、弊社の商品を

販売するだけではなく、ＪＲと連携して無人駅を利

用した駅窓口との一体運営など、ネットワークを活

かして様々な地域に役立つ事業を行なっていますの

で、ぜひご活用いただければと思います。 

最後にまとめですが、今現象面では人口減少に

よって地域の行事や祭りが中止となり、コロナの関

係も含めて再開されない、あるいは共同作業の人手

不足など様々な課題があります。ただ、そのこと自

体を取り上げて解決することは極めて困難ですし、

利用できるツールも限られています。むしろ私は

様々な地域を見ていて、まず取り組むべきは地域と

してどのような姿でありたいのかを共有することだ

と思います。確実にしばらくの間は人口減少が進み

ますし、若年層の数の動きなどはリアルタイムで国

立社会保障・人口問題研究所の推計人口などが発表

されますので、そういったデータを活用しながら「地

域のありたい姿」、ここの議論をしっかりすること

が重要であって、「地域の課題解決」で進めようとす

ると行き詰ってしまいます。まずここを、世代を超

えて議論することが大切で、先ほどの地域生活圏の

話も基本は同じですが、やはり共助やコミュニティ

といったものを前提とした仕組みになっています。

東京の都市部ではあまり見られませんが、お隣やご

近所との関係を含めたコミュニティとの関係をどの

ように活かしていくかが鍵になると思います。その

うえでコンセプトをしっかりと固めることが大切で、

地域をさらに売り込むためにご当地グルメやゆる

キャラ、ご当地アイドル、あるいはマラソン大会、

ＮＨＫの大河ドラマの誘致や活用など、様々なアイ

デアはあると思います。しかし、それに安易に飛び

つくのではなく、なぜこのご当地グルメと地域が結

び付くのか、例えば「なみえ焼きそば」は震災前から

の由来も含めて、地域にとって最もなじみのある焼

きそばを使って地域を盛り上げていくというような

ことでされています。アイデア自体はよそから見れ

ば種々あるとは思いますが、そのコンセプトを、あ

りたい姿の次にしっかりと固めて進んでいくことが

重要です。また、人口減少対策は自然減、社会減、

それから縮小社会に対してどう備えるかということ

で、それぞれやるべきことは変わってくると思いま

す。おそらく全てに取り組まなければなりませんが、

様々な方に課題を共有し参加してもらい、実行して

いけるかどうかがポイントです。

同様に今度、新政権に変わりますが、地域生活圏

などの圏域や、今の国土形成計画では拠点連結型国

土と言っていますが、コンパクト・プラス・ネット

ワークといった、いわゆる国家ビジョンや地域ビ

ジョン、国や地域のあるべき姿を、移民政策も含め

てしっかりと示していくことが大切だと思います。

そして、個人戦ではなく団体戦で、自治体間の広域

連携で進めるということです。これは先ほど控え室

でも議論していましたが、自治体間の連携を取る際

に、首長交代による政策の大幅な変更や、近隣の首

長同士のあつれきにより下の職員がやりにくいとい

う問題があります。私も岩手県知事時代、東北の知

事会議でマスコミを呼び６人が一堂に会して笑顔で

並んではいたものの、テーブルの下では隣同士で足
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を蹴り合っているような部分もあり、なかなか共同

歩調というのは難しいものでした。したがって北東

北三県に絞って連携してきましたが、そうならない

ためには民が入り、むしろ民が自治体をビジョンも

含めてリードしていくという形ができますと、皆で

良い方向に進むことができると思います。自治体間

の広域連携において、何がそれを阻むかといえば隣

の芝生が青く見えることですから、そうならないよ

うに経済がしっかりと引っ張っていくことが重要で

す。

そして今、二地域居住などの新しいライフスタイ

ルが登場してきましたので、これをきちんと制度化

していくためには複数の住民票があっても良いと思

いますし、そのような時代が到来していると思いま

す。そうしますと一人の人間が0.5ずつ人格を持つ

ような形になり、例えばこの高崎の人口は今37万

人ほどかと思いますが、ここは立地も良く周辺から

人が集まりますので人口減少は抑えられると思いま

す。30年後の人口が32、３万人として、その中に0.5

人でカウントされる人がいてもいいと思いますし、

その場合納税するのであれば投票権も必要になりま

す。このような、旧自治省が認めないであろう政策

も、これからはマイナンバーカードなどが普及され

れば可能なわけですから、そういったことを制度面

でも認めていくことが大切です。また、東京一極集

中問題、先ほど申し上げた地方拠点強化税制は今ほ

とんど機能していませんから、これをさらに拡充し

て偏在性の少ない地方税体系を構築し、ふるさと納

税の仕組みなども利用しながら地方にお金を循環さ

せて、国全体の姿を整えることが重要ではないかと

思います。

人口問題を考えるにつれて、様々な課題や姿が浮

き彫りになってきますので、前回から10年経ちま

して新たなレポートを発表しましたが、単純に人口

問題に焦点を当てるのではなく、これを契機として、

皆さまがどのような地域でありたいのかをしっかり

議論していただきたいと思います。40分もあれば

新幹線で東京に行くことが可能な立地を生かして、

基本はこの群馬県に居を構え、必要であればオンラ

インで仕事をしながら地域の発展に寄与する人々が

住まう、ぜひ、そのような地域になっていただきた

いと思います。

（文責・事務局）
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国土交通省都市局都市計画課長の齋藤です。本日

はお招きいただきまして、また、政策をご紹介する

機会を与えていただき、ありがとうございます。今、

私が務めている都市計画課というのは、まちづくり

の基本となる都市計画について、またコンパクトシ

ティの制度である立地適正化計画、これらについて

諸々行なっている課です。今回は、地方創生という

お題を賜りました。１年前まで大臣秘書官として大

臣と共に地方を訪れる機会も多数あり、各種施策の

レクチャーを受けていたため、その中で見聞きした

興味深い取り組みをなるべくご紹介しようと思いま

したら、資料が140ページになってしまいましたの

で、適宜抜粋しながら話をしていきます。

本日お話しする内容は大きく４つあります。国土

の姿としてどうなのかという国土政策的な話、また、

私は都市計画課長ですので、この機会にコンパクト・

プラス・ネットワークの話、他にはコンパクト・プ

ラス・ネットワークのネットワークである公共交通

の話にも触れようと思います。そして都市再生の話

と、皆さまもご関心が高いかと思いますが、新しい

形が少しずつ見えてきた地方創生について話をしま

す。こちらの取りまとめ自体は12月になるので、

そこを待たねばなりません。経済対策も補正が先週

の金曜日にまとまりましたが、その辺りのお話がで

きればと思います。先週、私がこの140ページ超え

の資料を作成中に思ったことは、やはり「連携」とい

うのが最も大切だということです。一人一人の主体、

一つ一つの企業ができる範囲は限られている中で、

人口減少している中での地方創生、地域を活性化す

ることは、官民または民の異業種、あるいは地域間

で連携を取ることによってその力を高めていくこと

がどうしても必要です。そのためには共通のビジョ

ンを持ち、連携のためのツールを皆で合意すること

が必要だと思います。結論はこれですが、適宜施策

をご紹介しながらその辺りを理解していただければ

と思います。

まず、国土の姿ということで、人口がこれからの

局面で大きく変化していくことは明らかです。国土

政策・都市政策を行なう人間にとっては、本当に人

泣かせな状況でございまして、爆発的に増加した人

第２回　勉強会＜2024年12月２日開催＞

『地方創生のための国土政策・都市政策』

国土交通省都市局都市計画課長　齋 藤 良 太　氏
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口が一気に減少しているという状況です。これに関

しては、一つ一つの地域を見ないと意味がありませ

んので、群馬県周辺も示していますが、首都圏に比

較的近いこともあり、前橋や高崎辺りはそこまで大

きな減少ではないものの、山間部などの減少幅がや

はり大きいです。2050年推計で群馬県の減少率は

21.6%、高齢化率は40%になるということです。な

ぜ地方に住まずに出て行ってしまうのかというのは、

私も実家は広島で東京に出てきてしまった人間です

ので人のことは言えませんが、大きな理由は２つで

す。アンケートを見るとやはり雇用、仕事、教育を

得るために都会に出ていく、または生活の利便性が

良くない、不便だという認識にもとづいて出ていく

というのが非常に大きい点で、この辺りをどうにか

乗り越えていかなくてはいけません。ただ、本当に

そのような問題なのか、東京都は経済的に本当に豊

かなのかということで、年収1,000万円未満の世帯

を抽出した調査では、東京都は可処分所得は確かに

高いですが、支出もトップですからこの引き算をし

た経済的な余裕度という点で見れば、非常に低く

なっています。楽しい仕事があるのかもしれません

が、経済的な豊かさという面で言えば、地方の方が

優位性があるということで、このような所はきちん

と提示していくべきだと思いますし、気付いている

若者も中にはいるようです。

利便性という観点で、地方は本当に不便なのかと

いうことですが、人口密度、その都市圏の人口がど

の程度かということや、そこに立地するサービスは

相関しています。10万人以上の都市では百貨店な

どのサービス施設が立地します。５万人から10万

人になりますと、大手コーヒーチェーンなどが立地

しまして、５万人以下ですとハンバーガー店などが

立地するという状況です。日常生活にどこまでを必

要とし、どのような生活を描くかということですが、

５万人から10万人程度が人口規模としてあれば、

一通りのものは揃うということを考えますと、まず

この規模の人口を維持していくことが重要です。ま

た、１つの市町村ではなく、都市圏で見て10万人

を囲むことは可能ですから、そういった意味で地方

の不便さと言われるものも、うまくネットワークと

つなぐことができれば十分に対処可能ではないかと

思います。そのような観点から国土形成計画が取り

まとめられていまして、増田 寛也さんがこの会で

説明をされたと聞きましたので細かく説明はしませ

んが、本日の前半では、中核的な地域力をつなぐ国

土の中の、中核的な地域生活圏の形成をどのように

整えていくかについてお伝えします。

地域生活圏ですが、多くの人が日常行動をしてい

る範囲を地域生活圏と考えています。その中で持続

的に都市のサービスをきちんと提供できるようにす

る、私たちが今進めているコンパクトシティと相通

ずるものがあります。ここで必要なことは、先ほど

連携と言いましたが、やはり１つの企業、１人の人

でやれることには限界がありますので、国土政策局

として打ち出したのは、「兼ねる・束ねる・繋げる」

という観点です。１つの企業で複数の役割を担って

みたり、あるいは複数の企業が連携して連続した

サービスを提供するというような発想が重要ではな

いか、その中で推進主体を育成していくということ

が必要ではないかという所です。この後、事例をご

紹介したいと思います。先ほど、地域生活圏は10

万人いればという話をしましたが、目安として生活

圏人口10万人程度を１つの圏域として捉え、日常

的なサービスを提供していく仕組みをつくり上げよ

うと考えています。もちろん、それは重層的で構い

ませんし、10万人用のサービスは当然ありますが、

その中に５万人や１万人規模の生活のまとまりも

しっかりとつくっていかなければならないというこ

とです。そのまとまりごとに、小規模のスーパーマー

ケットがあるなど、小さな拠点も維持できるように

重層的な圏域を考えていかなくてはならないと思っ

ています。国土形成計画自体は昨年提示しましたが、

2024年の骨太方針の中でも、地域生活圏を特に重

視しています。新たな地域生活圏の形成ということ

で、先ほど申し上げたものが言葉を変えて書いてあ

りますが、広域・多分野・官民連携による地域生活
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圏の構築と地域経営主体の育成にしっかりと取り組

まねばならないという、政府の方針がきちんと示さ

れています。

実際にどのように進めていくのが良いかは、課題

ごとに各地域で考えていくべきことですので、ここ

では各地域の事例をお示しします。国土形成計画の

策定にあたり、国が大いに参考にした香川県の三豊

（みとよ）市の事例です。父母ヶ浜（ちちぶがはま）は、

日本のウユニ塩湖のようだということで最近有名に

なった場所です。ここもかつては非常に汚れていま

したが、地域活動の中で住民の方々が清掃を行ない、

それによって素晴らしい風景を取り戻すことができ

ました。ここで行なわれているのは、一言で言えば

「共助」です。当然、公共だけで全てのことはできま

せんし、民間だけでもできないという中で、三豊市

は民間が主導してという形ではありますが、官民が

協力をして共同出資で企業を立ち上げて、そこで公

共的なサービスの提供を行なうことに挑戦していま

す。次にご紹介しますが、地元企業の方々十数社で

目的ごとに企業体をつくり、その中で地域に必要な

公共的なサービス、住まいや交通、あるいは教育に

ついて提供する体制をつくり、地元企業が連携して

株主になることによって外部に資金が流出しない、

地域で資金が循環することを目指しています。事業

の連携の部分にありますが、交通や小売、建材など

の事業者の方々が、それぞれ共同出資をしたうえで

サービスを提供している形で、コンセプトに「株主

人口」とありますが、これは私たち国土交通省的に

は「関係人口」としているものです。居住者のみなら

ず、その地域を応援しようという方々も株主になり、

出資してもらい会社が事業を行なうことによって、

資金が地域内から流出せずに循環をする、地域内経

済循環を手掛けられている例になります。その企業

の例ですが、これが瀬戸内ワークスレジデンス「Ｇ

ＡＴＥ（ゲート）」と言いまして、具体的には三豊市

に来たらまず、そこに住んでもらいます。完全な移

住ではなく一時的に滞在することもできますし、滞

在しながら仕事も紹介してもらえます。コミュニ

ティに入れてもらったり、困りごとの相談をする体

制も整っている、これは2020年に立ち上げたそう

ですが、住まいを提供しつつ移住のコンシェルジュ

的なことを行なっているそうです。他には教育もと

いうことで、交通関係の会社の社長が中心になって

「瀬戸内暮らしの大学」というものを立ち上げました。

様々なことを学べるようになっていて、リスキリン

グをしたい個人も学べますし、あるいは企業が研修

をしたいという時に、個々の中小企業で研修をしよ

うとすると手間も費用も掛かりますので、中小企業

はここの大学にまとめて研修をお願いするというこ

ともできるのです。他には趣味の世界も様々な講座

的なものが受けられるようになっています。学生は

無料とのことですが、個人や企業に会費という形で

資金を負担してもらいながら地域の人材の底上げを

地域の方々と取り組まれています。また、交通関係

ではエリア内定額乗り放題の乗合バス「みとよｍｏｂ

ｉ」が運営されています。都合に合わせてアプリで

バスを呼び、乗降手続きをして利用するというサー

ビスで、市民の方は月額6,000円、学生は学生割引

で半額の3,000円だそうですが、このような形で地

域の資金で地域の事業者が共同でこの事業を運営し

ています。これは民間の方々が、異業種間で手を取

り合って、自分たちのできることを連携して取り組

まれている例です。

もう１つは、鳥取県米子市の事例です。人口は

15万人弱の都市で、ここは人口の流出といった共

通の課題がある中、一体何ができるのかということ

で、「官民でエネルギーの会社を興して経済の循環

をしていく、それこそが地方創生の最大の要」だと、

ローカルエナジー株式会社の故 秦野 一憲（はたの

かずのり）代表取締役がおっしゃっていました。一

体何をしたかと言いますと、地域新電力会社の設立

です。電気代は誰でも掛かりますが、外部から石油

を輸入する所から始まって、火力発電をして、いず

れにせよ外部から電気エネルギーを供給してもらっ

てということになるので、鳥取県だけでも年間

1,000億円の電気代が域外に流出しているというこ
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とが主眼にありました。その1,000億円を、地域の

中で電力をつくり、地域の会社がそれを供給する体

制をつくっていけば、その年間1,000億円という金

額が外に出ずに還流していくということで、地元の

ケーブルテレビ「中海（ちゅうかい）テレビ放送」が

中心となって、官民で１対９の共同出資により電力

会社を設立しました。１対９にしたのは、官が主導

的になると決定が遅いからということですが、民間

主導で機動的に経営ができる形をとりつつ、公共が

きちんと絡んでるということでこのような比率で会

社を設立し事業を展開しています。事業の中身とし

ては、太陽光発電であるとか、皆生（かいけ）温泉が

ありますので地熱発電も行なっているそうです。他

にも小水力発電や風力発電など、ありとあらゆる再

生可能エネルギーに取り組んでおり、それを地域に

供給しているというケースです。なおかつ災害時に

非常用電源として活用できるように、公民館ごとに

蓄電池を置いて平常時にここに過剰分をためておき、

エネルギーが地域内だけでなるべく完結できるよう

にしています。非常時にはこの電気を使用可能とい

うことで、レジリエンスにも寄与していますから、

日常的に域内の経済が活性化することと防災関係、

２つの目線から対応されている地域になります。こ

のような取り組みを私たちとしても非常に高く評価

しており推進していきたいと考えています。地域生

活圏形成のためにどのようなことができるのかにつ

いて専門の委員会を立ち上げて事例を収集していき

たいと思っていますので、注目しておいていただけ

れば、今後事例が蓄積していき、またご紹介できる

と思います。 

次は二地域居住についてお話します。二地域居住

については、９月にＮＨＫの番組、「時論公論」でも

取り上げられました。定着するか？と疑問形なのが

寂しい所でありますが、注目はされているというこ

とです。二地域居住については先に法改正をしまし

て、対応する制度を樹立した所ですが、これも骨太

方針の中で二地域居住の推進をしっかりと位置付け

て政府として取り組んでいます。二地域居住自体は、

先ほどの関係人口ということにもなってきます。１

人が１つの地域だけで生活をするのではなくて、地

方部に出て自然に触れるであるとか、自分の趣味を

生かすことができるという側面もあります。また、

私のように広島から東京に出てきている、田舎があ

る人間というのは、私の両親はまだ生きていますが、

将来墓守関連の話も出てきます。二地域に拠点を

持って生活することはこれから増えるであろうし、

それこそがウェルビーイングの向上にもつながるか

と思います。特に様々な経験ができるという意味で

も良いですし、いざという時に避難できるという点

では、首都圏にいる方々は、ぜひこの点にも注目し

ていただければと思います。都市部からの受け入れ

先として、確かにこの群馬辺りはほどよい距離感の

場所ですし、自然も豊かです。そのような点では、

二地域居住を推進する場としては非常に良い地域だ

と思います。国土交通省の施策としては、法改正を

してエリアを決めて、どのような場にしていくのが

良いのかは意外と難しい所で、交通の便自体が良く

ないと二地域居住は成立しません。そうかといって

あまり都市部だと、東京との違いも打ち出せません

から、どのような地域を促進区にするのかというの

は各自治体で考えていかれることかと思いますが、

エリアを指定してそこに政策を集中投入するという

ことです。先ほどの三豊市の例と同様ですが、住ま

いや、なりわい、コミュニティ、そのようなものを

地域を支援する支援法人や協議会などでサポートを

していく体制を取っていきたいと思います。これに

ついては官民連携プラットフォームをつくり、様々

な所での取り組みの横連携を図り、情報共有をして

いく、あるいは進めていくためには多様な企業、特

に二地域居住は行き来が必要になりますので、交通

の整備であるとか空き家のリノベーション、その辺

りで様々な事業者が関係しますし、皆で協力してい

くことによって裾野を広げていくということもでき

ますので、そのような皆さまの連携を広げていくた

めのプラットフォームを国土交通大臣も出席して、

10月29日に立ち上げた所です。また、プラット
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フォーム会員として群馬県もご参加いただいていま

す。プラットフォームの共同代表にＡＮＡホール

ディングスが入っているのは、いかにも移動に飛行

機を利用してくださいという所でありますが、まさ

にこういった交通機関とうまく協力体制をとりなが

ら、しっかりと取り組んでいくことが必要かと思い

ます。その他、プラットフォームの会員企業として

は交通関係であるとか、あるいは空き家の再生に関

わる企業など、アットホーム株式会社も入っていま

すということで、企業体として協力しながらこの二

地域居住を進めていこうということです。

ここまでが国土政策の話で、ここからは私の本来

業務の話もしていきます。コンパクト・プラス・ネッ

トワークについてですが、これが非常に不人気施策

でして、なかなか波及していません。このコンパク

ト・プラス・ネットワークの効果は必ずありますの

で、そういった所からお話をしたいと思います。人

口がまばらに減っていくと、人口密度が下がります。

そうしますと、あらゆるものの生産性が落ち込みま

す。例えば、コンビニは、大きな駐車場がある幹線

道路沿いのものはともかく、都市型のものはある程

度人口密度がないと成り立ちません。人口が全体的

に減っていくと、そういった人口密度を有するもの

が都市圏の中から消滅してしまう、すなわち幹線道

路沿いに車で行くようなコンビニしかその地域には

存在しないということになりかねません。生産性と

いう意味で言えば、小売業でも人口密度の高い所ほ

ど販売効率が上がるということになります。それは

行政でも同様で、行政コストの面でも１人当たりの

歳出額、これは全ての歳出を表しているもので、ど

こまで経済的に相関を説明できるかはともかく、人

口密度が下がるほど１人当たりの歳出額は上昇する

傾向がありますので、そういった面でもコンパクト

にしていかなければ、１人当たりのコストが上がり

税金に跳ね返る、あるいは企業としての収益が減っ

ていくことになります。そのためのコンパクト・プ

ラス・ネットワークということで、具体の制度は後

ほど説明しますが、これをすることにより生活の利

便性を向上していく、生産性の向上によって地域経

済を活性化する、行政コストの削減、また、環境負

荷という観点でも自動車交通の抑制で寄与できます

し、コンパクトにする場所をうまく選んでいくこと

で防災性の向上も図れます。以上がコンパクト・プ

ラス・ネットワークを行なうメリットになります。

先ほど申し上げた通り不人気施策ということで、

様々なご意見をいただきます。縮退均衡になるので

はないか、町の輝かしい未来が描けなくてシュリン

クしていくことになるのではないか、皆さまが最も

気にされているのは、郊外部の切り捨てになるので

はないかということで、このような多くの批判を受

けます。批判といいますか、総論的には理解できる

が、私たちの所を居住誘導区域から外さないでくれ

という声がどうしても出てきてしまいます。そこは

地域できちんと話し合いながら進めていかなければ

なりませんし、私たちとしても、もちろん郊外を全

て切り捨てるということではありません。先ほど地

域生活圏の話の時に重層的という話をしましたが、

全てのものが１つの場所に集まることになれば、今

の東京一極集中の地方版ができるだけですから、中

心部には中心部の機能を持たせつつ、郊外部には郊

外部としてある程度のまとまりを持って居住を続け

るということが重要です。これは、漢字にするとイ

メージしがたく、ご理解が進まないかもしれません

が、多極型の都市構造ということです。また、全て

の人口集約を図るものではないということです。当

然、強制的な集約ではありませんし、誘導による政

策になります。

このコンパクトシティの政策、立地適正化計画制

度を策定してから10年になります。つくった当初

から私たちはワンジェネレーション、30年かけて

進める施策だと思っていました。それは地方部の郊

外、特に山の中などにお住いの地域に愛着もある高

齢者を無理やり呼び寄せることは、とてもできませ

ん。ただ、高齢者の方々がそこで満足して最後まで

生活された後、子どもがそこに戻ってまた子育てを

していくと、そこで生活が繰り返されることになり
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ますから、子ども世帯はなるべく町の中心部、集落

の中でも小学校があるエリアに来てもらうという、

ワンジェネレーションかけてやっていく施策である

と私たちも感じていますし、そのように進めるべき

だと考えています。制度の根幹は都市機能誘導区域

という生活サービス、医療、福祉、商店等を誘導す

るエリアを設定して、そこに施設をつくる時に様々

な立地促進策としての誘導施設への財政支援を行

なって施設を誘導していくということと、居住誘導

のエリアを設定して、守るべき誘導すべきエリアで

あることを明確にし、なるべくそちらに居住を推進

してもらうということです。そういったエリアはあ

る程度の広さもありますし、点在していても構わな

いので、点在している居住誘導区域をつなげる交通

のネットワークもしっかりと維持していかなくては

なりません。後ほど公共交通の話もしますが、この

ようなことを施策の根幹としています。

都市計画は市街化区域と市街化調整区域に分かれ

ていまして、調整区域では基本的に何も建設できな

いということになっています。最初は調整区域を再

度貼り直して市街化区域を小さくしていく、これを

逆線引きと言いまして、それで居住地の誘導が進め

られれば良かったのですが、人口減少というのは、

ある地域が急激に人口減少するのではなく、全体が

スポンジ化していくように人口が減少していくもの

ですから、ある地域だけを市街化区域から外すとい

うことはなかなかできません。都市計画区域という

開発抑制の強制力の高い制度ではできなくて、ある

程度誘導という形で、引き続き建設することはでき

ますが、ここに誘導したいという行政の意思を表す

ことにより、時間を掛けて進めていこうという方向

ですので、現在も遅々として進まない状況です。立

地適正化計画、コンパクトシティの制度も10年経

ちまして、今568か所の市町村という、かなり多く

の所で計画をつくっていただいていますが、まだつ

くっていただけない所や、そもそもつくりっぱなし

という自治体もあります。そのような自治体をどう

していくのかというのが今後の課題です。

コンパクトシティの例をいくつかお見せします。

自分の地元だからというわけではなくて、広島県三

原市をお見せする理由は２つあります。１つは、図

書館を核とした「にぎわい交流拠点」ですが、最近の

まちづくりで成功している傾向として、図書館を活

用しているという事例が多いことです。従来型の図

書館を新たにつくるということではなくて、にぎわ

いの拠点にするということですが、これは比較的地

域住民の方の反発があるそうです。図書館というの

はゆっくりと新聞、雑誌や本を読む場なのであって、

にぎわいの拠点とは何事だと高齢者によく叱られる

と首長も言っていました。そういった機能を持たせ

つつ、広場と隣接させてイベントが可能な場所とし

て図書館を再構築していくということです。今、公

共施設の老朽化が進んでおり、それを再編する時期

だということで、そのような時期に合わせて図書館

建設の場所を新たに駅前エリアに移動させ、そこを

図書館という機能だけではなく、広場も設けて拠点

を構築し、にぎわいを取り戻すことができた町がこ

の三原市です。他にも、私が首長から「うまいこと

やったよ」と聞いているのは愛知県の小牧市と和歌

山県の海南市ですが、どちらもにぎわい拠点として、

駅前に図書館を誘導して活用されています。群馬県

内の図書館事情は存じ上げませんが、公共施設の再

編に合わせてにぎわいの核となる施設をつくりなが

ら、それだけではなく広場空間との機能をうまく連

携していくということが、１つの手としてあると思

います。

静岡県の藤枝市は、市有地を活用してにぎわいの

拠点をつくった成功例です。点在している市有地をど

のように拠点にしていくかということで、市の施設をつ

くるだけでは幅が広がりませんので、民とコラボレー

ションしながらＰＰＰ（Public Private Partnership）

やＰＦＩ（Private Finance Initiative）を活用し、都市

機能を誘導していくことが１つ重要な視点かと思い

ます。あと２つほど広域的な視点のものをお持ちし

ました。昨年、視察に行かれたと聞いていますが、

１つは姫路市です。ウォーカブルの所でまたお話し
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ますが、姫路市と周辺の複数の市町（たつの市、太

子市、福崎町）を合わせた、まとまった立地でコン

パクトシティのための方針をつくり、それぞれ役割

分担をして広域連携で成功した事例です。施設は、

交通結節点の姫路市につくることで、活用しやすい

所にきちんと置くということや、あるいは商業につ

いては姫路市中心部以外にも、このような場所につ

くりましょうなど、それぞれの市町で客の取り合い

にならないような役割分担を行ないましたが、これ

はかなり難しいと思います。各首長は全て自前でそ

ろえようと思いますし、そうして欲しいという市民

のご了解も得ながらやっていかなくてはなりません

ので大変だと思いますが、ある程度の人口で機能を

効率的に配置するためには、このような複数市町村

間の連携も非常に大切だと思います。そのような点

で、ご当地の群馬県の館林市では、複数の市町村が

連携して立地適正化の方針をつくり、きちんと役割

分担をし、それにもとづいて投資が分散しないよう

に整備されている例です。この広域連携の広域的な

立地適正化の方針は、全国でまだ６地域しかつくら

れていませんが、館林都市圏（館林市・板倉町・明

和町・千代田町・邑楽町）は早くからこういった先

進的な取り組みをしているということで、私たちも

評価しています。

立地適正化計画は、これまで10年間進めてきま

したが、今後の10年間に向けては、まずさらなる

裾野拡大を目指します。また、皆さまもご同意かと

思いますが、今まではコンパクトシティ実行のため

に立地適正化計画をつくるのではなく、先ほど申し

上げた誘導施設の予算が欲しいから立地適正化計画

をつくるという市町村も多くありました。施設をつ

くってしまえばそれで終わりということで、コンパ

クトシティという施策を全く推進していかない自治

体もあります。私たちとしては呼び水としての施設

誘導は当然するべきだと思いますし支援はしますが、

それ以降もきちんとコンパクトシティ化を進めてい

ただかなくてはなりません。「まちづくりの健康診

断」という名前にしましたが、このような体系を確

立し、どの程度コンパクトシティの立地の誘導が進

んでいるのかをデータをお示しして、振り返ってい

ただくことはしていきたいと思っています。また、

先ほどの館林都市圏のような広域連携も推進したい

と考えています。

令和７年度の概算要求の中でもコンパクト・プラ

ス・ネットワークの深化ということで、先ほど申し

上げた広域的なものについての立地適正化の方針を

作成する場合の支援を強化します。先ほどの姫路市

などの中播磨圏域の話のように複数の自治体で協働

して行なう場合、大きな病院をつくる姫路市だけ補

助の限度額を高めるというようなことです。他の市

町では同様のものはつくらないという協定を結ぶこ

とになりますが、そうすることによって都市圏の皆

が利用するものについて、しっかりとしたサービス

が提供可能なレベルのものをつくることができる、

そのための支援をするということです。今、そのた

めの改正をしようとしていますので、そのような所

も踏まえつつ、私たちとしても広域連携を進めてい

きたいと思っています。少々ぐちめいたことも言い

ましたが、以上がコンパクト・プラス・ネットワー

クの話になります。

ここからは経済界の話にもなりますが、産業立地

の促進についてです。先ほどのコンパクトシティは

商業と言っても小売業ですとか医療や福祉関連の立

地の誘導でしたが、近年、産業用地の需要の高まり

があるという全国的なデータが出てきています。熊

本にはＴＳＭＣ、千歳にはラピダスといった半導体

メーカーの工場がすでにありますし、高速道路沿い

やインターチェンジ近辺ですと物流施設という需要

もあります。この辺りはどのような状況なのかは、

この後の意見交換でお聞かせいただければと思いま

すが、そのような需要の高まりにキャッチアップし

ていき、工場などの誘致をしていくことは重要な施

策だと思います。私たちとしては、予算の面と土地

利用転換の迅速化という面でサポートしていきたい

と考えていまして、旧まちづくり交付金というもの

ですが、その中で都市開発への支援も行ないます。
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特に国家プロジェクトについては内閣府で工業用水

と下水と道路のような額の大きなインフラ整備につ

きましては特別の交付金をつくり、このような取り

組みを支援するということを進めています。国土交

通省のものを個別に見ますと、土地利用転換の迅速

化と書いていますが、これには開発許可の柔軟化も

含まれています。今までの開発許可というのは、市

街化調整区域ですと類型が決められていて、その類

型以外は許可が下りないというものでした。その中

でも許可要件が見直されたものとして、新たにイン

ターチェンジやその周辺における産業立地について

は、一定の配慮をするということに改正しました。

インターチェンジからの距離をどう決めるのかは、

それぞれ開発許可の主体が考えなくてはいけません

が、この改正でインターチェンジ周辺における産業

の立地が容易になったと思います。また、工場の増

設に関しても、ただ単に第１工場、第２工場という

ように量的拡大のための増設は認めていませんでし

たが、そのようなものでも開発許可を柔軟に出すと

いう方針に転換していますので、このような開発面

での許可は取りやすくなっていると思います。また、

農地転用や地区計画をつくる時の手続きを、時期を

重ねることによってスピードアップするということ

も合わせて行なっています。また、資金の問題で、

産業団地のようなものをつくる際のインフラの整備

に対して支援をするという所も今回充実させた部分

です。これ自体は昨年の経済対策で実施しましたが、

先ほどの土地利用転換のための迅速化として要件を

緩和するというものについては、今順次、取り組ま

れる自治体が増えてきていますので、これから非常

に効果が出てくる所かと思います。

公共交通の話を少しだけしたいと思います。都市

局の人間としては門外漢ではありますが、地域公共

交通の関係で言うと路線の廃止が増えているという

ことと、ドライバー数の減少、担い手に関する話が

非常に大切です。その中で地域で必要な公共交通と

は何かという所をきちんと捉えて、それを残すため

に何が必要かをしっかり協議をする、そのために必

要な体制をつくることが大事かと思います。公共交

通事業者と自治体との間では、ＪＲ西日本と広島県

の庄原市の例もありますが、非常に対立的な状況が

多く発生します。決着がつかない所は、国が調停役

のような形で入って本当に必要な機能は何なのか、

それを残すためにどの程度の費用が必要なのか整理

をしながら、存続するのかバスに代替するのか、存

続する場合でもその費用をどういう負担でやるのか

といった協議も行なっています。また、鉄道やタク

シー、バスなど複数の事業者が１つの市に入ります

と、どうしてもドル箱路線だけが取り合いになって、

郊外部まで力が回らないという一面があります。会

社間できちんと協定を結ぶことによって、全体とし

て最適化するためにはどのような路線関係や運賃に

していくのかを、独占禁止法に抵触しない形できち

んと協議をしたものについては国土交通大臣として

も認めるということで、地域で生き残るために各会

社がどう連携すればいいのかについては、協議運賃

制度を創設して進めようとしています。

公共交通については路線バスやスクールバス、福

祉の車両などがありますが、このようなものを集約

することによって効率化を図るといったことを、地

域で取り組んでいただくための支援も行なっていま

す。地域公共交通の「リ・デザイン」につきましては、

実現会議として省庁横断的に推進している所です。

最近の話で言うと、官民連携プラットフォームを先

月の下旬に発足しまして、様々な課題を解決する企

業と自治体とのマッチングであるとか、実証実験の

パイロット・プロジェクトの実施を支援していくと

いうことで、プラットフォームの会員の募集もして

いますので、関心のある方はご応募ください。

ここからが都市再生関係の話です。都市再生につ

いては大都市、地方都市で取り組んできましたが、

最新の都市再生特別措置法の改正で導入したのが

ウォーカブルになります。なぜウォーカブルなのか

と言いますと、地方都市に活力を持たせようと考え

た時に、人口も減少していく中で、１人当たりＧＤ

Ｐを増やしていく、そのためには先ほど申し上げた
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ような産業立地も大切ですが、知識集約型の経済と

いうもの、イノベーションをしっかりと創出してい

くことが重要になります。イノベーションを起こす

都市と起こさない都市にどのような違いがあるのか

は研究途上ではありますが、異業種の方々がうまく

ミックスするような、様々な意見交換できるという

地域がイノベーションを進めていけているように感

じています。そのような意味で、私は都市計画課長

ですからあまり良いとは思えないのですが、ごちゃ

混ぜの町と言いますか、そのような所でイノベー

ションを進めていかなくてはいけません。虎ノ門ヒ

ルズのような立派なビルが建ち、そこへ大企業の

方々が入りますが、そこだけでイノベーションが起

きるのではなくて、虎ノ門から下りて新橋で様々な

方とお酒を飲むことも必要ですし、ただ飲んでいる

だけではなくて、うまく交流する場を設けるという

ことが必要になります。そのような場をつくる時に

連携、イノベーションを起こすために居心地の良さ

や人を惹きつける磁力のようなものが必要だという

ことで、ウォーカブルというキーワードが出てきま

す。ウォーカブルといってもただ歩くだけではなく、

歩きたくなるということで、居心地が良く、歩行者

目線で様々なものにアクセスできる、そして多様な

交流ができるということを目指していくべきではな

いかと考えています。ウォーカブルに関しても様々

な制度があります。あるエリアを設定して、そのエ

リアに様々な投資を集中させることによって、そこ

の部分を居心地がよく、イベントが可能な場を設け

るということで、今、ウォーカブルのエリアを都市

再生整備計画区域の中でつくることにしており、全

国で382の都市がそういった取り組みを進めていま

す。群馬県では前橋市と館林市がウォーカブル推進

都市になっています。この中では、松山市も見に行

かれたとお聞きしています。

ウォーカブルを進めていくためには、当然ながら

ウォークする場所は公共ですが、その両側は民地で

すから、官民でうまく連携していかなければなりま

せん。ただ、官民連携のまちづくりといっても何の

ために行なうのか、そのために必要なもの、最初に

申し上げましたが連携が必要で、連携のためにはビ

ジョンとそのためのツール、そのようなものを皆で

共通理解していくことが大切だと思います。これま

では公共がビジョンをつくる場合が多くありました

が、三豊市のように、そのような取り組みを民間が

主導的に進めていくこともこれからはやるべきだと

思いますし、私たちは支援をする側にうまく回って

いかなくてはならないと思います。

ここからは様々な制度をご紹介しますが、皆さま

がやりたいことがそれぞれあると思いますので、そ

の取り組みに対してどの制度が有効かを見ていただ

ければと思います。活動初期から、実際に事業をし

ていく段階に至るまで、予算や場所の提供、主体の

面などにおいて、様々な支援を用意しています。予

算面で言えば、まちなか再生推進事業と言いまして、

これはビジョンをつくる時にそのための検討経費で

すとか実証実験のための経費の支援を行なっていま

す。まず、何かしたいと思った時に方向性が決まっ

てきたら、公共とともに共通のビジョンをつくると

いうことを私たちとしても支援をします。その時に、

当然、自立自走できるようにということで、補助金

頼みですとどうしても補助金の切れ目が事業の切れ

目になってしまいますので、そこは気を付けながら

ビジョンをつくっていくのかと思います。そのよう

な手助けが１つで、２つ目がウォーカブルの中心的

な支援ツールになりますが、「まちなかウォーカブ

ル推進事業」といって街路の再整備であるとか、あ

るいは１階部分のリノベーション、既存ストックの

再生もしています。大変人気の高い事業になってい

て、資金がショートしている面もありますから、ど

のタイミングで事業を行なうのかは、直接事業部局

に行かれることはないかと思いますので、まず各市

町村と相談しながら取り組んでいただきたいと思っ

ています。経済対策の中の補正予算でも付けました

から、私たちとしても資金をきちんと提供できるよ

うに努力していますが、タイミングは相談していた

だければと思います。
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その他、官民連携をするための場所として、当然

民地で民間が行なうこともありますが、公共空間を

利用していただく場合もあります。都市における公

共空間で最も面積が広い場所は実は道路で、しかも

道路は必ず歩行空間として人が立ち入っている場所

ですから、ここをうまく活用するというのは非常に

重要な観点かと思います。これについては占用の特

例制度を順次拡充し、オープンカフェや広告板など

で活用可能にしています。なぜオープンカフェや広

告板かというと、まちづくり団体がこれらから収益

を上げて、それをまちに還元したりイベントをする

ことができるようにということで、特に占用ができ

る形にしています。都市再生、都市局としてこのよ

うなものをつくったら評判が良いということで、今

度は道路局が道路法の中で歩行者利便増進道路

（ほこみち制度）というのを始めまして、こちらは

最長20年の占用が可能ですから、長期的な事業の

計画を立てることができるようになっています。こ

のように様々な制度が整い、幅広い事業が展開し得

るようになってきたと感じています。事例としては、

「まちづくり福井（株）」ということで第三セクターか

と思いますが、歩道にオープンカフェを設置してい

るものです。また、道路は交通を維持しなければな

りませんが、河川敷地というのは、非常に大きなオー

プン空間としてうまく使い得るものではないかと思

います。こちらに関しても占用の期間であるとか、

内容の柔軟化がここ数年で進んでいます。「ミズベ

リング」や「かわまちづくり」ということで、私たち

としても施策を推進している所でありまして、広島

市でも京橋川周辺で河川空間のオープン化が進めら

れていますし、道頓堀川などにはすでにありますが、

今まで河川に向かって開かれたスペースというもの

をあまり用意していなかった所を、取り組みとして

進めている所です。公園についても同様で、Ｐａｒｋ

－ＰＦＩという制度はお聞きになったことがあるかと

思いますが、公園空間にスターバックスなどの休憩

スペースを民間でつくる時に協定を結び、周辺部分

を一体的に管理してもらう、その収益を還元しても

らうという形です。公共は運営費を少し減らすこと

ができますし、民間としてはビジネスチャンスを提

供されるということで、建ぺい率等の緩和を受けて

ＰＦＩを進めるということが、今各地で行なわれて

います。

また、各種協定ですが、このような制度には協議

会、協定、法人といったものがよく出てきます。特

に協定が多いですが、協定自体は定められた事項に

それほど意味があるものではありません。この地域

でこういうことを実施するというものに対するお墨

付きというか、公共的な取り組みだということをき

ちんと示すことによって、地域としてまとまりがで

きていく、あるいは外部との関係がやりやすくなる

というためにご用意しているものです。法律で何か

特例はないのかと言われるとつらい所でありますが、

協定、あるいは法人になるということ自体に意味を

持たせて、推進をしている所です。都市再生推進法

人の法人側に移りますが、これは市町村が「ここは

まちづくりのためにしっかりとやっている団体だ」

ということで民間まちづくり団体を認定するという

ことになっています。業務は多岐にわたり、公共施

設や駐車場の整備、管理なども行なっていますし、

都市に関する様々な事業を推進している形です。主

体の規模や構成もそれぞれで、商店街の方々が皆で

協力してやりますという所もあれば、福井市は第三

セクターでされていますし、グランフロント大阪、

うめきたは三菱地所といった大手の開発事業者が連

携して、エリアマネジメントから行なっている法人

もあります。仙台市のように土地区画整理事業に

伴って行なっている団体もありますし、和歌山市で

は最近リノベーションに取り組んでいますが、その

ような観点でのまちづくり団体を都市再生推進法人

として指定するということもしています。

先ほどの土地区画整理事業を進めていく中で育っ

てきた仙台市のまちづくり団体が、公園事業施設の

整備、管理まで行なっている例では、フットサル場

をつくり、そこでの収益を他のグラウンドの管理に

も当てています。他にもいくつか事例紹介をします
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ので、今後見学に行かれる時に参考にしてもらえれ

ばと思います。次は、先月、私が視察した四日市市

の事例です。ここは近鉄とＪＲの四日市駅が離れて

いまして、その間を片側３車線の中央通りがつない

でいます。交通量はそれほどない道路ですので、そ

こをうまく再編していこうということです。戦後区

画整理をした都市ですと大きな道路が通っていて、

その道路が大きいがゆえに町が分断されるという状

況になっている地域もあります。その道路を四日市

市の場合は「ニワミチ」と名付け、広い道路を再編し

て片側に寄せて、残りの半分を公園のような形にし

ました。また、近鉄駅前の一等地は「バスタ」と言い

まして、ご存じの方もいるかと思いますが、新宿に

あるようなバスとタクシーのターミナル、バスタ新

宿の地方版のようなものを整備しています。歩行空

間であるニワミチには自転車専用道路もあります。

また、私も乗りましたがコミュニティバスの自動運

転の実験もしていて、将来的には近鉄とＪＲとの駅

間を自動運転で結ぶことも考えられているというこ

とで、うまく公共空間を利用してまちを再編してい

ます。このようなまちの再編をしていくと周辺のビ

ルの再開発も実は進んでいるということがありまし

て、やはり１つの投資をすることによってまちの価

値が高まり、自分たちもそれに合わせて古くなった

ビルを再編しようという動きにもつながりますので、

このような公共空間の再編を１つのトリガーにして

まちを再編していくことは重要かと思います。

次に皆さまも見に行かれた姫路市です。姫路市の

駅前も公共空間の再編で歩道部分を広くして、姫路

城に向かっていく場所をウォーカブルな空間にして

います。周辺道路の再編、環状線計画も合わせて行

ないましたが、駅前にイベントなどもできる広場を

つくり、まちの中心部分でにぎわいをつくっていき

ました。その他には熊本市の事例です。熊本市も熊

本城の前ですが、ここにバスの待合スペースとして

使っていた既存の道路があります。その隣で再開発

が進み大型複合施設が建てられるということで、そ

の中にバスターミナルを取り込みました。それに

よって道路空間の再配分が可能となり、広場部分は

にぎわい空間として整備をされています。前橋市で

も、河川部分についての緑地整備をされていると聞

いています。私は前橋市のこの事業を見ていません

ので、地元の方に説明するのははばかられるのでや

めておきます。これも私は行ったことはありません

が、ニューヨークのタイムズスクエアでの歩行専用

道路の取り組みであるとか、ポートランドでオープ

ンカフェ、にぎわいの創出など、海外でも行なって

いるようなものも合わせて、私たちとしてもそう

いったことを推進している所です。これらのポータ

ルサイトや手引きは、ご参照いただければと思いま

す。

最後に経済対策の話だけします。経済対策自体は

11月22日に、補正予算は先週金曜日に決定してい

ます。その中で地方創生2.0ということで、第１の

柱の中にきちんと地方創生も位置付けられています。

創世交付金の話もありますが、都市局の関係で言い

ますと、先ほどのコンパクト・プラス・ネットワー

クの実現と書いています。経済対策なのでここまで

しか書いていませんが、施策例として「稼ぐ力のあ

るコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり」

を挙げています。先ほど申し上げたような産業立地

のためのまちづくり交付金の増額であるとか、

ウォーカブルの増額、コンパクト・プラス・ネット

ワークのための誘導施設の整備の予算をここに付け

ていて、額としてはこれで180億円弱です。国土交

通省全体としては2.2兆円ですが、そのうち1.7兆円

は防災、減災の関係ですから、ここが１丁目１番地

でありながら、経済活性化については本当に今、足

りなくなっている所をきちんと最低限の措置を行

なったという形です。

それから、皆さんご関心どころだと思いますが、

地方創生本部を刷新して、このような新しい地方経

済・生活環境創生本部という形にして、12月に考

え方を決定しますという所までが公表されています。

私たちもこれに関しては、どのような取りまとめを

するのかは、おりてきていませんので、12月がど
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うなるかも分かりません。おそらくこれは、この後

の予算がどうなるかということと連動していく話で

すので、12月末の予算の編成の決着、これもまた

与党だけで決めきれない所ですので、国民民主党等

との協議をしていき、年末に決定すると思います。

今、決まっているのは基本的な考え方のポイントで、

地方の生活環境の創生であるとか、一極集中のリス

クに対応した地方の分散、またイノベーションとい

うお話しましたが、付加価値創出型の経済の創生、

そのためにはデジタルの活用と、最初にテーマだと

お伝えした、ステークホルダーとの連携の辺りが核

になるという所までは情報がありますが、これは

12月末に向けて皆さまも注視しておいてください。

私が言いたかったことは、冒頭に申し上げたよう

な、様々な方との多様な形での連携というもので、

１人ではできない、１つの企業ではできないことを

連携してうまくやっている例を本日はご紹介しまし

た。このようなことをそれぞれの市町や企業で取り

組んでいただく、私たちはそのお手伝いをしていき

たいですし、そのような中で必要な施策があるので

あれば、ぜひお伝えください。私たちとしても、着

実に取り組んでいきたいと思います。私からは以上

です。

（文責・事務局）
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未来探索委員会

２０２４年度の勉強会を終えて

 未来探索委員会

 委員長　金 井  　修

未来探索委員会では、2024年度は従来からの活動テーマである『会員にとって価値ある情報の提供』を目

的に活動してまいりました。

「未来のロードマップ探索」をテーマにした勉強会を開催では、急速に注目を集める生成ＡＩが今後のビジ

ネスにどのような変革をもたらすのかについて、実際の活用事例も併せて知見を得ることができました。

さらに、勉強会で得た知見をより深めることを目的として開催した国内見聞視察では、国内最先端の研究・

実証実験施設等を視察し、次世代のデジタル技術や通信を用いた未来社会の姿を体感することができました。

2024年度 第１回勉強会では、アクセンチュア テクノロジー テクノロジーコンサルティング本部 マネジ

ング・ディレクターの猪股 真也氏より「生成ＡＩと今後の未来について」、東日本電信電話株式会社 ビジネ

ス開発本部クラウド＆ネットワークビジネス部 クラウドサービス担当 担当部長の柴田 貴博氏より「ＮＴＴ

東日本からみる生成ＡＩ活用ユースケース」と題してそれぞれ講演をいただきました。猪俣氏からは生成Ａ

Ｉが拓く未来と可能性について、柴田氏からは具体的な活用事例を交えて、現場での実践的な取り組みにつ

いてお話いただきました。

2025年度におきましても、会員にとって価値ある同友会の実現に向けて、会員の興味・関心が高く、有

益且つタイムリーな国内外の旬な話題の提供や、今後の環境変化に対する知見を深める活動を引き続き進め

てまいります。

今年度も、会員の皆様の積極的なご参加をお願い申し上げます。
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お集まりの皆さま、今回このような機会をいただ

きまして誠にありがとうございます。アクセンチュ

アの猪股です。本日はよろしくお願いいたします。

私はアクセンチュアに新卒で入社して約30年間勤

めています。群馬県で2002年頃から数年間、当時

群馬県の大泉町に三菱電機株式会社の東京製作所と

いう拠点がありまして、そこで３年ほどプロジェク

トを担当していました。このような形で群馬に来る

ことができ、お話しできる機会をいただきましたの

は非常に感慨深いところです。

本日は、そもそも生成ＡＩとは何か、どのような

可能性があるのかということに関して、コンセプト

ベースの話を中心にしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

この手の生成ＡＩ講演セミナーはおそらく多々開

催されていると思います。もしくはＹｏｕＴｕｂｅを見

ても様々なセミナーもありますしウェビナーも行な

われていて、大抵この質問から入るかと思いますが、

本日会場にいらっしゃる皆さま、それからリモート

の方々、普段の仕事もしくはご自身の業務の中で

ＣｈａｔＧＰＴを含む生成ＡＩを活用されている方はど

のくらいいらっしゃいますか？　概ね４割ぐらいで

しょうか。だんだん雰囲気が変わってきていまして、

去年の今頃同様の質問をした際は、大体１割いるか

いないかという感じでした。これは私の経験だけで

はなくて、例えばソフトバンクの孫 正義社長が株

主総会などで講演してこのような質問をしますと、

去年の動画ですと10%ほど、今年は50%ぐらいと

言っていましたので、今、日本のビジネスマンの活

用状況はその辺りではないかと思います。

ここでおさらいしますと、生成ＡＩにもいくつか

種類がありますが、おそらく多くの人にとって最も

メジャーなのは、やはりＯｐｅｎＡＩという会社が提供

しているＣｈａｔＧＰＴ、これがおそらく最大であり一

番バランスが良い生成ＡＩかと思います。それ以外

にＧｏｏｇｌｅが提供しているＧｅｍｉｎｉ（ジェミニ）と言

われるものであったり、もしくはＯｐｅｎＡＩからス

ピンアウトしつくられたＣｌａｕｄｅ（クロード）。最近、

さらにインターネット検索と連動して動くサービス

も充実していまして、現時点でのトップランナーは

第１回　勉強会＜2024年11月８日開催＞

『生成ＡＩと今後の未来について』

アクセンチュア テクノロジー テクノロジーコンサルティング本部　マネジング・ディレクター　

猪 股 真 也　氏
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ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ（パープレキシティ）というサービスだ

と思います。合わせて生成ＡＩがどのような半導体

チップで動くのか、群馬県にも様々な半導体メー

カーがあるかと思いますが、トップが皆さまご存じ

のＮＶＩＤＩＡ（エヌビディア）になります。私は半

導体業界で長らく仕事をしていましたが、10年前

までは４番か５番手辺りでした。ゲームやグラ

フィックに強い半導体メーカーではありましたが、

今では誰もが認めるナンバーワンですし、株主時価

総額を見てもＡｐｐｌｅを抜くかという所で、おそら

くＮＶＩＤＩＡの時価総額だけで日本の証券取引所

のそれを超えるのではないかと言われていますが、

それぐらいの会社になっています。どこかで詳しく

ＮＶＩＤＩＡ の話ができればと思いますが、半導体

ではなくて事実上、その生成ＡＩが動くＯＳのデファ

クトスタンダードになっていることが彼らの一番の

強みです。今、世の中の生成ＡＩは、大抵ＮＶＩＤＩ

ＡのＯＳ上で動くようなイメージを持ってもらえれ

ば良いと思います。まずはこの辺りのサービスや会

社名は、主たるプレーヤーとしてご理解いただけれ

ばと思います。

次に、なぜ今生成ＡＩなのかということです。Ｃｈａｔ

ＧＰＴがおそらく世の中一般に公開された生成ＡＩと

して最初のものですが、2022年11月に公開され、わず

か２カ月でユーザーが１億人を超えました。ＧＡＦＡ

を中心にもしくはＬＩＮＥが複数カ月かかったものが、

ＣｈａｔＧＰＴは２カ月で１億人を超え、現在は２億人

を超えたと言われています。これは全世界ですが、

それぐらいの利用者数がいます。ＣｈａｔＧＰＴが、ど

の程度の知識を持っていてどのくらいの回答ができ

るのかというと、ＭＢＡや米医師試験、米司法試験

という形で、難関資格に全て合格できるレベルの回

答精度を持っています。圧倒的な知識量と生成能力

を持っていて、正直頭脳明晰な知識人のレベルも超

えてしまっています。

一体何ができるのかということですが、これも有

名な所を用意いたしました。最も種類が多いのは言

語（チャット）です。インターネットでアクセスして、

これが知りたいとかこれはどうしたらいいのか、と

いうことに回答してくれるチャットが一般的な使い

方ですが、それ以外にも絵を生成したり、私たちの

ような、ＮＴＴもおそらく同様だと思いますが、テ

クノロジー、ＩＴ関連の仕事をしている会社ではプ

ログラムを生成するとか、デザインの会社ではアバ

ターをつくったり、一時期ニュースになっていまし

たが、動画の生成も可能ですから、もしかすると映

画もつくれるのではないかと言われています。作詞

作曲をしているアーティストも非常に多いですし、

様々なデザインもできます。何かを入れればあらゆ

るものが生成されるということで、「生成ＡＩ」、英

語では「Ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ ＡＩ（ジェネレーティブエー

アイ）」という言い方をします。何かを投げると新し

いものが生成されるというサービスが活用されてい

ます。これは、全てをＣｈａｔＧＰＴだけでできるもの

ではなく、音楽や画像がそれぞれ得意な生成ＡＩな

ど、様々な種類があります。その辺りはネットに情

報がありますので、そちらを見ていただければと思

います。

様々なことができる生成ＡＩですが、アクセン

チュアとしても、あるいは世の中全般でも単純に何

か知らないことを教えてもらう便利ツールというわ

けではなく、様々なものが生成できるということで、

政治からヘルスケア、エンタメ、衣食住あらゆる局

面において様々な利用、活用の仕方があります。生

成ＡＩに対して利用、活用、この言い方が適切かど

うか分かりませんし、生成ＡＩ好きの方はこの言葉

を嫌いますが、本日は活用と使わせていただきます。

いずれにせよ、生成ＡＩは、様々な所で活用可能な

プラットフォームだと捉えてまず間違いないと思い

ます。新しい商品のキャッチコピーを考えたいがア

イデアが枯渇してきた場合に、「こういうキャッチ

コピー考えたいのだが、生成して」とか「ＳＮＳに投

稿したいけど、ありきたりな原稿は嫌だし、何か面

白いの考えて」といったことも含めて、何でも生成

できてしまいます。 

ここまでは一般的な話でしたが、次に、今アクセン
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チュア自身がどのように見ているかを中心に、大きく

２つの観点でお話したいと思います。前半では生成Ａ

Ｉが、一個人の仕事の仕方や働き方にどのような影響

を与えるのかという観点でお話します。生成ＡＩが

出てくる前から従来のコンベンショナルＡＩを含めて、

人間の能力に対してどのぐらいＡＩが進化してきてる

のかというレポートが、Ｓｃｉｅｎｃｅ誌などに掲載さ

れています。人間の能力を100%としますと、手書

き文字認識や音声認識、画像認識というのは昔から

言われていますが、かなり人間の能力を超えつつあ

るというのがレポートとして出ています。2016年

頃から従来のＡＩが読解力や言語理解能力も人間を

上回り、生成ＡＩが出てきた所で言語の推論であっ

たり小学校の算数、他にはコード、プログラムの生

成といった所も2022年の段階でほぼ人間の能力に

達していると言われております。今2024年ですか

ら、この後も新しい生成ＡＩが出てきますので、お

そらく人間を超えていると言っていいと思いますし、

これが数年後には人間能力を百倍超えるだとか、も

しくは10年後には１万倍を超えるとも言われてい

ます。この辺りは、私も特によく見ますが、ソフト

バンクの孫社長が分かりやすくプレゼンテーション

をされていますのでＹｏｕＴｕｂｅなど見ていただけれ

ばと思います。この能力の進化は止まらないと思い

ます。

このような中で私たちは、生成ＡＩとどのように

付き合っていくのか、もう活用するという言葉もお

こがましいぐらいです。私も元々、生成ＡＩに触れ

た当初はそうでしたが、日本人の一般的な活用の仕

方と生成ＡＩ先進国と言っていいアメリカで調査し

た所、結果がかなり異なりました。生成ＡＩで効率

よく仕事がしたい、何かを調べたいというＧｏｏｇｌｅ的

な使い方を期待する、実際そのように利用している

方が日本では多いです。おそらく先ほど挙手された

方もそうだと思いますし、私もそうです。アメリカ

はもちろんそのような使い方もありますが、どちら

かというと自分で考えつかないようなアイデアの生

成や、どう考えたらいいのかという投げかけをした

うえで、「こういう考え方がありますよね、このよ

うに進めたらどうですか」というやりとりを行なう

形の使い方をしています。これを見ると、もちろん

効率化を求めるような、もしくは調べるという使い

方もしますが、個人の力を高めていくという意味で

は、このアイデアの生成を軸に本来は活用するべき

ではないかとアクセンチュア自身は考えています。

これも私が通った道ですが、生成ＡＩを活用して

いると、時々疑問に思うことが出てきます。これは

おそらく間違っている、もしくは自分はこのような

ことが知りたいと期待しているものと異なるといっ

たことが起きます。それは、ハルシネーション、幻

覚と言ったりしますが、もっともらしい嘘をついた

り、よく調べるとおかしなことを生成している場合

があります。そのようなことが続きますと、生成Ａ

Ｉはあまり役に立たないと思ってしまいます。その

ように感じること自体は別に間違いではないと思い

ますが、そうしますと自分の認知の範囲内でしか生

成ＡＩは活用できません。生成ＡＩは知識量、考え

る力というのは人間の能力を圧倒的に超えています

ので、結局自分の幅を超えるような使い方をしてい

ないということですし、生成ＡＩ能力を活用しきれ

ていないことになります。これを踏まえると、やは

り考え方として人間が得意なことと生成ＡＩが得意

なことをきちんと理解したうえで、自分ができるこ

とや得意なことは自分がやる、生成ＡＩが得意なこ

とは生成ＡＩを活用する、このようなうまいシナ

ジーのつくり方が非常に大切だと考えています。こ

こでは模倣という言葉で表していますが、生成ＡＩ

はインターネットの世界に存在するあらゆるデータ

を学習し、それをベクトル化とも言いますが、方向

付けをして、言われた情報にもとづいて全てのデー

タを組み合わせて答えを出すようにつくられていま

す。ある意味、別の言い方をすると模倣とも言えま

すが、それが非常に得意で、驚異的なスピードで常

に使えるということなので、ここを理解したうえで

活用していくことが大切になってきます。 

そのような考え方にもとづくと、個人レベルで仕
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事をしていく場合、どのような効果が得られるかと

言いますと、本質的には大きく３つあると思います。

まず、時間短縮が可能です。何か複雑なことをアウ

トプットしないといけない時に、そのやりたいこと

を生成ＡＩに伝えて基本的なドラフトを用意しても

らうような使い方です。完璧なものが出てくるわけ

ではありませんので、できていない部分は人間が補

うわけですが、これだけでも相当助かります。本日

は使用していませんが、このような講演内容に関し

てどのようなテーマで時間がどの程度で、参加者は

どのような方々で、このようなメッセージを伝えた

いと入力すると、全てのアジェンダとスライドを生

成してくれます。あとは自分で多少手直していけば

完成する、そのようなこともできる状態になってい

ます。また、そもそもの考え方ですが、皆さまは企

業経営のレベルで経験豊富で様々な知識があるかと

思いますが、やはり生成ＡＩにはかなわないと思い

ます。そのため、「このようなことがしたいのだが、

もっと世界の英知を含めたアイデアをくれ」と言う

と様々な回答をしてくるので、そのようなものを活

用していく、もしくはそれを投げかけることによっ

てフィードバックをくれますし、それに対して自分

がこう言うと、また生成ＡＩはこのように返してく

れる、サイクルを生み出すような形になりますので、

お互いに高め合うような関係性をつくっていくとい

うことが大切です。

これを踏まえ、アクセンチュアは生成ＡＩと各個

人がどのような付き合い方をするべきだと考えてい

るかというと、「バディ」のようなものではないかと

思っています。バディと言いますか、仲間や同僚と

いったもので共に過ごし高め合っていく、サポート

し合う、そうすることによって人間でしかできない

業務により注力することができるという支援のプ

ラットフォームであるかもしれません。かゆい所ま

で手が届くサービスができるかもしれません。この

ような形で生成ＡＩは道具ではなく、共に過ごして

いく仲間なのではないかと捉えています。アクセン

チュアだけがそのように考えているわけではありま

せん。ＯｐｅｎＡＩが提供している動画があります。父

親と息子がいますが、三角形の辺の長さや角度の求

め方に関してｉＰａｄ経由で生成ＡＩの家庭教師に教

えてもらっている状況です。文字を入力せずに家庭

教師が順番に話しながら教えていきます。「まずこ

この辺はどういう意味か、この角度はどう求めるか

分かりますか」と。それに対して回答すると違いま

すよとかいうやりとりをしています。この動画は

「ＣｈａｔＧＰＴ家庭教師」と検索するとＹｏｕＴｕｂｅでも

出てきます。そうしますと、ここまでやってくれる

のかといったような、本当に自然な言語で話してい

ます。まだ、英語だけかもしれませんが、この動画

が紹介されたのは半年前ですから、今はこれ以上の

ものが用意されているかもしれません。このような

形で人間の能力をサポートしていく、高めていくと

いう所は、おそらく最も生成ＡＩ活用に当たって、

期待される考え方ではないかと思います。

このようなコンセプトもありながら、アクセン

チュアが実際に今どうしているのかということを、

少し宣伝も交えてご紹介します。私たちの仕事は、

様々なコンサルティングであったり、テクノロジー

を活用してお客さまにＩＴサービスを構築し提供し

ていくということですが、その中で様々なレポート

をまとめたり、議事録を作成したり、調査をするな

どデスクワークがあり、自分でカバーしきれないも

のは同僚にお願いする、もしくは部下に依頼して

やっていたわけですが、そのような業務に関してピ

アワーカーという言い方をしていますが、生成ＡＩ

のことです。ピアというのは同僚、バディと似たよ

うなニュアンスですが、同じレベルの一緒に働く仲

間という形で、ピアワーカープラットホームを用意

しまして、全社員がそれを使用していくということ

を、２年ほど前から進めています。これは一例ですが、

その生成ＡＩを活用したアプリ、皆さまもｉＰｈｏｎｅや

Ｇｏｏｇｌｅであればアプリストアというのがあると思

いますが、生成ＡＩアプリストアが社内で公開され

ています。現時点でおそらく200か300ほどあるか

もしれませんが、仕事に役立ちそうなアプリを有志



― 86 ―

が用意して、誰でも使える状態になっています。情

報を収集しアイデアをつくって、調査・分析して実

行する。自己研鑽するということに関して、アプリ

ストアに行って生成ＡＩのプロンプトと言いますが、

そのアプリをインストールすればすぐにＣｈａｔＧＰＴ

を使用できます。１つの分かりやすい例ですが、私

たちは毎年大体2,000人ほど新卒社員を採用してい

まして、研修の内容の１つにプログラミングがあり

ます。テクノロジーの仕事である以上は必要になり

ますので、今はｐｙｔｈｏｎ（パイソン）と言われている

ものを研修のテーマにしていますが、過去10年ぐ

らいはＹｏｕＴｕｂｅのような研修動画を生成して、そ

れを見ながら受けてもらっていました。今年からは

ＣｈａｔＧＰＴによるｐｙｔｈｏｎを教えるコーチのアプリ

を用意しました。基本的な説明は全てこのＣｈａｔＧＰ

Ｔに教えてもらう、分からないことは質問するとい

う形で１、２カ月研修を受けてもらうように変えま

した。何が起きたかというと、研修終了後にテスト

を実施していますが、今年は過去10年よりも圧倒

的に高い正答率でした。本当に本人のかゆい所の質

問に全て答えてくれますし、あとはプログラミング

をしていますと、質問をするのが恥ずかしいことも

ありますから、その結果多少分からなくても進めて

しまうメンバーもいたと思います。ＣｈａｔＧＰＴであ

れば気軽に質問できますし、結果として理解度が高

まったということになります。今までは新入社員向

けだけでしたが、今後は従来の社員も私もリスキル

が必要な面もありますから、このようなものでリス

キルしていこうと、アクセンチュアは進めています。

ちなみにこのＡＩはヨーダという名前が付いていま

す。

生成ＡＩを使う時のプログラムではなく、相談の

ようなコマンドですが、「このようなことが知りた

いのだが、どうやったらいいの」ということをプロ

ンプトと言います。そのプロンプトのアイデア募集

大会を開催しました。その中で「こんなことがあっ

たらいいよな、このようなことで世の中は面白くな

るのではないか」など、様々なアイデアを出してく

ださいというイベントを行ないました。過去に開催

した時には、全く盛り上がりませんでしたが、先日

アクセンチュア社内で行なった所、ものすごい量の

応募がありました。プロンプトのテーマは、アクセ

ンチュアの仕事には関係のないものがほとんどです。

普段の生活の中で、このようなものがあったら面白

そうだというものが出てきて、実際に私はデモンス

トレーションを見せてもらいましたが、少し予算を

付ければ、そのままサービスになりそうなものが簡

単にできてしまう、そのようなものがアイデア次第

で生成できるわけです。本日はデモンストレーショ

ンをご紹介する時間がなく恐縮ですが、こうするこ

とによって生成ＡＩを活用するあり方が発展できる、

個人の能力も高められるということです。ちなみに

これもソフトバンクがこのようなイベントを世界規

模で行なっていて、１万人ぐらいエントリーしてい

るそうですが、その中から、毎年孫社長が良いと思っ

たものを1,000個ほど特許の申請をしているそうで

す。今まで特許申請数はトヨタ自動車が長らく日本

のトップだったようですが、今年はもしかするとソ

フトバンクが上回ったかもしれないとおっしゃって

いました。特許を抑えられないように、私たちも頑

張っていく所存です。ここまでが個人レベルの働き

方や活用の仕方として、生成ＡＩをバディとして働

く仲間として、支えてもらう相手として関係をつ

くっていく、さらにそこから新しいアイデアで活用

していくという所を紹介させていただきました。

ここからはもう少し企業レベル、もしくはその事

業レベルではどのようなインパクトがあるのかとい

う話をしたいと思います。アクセンチュアがまとめ

たデータがあります。社会に数々ある業種の中で生

成ＡＩに取って代わられる、もしくは大きな影響を

受ける職種は何かということを調べたものです。そ

の中で、これまで出てきたテクノロジーのツールは、

どちらかというとブルーワーカー的な中でも定型的

なものをオートメーション化したもの、半自動化す

るというものが多かったのですが、生成ＡＩに関し

ては仕事の内容を見る限り、どちらかというとホワ
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イトカラーの業務で、分析する、判断する、アイデ

アを出すといった仕事です。そのうち半分程度の仕

事は、生成ＡＩに取って代わられるかどうかは分か

りませんが、多大な影響を受けるのではないかと見

ていまして、事務作業、営業、コンピューター、プ

ログラミング、事業運営、他にはアート、デザイン

といったような仕事に影響があるのではと見ていま

す。このようなことを踏まえると、企業レベルでも

これらの職種で生成ＡＩは活用可能ではないかと思

います。実際、もう少しコンセプチュアルに見てい

きますと、２つの絵があります。一個人で見ると先

ほど申し上げた通り、個人のパートナーとして様々

な仕事をアイデア豊富により早く活用していくとい

うのが１つの形だとして、それを一個人だけではな

くて全社員がそれぞれのバディを持っていれば、そ

のＡＩバディ同士に直接対話をしてもらうと業務の

スピードも速くなり、もしかすると新たなアイデア

を持って進む可能性があるのではないかということ

です。数年後にはお客さま、もしくは取引先のサプ

ライヤーもこのようなバディＡＩを社員レベルで活

用していれば、そのＡＩ同士でも会話をしてもらい、

金額調整もしくは納期調整をしておいてもらう、も

しくは納品場所、倉庫管理をＡＩに任せるといった

ような仕事の仕方という世界観はあるかもしれませ

ん。もう少し別の表現をしますと、究極は生成ＡＩ

をフル活用することによって、最近よく言われる「デ

ジタルツイン」というものが全社レベルで起こり得

るのではないかと見ています。デジタルツインとい

う考え方は、世の中でもそうだと思いますが、工場

や生産拠点ベースにラインや機械装置の配置換えな

どで活用しましょうということが多かったのですが、

そうではなく企業のデータも全てデジタル化して、

経営判断や業務の進め方自身も全てデジタルツイン

化して最適化していくということが可能だと思いま

す。財務データなどに関して、大きな企業であれば

大抵ＢＩ（Business Intelligenceビジネス・インテ

リジェンス）と呼ばれる、もしくは様々なデータベー

スがあって、分析ができる状態になっていると思い

ますが、実際の分析は経営企画や経理部の方、また

は財務部門の方が種々調べてレポートとしてまとめ

ていると思います。これも数年後には生成ＡＩが在

庫増や地域ごとの売上減に対して全て分析してレ

ポートをまとめてくれる、そのような世界観は実際

にあり得ると思いますし、そのようなことが、エン

タープライズドデジタルツインというレベルで起こ

り得るのではないかと考えています。

もう少し具体的に見ていきますと、会社の生産性

を高めていく、もしくは仕事の仕方を変えていくと

いう観点で３つのアプローチがあると思います。こ

の辺りは弊社の本業でありコンサル部分が色濃く出

ているかもしれませんがお付き合いください。まず、

生成ＡＩに関して私たちのような会社は、せっかく

活用するのですから個人のアイデア出しや生産性の

向上だけではなくて、会社全体の働き方を変えてい

く、仕事のプロセスを変えていく、そのようなコン

セプトで考えていくべきであり、そのポテンシャル

はかなり大きいと思っています。次に、それを実現

するためには、包括的な従業員教育・リスキルが必

要です。やはり従来の生成ＡＩを知らない人たちで

は、正直デザインや実行、成果創出は難しいと思い

ますので、その辺りの知識があり勧められる、提案

できる人材をしっかり育成していくことが必要に

なってくると思います。最後に、生成ＡＩに関して

はインターネットにブラウザでアクセスして活用す

るレベルでは企業レベルの生成ＡＩの活用としては

十分ではありませんから、しっかりと企業レベルで

活用できるＡＩ基盤をつくっていく必要があります。

この３つに一体となって取り組む必要があると考え

ており、それに伴い、例えばお客さま体験に関して

新たな価値創造ができる、もしくは新しいビジネス

そのもの、先ほど生成ＡＩでこのようなサービスが

あるとご紹介したようなそのものかもしれませんし、

気付いたら生成ＡＩが裏で動いているサービスかも

しれませんが、新たな事業開発、そのようなものが

できる可能性があるのではないかと見ています。

実際にある保険会社で動いている案件があります。
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企業によって営業に求められるものは異なるかと思

いますが、一般論として営業としてのお客さまに対

するコミュニケーション力は重要です。それに対す

る製品知識やもしくは生産、在庫物流部門との調整

能力、あるいは社内の人脈といったもの、実は優秀

な営業マンというのは対顧客だけではなく、対社内

も含めて様々な情報を持っているからこそ商品を売

ることができるのだと思います。これは私も経験則

的にそうだと思いますし、もちろんそのような方が

大勢いれば良いですが、これから労働力が激減して

いく中で、優秀な営業人材を確保するのは非常に難

しいですし、育成するのも大変だと思います。そう

した時に１つの考え方として、いわゆる知識といっ

た定量的に把握できるようなものは全て生成ＡＩに

管理、分析、報告させて、人間にしかできないお客

さまの関心を押さえる、お客さまの懐に入るような

間合いで話をする、または会食など生成ＡＩが苦手

な所にフォーカスしてもらい、それ以外の所は先ほ

ど申し上げたＡＩバディにサポートしてもらうよう

にします。そうすることによって、できる限り多く

の方々が優秀な営業マンに近い形で仕事をすること

ができないかを模索します。おそらく製造業でも導

入されていると思います。私が最近お聞きしたのは

保険業界の話で、元々、保険業界の皆さまはすでに

パソコン業務が増えていると思いますが、より進化

したモデルが登場するのではないかと思っています。

これはまだ概念的で、先ほど個人レベルの生成Ａ

Ｉが連携してという話をしましたが、個人だけでは

なく営業部門、製造部門、物流部門、調達部門それ

ぞれ部署としてのバディＡＩが様々な情報を連携し

ていくことは可能です。今でも需要予測や販売計画

があり、需給調整をして生産計画を立て、調達計画

をつくっていくようなことを既知のシステムでされ

ているかと思いますが、大抵の場合はそれに合わせ

て、人間系の調整が必須だと思います。今後はその

ような人間系の調整を、さらに生成ＡＩで最適化し

ていくようなことが、生成ＡＩの未来のあり方かも

しれないと思っています。それが社内だけでなく、

お客さま、もしくは取引先、サプライヤーと連携し

ていくポテンシャルもあると思います。最近私たち

はアメリカで生成ＡＩでナンバーワンのリスキルの

会社を買収しました。そこはスタンフォード大学と

連携しながら生成ＡＩのスキルを高めていくような、

様々なトレーニングコンテンツを持っている会社で

すが、すでにどういったものを教えていけばいいか

という一般的な雛形は全て用意されています。アク

センチュアとしては、このようなものが将来必要に

なるのではないのかということで、今取り組んでい

る最中です。お客さまの社員のスキル情報、各個人

がどのようなタイプのサポートを好むのか、もしく

はシステムの操作ログなど全てデジタル化したうえ

で、その方の属性やスキルに応じたトレーニング内

容を生成して提供していくという形で、より早くよ

り高くその方の能力を高めていくご支援ができない

かということを考えています。まだこれは、このよ

うな会社を買収してそのようなコンテンツを作成し

ていこうという検討段階ではありますが、これはア

クセンチュアに限らず、このようなコンセプトで日

本の企業でも始めている所もあるかもしれませんし、

自社でもできる可能性はあるかと思います。 

最後に、こちらは企業レベルで取り組むにあたっ

て大切なポイントのＩＴの基盤に関する話です。要

するに生成ＡＩを活用するに当たり、まず何をした

いのかというインプットが必要です。通常のネット

で使用できるようなものは、一部音楽や画像などの

インプットも可能ですが、大抵はテキストです。実

際、会社にはテキスト以外にも様々なものがイン

プット情報として存在します。そのような情報をき

ちんと生成ＡＩにインプットできるようなコネクタ

が必要ですし、そこから利用者が何をしたいのかと

いうことを、会社レベルで補正したり判定するよう

な機能も必要です。他には生成ＡＩ自身も今このタ

イミングはいわゆるＣｈａｔＧＰＴが主流ですが、５年

後はもしかすると「ああ、ＣｈａｔＧＰＴあったね」と

いった状況になるかもしれません。10年前には

ＩＢＭ Ｗａｔｓｏｎ（ワトソン）が主流だったかと思いま
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す。ＩＢＭ関係者の方がいましたら大変申し訳あり

ませんが、最近はほとんど耳にしません。現在は

ＣｈａｔＧＰＴが主流ですし、もしくは最近値段の安さ

からするとＧｅｍｉｎｉの方が良いというお客さまもい

ます。このような形で、多様なＡＩとお客さまをき

ちんとつなげられるようなＩＴの基盤、また最終的

に生成ＡＩが出してきたものを情報セキュリティの

観点や倫理的なものも含めて、本当にそれを出力し

て問題がないかチェックするような機能、それを踏

まえて会社に必要となるレポートやプログラムを出

力する、このようなものが必要ではないかと考えて

おり、アクセンチュア自身の生成ＡＩも以上のよう

なコンセプトにもとづいて構築運用しています。弊

社のお客さまには、このような形でご提案すること

が多いですし、他の会社からも同様のコンセプトで

提案されるかと思います。いずれにしても、単純に

インターネットのブラウザだけではないということ

をご理解いただければ幸いです。

弊社といたしましても様々な取り組みを行なって

いる最中で、今私たちがどこにいるのかをご紹介し

たいと思います。私たちは、生成ＡＩ登場前からこ

のような進化を見越して、調達、人事、経理といっ

たバックオフィス部門のグローバルレベルでの集約

を進め、そこからさらに経営の判断に関して属人的

な判断ではなく、あらゆるものをデータ化して判断

するという取り組みを進めて来た所で生成ＡＩが登

場しました。今まで私たちはどちらかと言うと、お

客さまの変革を促す立場でしたが、生成ＡＩの登場

に伴い、私たち自身が変革し得るということになり

ました。今まで私たちが行なっていた調べ物などは、

全てお客さま自身が検索すれば事足りてしまいます

し、さらに詳細な方法を生成ＡＩが提案してくれる

ようになったということで、今までの仕事の仕方だ

と、私たちは全ての仕事を失います。その中で仕事

の仕方の再定義、リモデルを進めている所です。最

終的には先ほど申し上げたデジタルツインエンター

プライズという形で会社の事業運営が全てデジタル

化されている状態で迅速な経営判断をし、さらには

サービスにも反映していくというコンセプトで進め

ています。

駆け足でのご説明となりましたが、どこから始め

れば良いのかということを３つお話しします。本日

はおよそ半分の方はすでに活用されているというこ

とでしたので、残り半分の方々、パソコンもしくはス

マートフォンでアプリストアから１分でＣｈａｔＧＰＴ

はインストールできます。無料でも使えますし、有

償でも１カ月当たりそれほど料金は掛かりません。

それで世界の英知を活用することができますので、

もし生成ＡＩの可能性を感じていただけたのであれ

ば、本日中に、ＯｐｅｎＡＩ、ＣｈａｔＧＰＴ他にもいくつ

かありますので何でも良いと思いますが、ぜひイン

ストールしてください。もしくは、パソコンでＣｈａｔ

ＧＰＴと検索し、アクセスしていただければと思い

ます。２つ目は、やはり自分だけで使用していると

アイデアが行き詰る部分もありますので、どのよう

に使えば良いかといった飲み会の雑談でもいいです

し、生成ＡＩをスマートフォンに入れておいて、飲

み会に参加させても面白いかもしれません。そのよ

うなアイデア交換として使ってみるということです。

使っていくうちに生成ＡＩは何が得意で何が苦手な

のか分かってきたら、少しずつ仕事に活用していく

といった流れになると良いのかなと、これは個人的

な所感も含まれておりますが、そのように思います。

３つ目は自社の情報のデータ化です。先ほど申し上

げた全社レベルでの生成ＡＩの活用ですが、即座に

対応するのは難しいと思います。やはり何ができて

何が苦手なのかを社内の大多数の方が理解していな

いと進められないと思いますので、それを理解して

いく中で自社の紙だけの情報であるとか旧システム

のＥｘｃｅｌデータ、そのようなものを全てデータベー

スに取り込んで生成ＡＩが学習可能な状態にしてお

く、そのような準備が進めておくことができれば良

いのではないかと考えています。

ここからは余談になりますが、私自身は元々、Ａ

Ｉエンジニアではありませんし、お客さまにより良

いものを提案したい、よりスピーディーに仕事がし
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たいという中で、たまたま生成ＡＩのＣｈａｔＧＰＴが

発表されたことを知りました。いざ始めてみるとそ

のすごさに驚いてのめり込んだ人間ですが、なぜこ

れほどすごいと感じるのだろうかと考えました。私

は1994年頃に社会人になりまして、1998年頃にイ

ンターネットが登場した世代ですが、これはイン

ターネットに触れた時の衝撃に近いと思いました。

自分自身、なぜあの時インターネットと心中するよ

うな仕事の仕方をしなかったのかと長らく思ってい

た感覚が、生成ＡＩに触れた時にありました。

ｉＰｈｏｎｅを見た時も、同じように私は何かすごいも

のに触れているのではないかと感じました。そのよ

うなことを考えている時に、今回の講演の機会をい

ただき、もしかするとすごい人類の発明に触れてい

るのかもしれないという気持ちから、ＣｈａｔＧＰＴに

「人類が始まって以来の社会・文化・政治・経済に

大きなインパクトを与えた発明を出してくれ」とお

願いしました。ＣｈａｔＧＰＴの回答には、火の利用や

言語の発展といった人類の大前提となっているよう

なものの他に、私が衝撃を受けたインターネット、

スマートフォン、広い意味でもありますが人工知能

がありました。本当に今まさに私たちは、人類始

まって以来の発明ベスト20に入る発明の真っ只中

にいるということです。現代の先進国で生きていく

中で、これらの技術の活用、発明がない状況で過ご

すことはあり得ないと思います。これから10年、

20年、30年、私も今50歳過ぎていますので、人生

残り30年くらいかもしれませんが、30年後はどの

ようなことになっているのかという大いなる期待を

持って、生成ＡＩに触れていきたいと思っています。

最後にお伝えしたいこととして繰り返しになりま

すが、生成ＡＩ、人工知能と呼ばれるものは、火や

電気のようなものと同等の発明だと考えていいので

はないかと思います。ＣｈａｔＧＰＴが多少色を付けて

出してきたかもしれませんが、私は肌感覚的にもそ

う思いますし、多くの方も同様に思っていただける

のではないかと思います。そのため、このような時

代にビジネスマンとして過ごせるのは千載一遇の

チャンスだと思っています。ぜひ皆さまも、本日の

会議は未来探索委員会と伺っていますが、本当に未

来を創造する１つの大きな発明に触れているタイミ

ングでありますので、興味を持たれましたらご活用

いただければと思います。駆け足のプレゼンテー

ションとなり、ご不明な点もあったかと思いますが、

本日は以上となります。ありがとうございました。

（文責・事務局）
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　ご紹介いただきました、ＮＴＴ東日本の柴田と申

します。本日はこのような貴重なご機会いただきま

して、誠にありがとうございます。先ほど猪股さま

から、生成ＡＩの技術動向や将来に向けた可能性な

ど幅広くご講演いただきました。私からは、生成Ａ

Ｉを活用するユースケースを中心にご紹介をしてい

けたらと思っています。

　まず簡単に、私の自己紹介です。私は1999年に

入社し、現在入社25年目になります。これまでネッ

トワーク事業や研究開発、実用化開発などを経験さ

せていただき、現在はクラウド・SaaSなどのサー

ビス開発を担当しています。好きな言葉は３つの意

ですが、「熱意」、「誠意」、「創意」をもってビジネス

に取り組んでいきたいと思っています。趣味は旅行

やキャンプ、また出身が富山県でして、スキー・ス

ノーボードなども好きで出掛けています。先ほど生

成ＡＩの活用という所で手を挙げた方もいらっしゃ

いましたが、ビジネスでの生成ＡＩの活用もそうで

すが、私は日常生活の中でも生成ＡＩを活用してい

ます。例えば、しっかり者の妻に言われて、私は旅

行プランもきっちり作成しますが、その時生成ＡＩ

に「２泊３日の京都旅行についてプランを作成して」

と投げ掛けると即座にプランが提案されます。そこ

に「南禅寺で湯豆腐食べたいね、ランチに組み入れ

て」と入力しますと、そこを含めてプランが作成さ

れます。今までは一つ一つ調べて作成していました

が、その手間も省けます。このようにプライベート

でも生成ＡＩを活用しています。 

まず、弊社ＮＴＴ東日本について少しご紹介しま

す。電信電話と付いていますし、電話やフレッツ光

回線のサービスを主体で提供しているイメージをお

持ちかと思いますが、昨今ＩＣＴ（Information and 

Communication Technology）ということで、ク

ラウドをはじめとした様々なソリューションをお客

さまにご提供する所に力を入れています。また、本

日のテーマである生成ＡＩについても、そのような

ＤＸの活動を社内で使い倒して得たノウハウやソ

リューションをお客さまに提供しています。ＮＴＴ東

日本が目指すものということで掲げているＰｕｒｐｏｓｅ

（パーパス 存在意義）があります。私たちＮＴＴ東

『ＮＴＴ東日本からみる生成ＡＩ活用ユースケース』

東日本電信電話株式会社 ビジネス開発本部クラウド＆ネットワークビジネス部　　

クラウドサービス担当 担当部長　　　

柴 田 貴 博　氏　
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日本は「地域のミライを支える価値創造事業を中心

として、地域の皆さまとともに持続可能な循環型社

会の共創」を目指していきます。皆さまに頼られる

ソリューション、イノベーションパートナーとして、

地域の課題解決と価値創造に貢献していきたいと

思っています。そういう観点で申しますとＤＸ、デー

タドリブンなソリューションを提供して、お客さま

のビジネスの生産性を上げる、課題解決につなげて

いく所に貢献したいと思っています。

ＮＴＴ東日本も生成ＡＩやＤＸに取り組んでいま

すが、どのような観点でこれまで取り組んできたか

という経緯をご紹介します。これまでのＮＴＴ東日

本は、先ほどの通り電話通信がベースの会社で、成

り立ちもそうですがお堅い風土でした。現在、コロ

ナを契機として急激にＤＸ化を推進するということで

社長メッセージも含めて取り組んできました。その中

で生成ＡＩを活用した業務の改善や、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ365

をはじめとしたローコードツールなど、自分たちの

業務ＤＸを通じて生産性を上げていくことに力を入

れて取り組んできました。また、リスキリングとい

う話が猪股さまの話にもありましたが、デジタル人

材をしっかりと育てていくということで、各専門分

野に関して高度な社内外案件に対応できるような人

材を各地域で育ててきました。このような人材を通

じて、地域のＤＸソリューションの貢献をしていき

たいと考えています。 

続きまして、生成ＡＩの活用推進になりますが、

準備、活用、浸透という３ステップが重要かと思い

ます。まず、生成ＡＩを活用するにあたって安全な

環境を提供していく必要があります。それにつきま

しては、社内で利活用のガイドラインをしっかりと

策定し、そのルールに則ってしっかりと利用してい

くことが必要になります。また、生成ＡＩの活用を

全社的に広める際は利用しやすい生成ＡＩのプロン

プト、指示のひな形を提供し、それを共有すること

で速やかに活用につなげていきます。弊社は２万人

の社員がおりますが、日常的な活用として常にユー

スケースや気付きなどを発信し、浸透させていくと

いうことを全社を挙げて取り組んでおります。さら

にコミュニティや社内ＳＮＳなども活用しながら、

つまずきのポイントや利活用の情報発信を通じて全

社に広げている状況です。このような準備、活用、

浸透が必要になると考えています。

ここまでＮＴＴ東日本の取り組みをご紹介しまし

たが、続いて生成ＡＩの市場規模についてご紹介し

ます。日本市場における生成ＡＩの需要額に関して

は、2023年度で1,188億円ですが、2030年までに

は１兆7,774億円まで膨れ上がると見ています。特

にロボティクスや、自動車、電子機器といった製造

業などでも生成ＡＩの応用が進んでいますので、さ

らにこのような活用は進んでいくとお考えいただけ

ればと思います。 

続きまして、中小企業における生成ＡＩの導入に

ついてです。非常に便利な生成ＡＩですが、活用し

ている企業は17.3%にとどまっています。ここから

分かる通り、今後ＡＩ運用の人材・ノウハウ、生成

ＡＩの活用を通じて企業の生産性をあげる取り組み

が必要になるかと思います。また、生成ＡＩを利用

している業務内容についても、現状は情報収集や資

料などの作成や校正、他にはアイデア出しをして壁

打ちをするといった活用の仕方が見て取れます。

ここから具体的に生成ＡＩ活用におけるポイント

ということで、実際の利活用についてユースケース

なども含めてご紹介します。まず生成ＡＩについて

は、ハルシネーションの話もありましたが、実際そ

のように回答について嘘をつくこともあります。生

成ＡＩの仕組みは言語モデルによる文章生成という

ことで、文脈の後に続くものを予想して、その確率

が最も高いものを回答しているという仕組みになっ

ています。実際に前後の文脈を理解してその回答を

生成しているわけではないので、生成ＡＩ自身が理

解している情報の中で確率の高い回答を繰り返すと

いう仕組みです。その文脈に合った回答を意識して

いるわけではありませんから、どうしても間違いが

存在します。よく言われますのは、生成ＡＩは新卒

の１年目のようなものということで、間違いはあっ



― 93 ―

て当然で、実際にフォローは必須だと捉えていただ

ければと思います。

このような生成ＡＩですが、得意分野と苦手分野

があります。ゼロからの執筆の負担を軽減する、た

たき台を作成するのは非常に得意です。知っている

知識の中から確率の高いものを並べますので、先ほ

ど旅行の話をしましたが、「２泊３日のプランを作

成して」と言うと、それに最適なものをゼロからリ

ストアップして生成してくれます。一方で苦手分野

としては、暗黙知や経験がないと答えられないこと

で、背景情報をそもそも持っていませんので、問い

合わせをされたものに対してそのまま確率の高いも

のを答えていくことになります。文脈などを理解し

て回答しなければならない利用については不得意で

す。このような得意分野、苦手分野を理解しながら

活用していくということが重要になります。

生成ＡＩの利活用に当たりまして便利な仕組みも

登場しています。ＡＩの自然言語処理技術に、ＬＬＭ

（Large Language Model）とＲＡＧ（Retrieval-

Augmented Generation）というものがあります。

ＬＬＭというのは、ＣｈａｔＧＰＴなどの大規模言語モ

デルで、通常ウェブなどで提供されているインター

ネットを活用した質問・回答の仕組みになっていま

す。こちらについては文脈などを理解しているわけ

ではありませんので、間違いが含まれる回答が生成

される可能性が高いです。そこでＲＡＧベースの生

成ＡＩの活用という仕組みがあります。こちらにつ

いては、先ほどの質問の回答をするに当たり、企業

で回答を得たいもののマニュアルやドキュメント、

ＦＡＱなどを学習させておくことによって、質問内

容に最適な回答を利用ユーザーに返していくという

仕組みになります。このようなものを活用して企業

の業務に沿った利用を促すことができると考えてい

ます。また回答精度においても企業のドキュメント

を学習していますので、非常に正確な回答を返すこ

とができるようになっています。

ここから、具体的なユースケースのご紹介をした

いと思います。まずは調べごとについてです。この

ようなものはご想像通りですが、例えば「群馬経済

同友会について教えてください」と問い合わせをす

れば、インターネット上から必要な情報を抽出して

回答を生成してくれるというものになります。また

その他のケースでは、例えば契約文書を比較させる

ため、事前にドキュメントデータベースに自社の登

録ドキュメントを学習させておけば、その学習した

データと比較をして、比較したいドキュメントの差

分などを回答してくれるような仕組みが提供できま

す。このように、今までは目視で確認していたもの

を、生成ＡＩが回答してくれるという仕組みになり

ます。また、接客業のユースケースもご紹介します。

電話やメールでの顧客対応支援ということで、こち

らも事前に商品のマニュアルやＦＡＱなどを学習さ

せておくことにより、例えば電話の受付の担当者の

方がどのような回答をお客さまに返せばよいかとい

う所に関して、マニュアルなどから最適な回答を引

用しそれを参照しながら回答することができるよう

になります。例えば「新型テレビの2001は、Ｔｖｅｒ

やＹｏｕＴｕｂｅといったアプリケーションが使える

か」という問い合わせがあれば、そちらの回答を社

内で学習させているドキュメントから引っ張ってき

て速やかに回答できるようになります。また、例え

ば新入社員、アルバイトへの理解度テストの支援と

いうことで、ハンバーガーの調理手順などの問答を

作成し、本当に理解しているかどうか確認をするこ

ともできます。金融業、保険業のユースケースとし

ては、融資稟議書などの作成の支援で、事前に顧客

情報や企業情報、過去の稟議書などの情報を学習さ

せておくことによって、新たに作成する稟議書につ

いても速やかにひな形などを活用しながら作成する

ことが可能になると思っています。またファイナン

シャルプラン作成についても同様のことが実現でき

ると思います。他には建設業で、作業日報やしっか

り安全に作業をやっていくということ、ＫＹ（危険

予知）の活動支援もできると思っています。天候や

工程などを入力することで、過去事例から有効なＫ

Ｙ活動内容を作成できますので、こちらも業務とし
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て活用ができると思います。

本日は、このＫＹ活動の支援をデモンストレー

ションとしてお見せします。今回ご紹介するのは、

ＮＴＴ東日本が実際に社内で使い倒している生成Ａ

Ｉのシステムです。今後このようなものをお客さま

にお届けするということで、ソリューションとして

ご提供しているものになります。先ほどのＫＹでは

事前に関連の情報を学習させておいて、それに関す

る質問をしますが、１からやるのは非常に煩雑です

から、そのような業務に活用できるコンシェルジュ

をご用意し、速やかにそちらを立ち上げて必要な会

話をするという機能を提供しているものです。では、

実際にＫＹの活動支援のコンシェルジュを実際のデ

モンストレーションの画面を使ってご紹介したいと

思います。ＡＩコンシェルジュという先ほどの作業

を行なう支援のアプリケーションがあります。こち

らに事前に関連の業務に関するドキュメントなどを

学習させておくことで速やかに活用して作業を効率

的に行なうことができる支援機能になっています。

実際にその業務、総務やユーザーの問い合わせ、先

ほどの接客業や建設業などそれぞれで必要なものを

用意しておき、アプリケーションを立ち上げて必要

な会話を進めることができます。では、実際に先ほ

どのＫＹについて事前に総務省が出している事故の

事例を学習させている状態でプロンプトアプリケー

ションを立ち上げて、ＫＹを実施していきます。「夕

方の時間帯で高所の配線作業を実施」と入力してみ

ると、実際にリスクとして「夕方の高所作業は視野

が悪くなるので注意が必要」ということや、「高所作

業については正しくハーネスを使用して安全な作業

を行なって欲しい」といったようなリスクの提示、

他には過去の事例として先ほど申し上げた、総務省

がまとめているような事故事例を引っ張ってきて、

実際の発生時間や具体的な事故事例も紹介すること

ができますので、このようなものを活用してＫＹを

有効に実施できるような支援が可能だと考えていま

す。他には、先ほどＲＡＧとご紹介しましたが、実

際に学習させたデータを参照することもできますの

で、よりリアルなＫＹ活動が実施できると思います。

このような形でそれぞれの業務ユースケースに合わ

せたコンシェルジュを用意することで、生産性を高

めた業務実施が実現できると考えています。

前述のような活用をする際に、社内で活用してき

たノウハウも必要になります。ドキュメント分野を

特定することでより正確な回答を得るうえで、コン

シェルジュに業務を絞って学習させることが大切に

なります。何でも学習させてしまうと、例えば売買

と賃貸とサブスクリプション契約の情報を学習させ、

「支払い期限について教えて」と依頼すると、その３

つを参照し、抽出して回答してきますので、本来求

めている「業務委託の契約に関する支払い期限を教

えて」という質問に対して、得たかった回答が混ざっ

て返ってくることになります。適切な業務に沿った

学習をそれぞれのコンシェルジュに実施しておくこ

とで、必要な回答を適切に得ることができるノウハ

ウがあるということです。

他にはドキュメント生成ということで、読み込ま

せるドキュメントをしっかりときれいにして学習さ

せておくことが必要になります。生成ＡＩはあくま

で上から順に文字を読み取るだけですので、文脈や

構造などを理解せずに進んでドキュメントを学習し

ていくことになります。そうすると実際に手順など

が前後してしまったり、図の構造を読み取らずに一

緒に文章を読み取ってしまって空白ができたり、余

計な改行が入ってしまったりというズレが発生しま

す。ドキュメントをしっかりと章段を意識して構造

化して学習させることで、余計な空白や改行が入ら

ない読みやすい回答を得ることができるようになり

ます。このような所も、生成ＡＩを利活用していく

に当たって大切になると思います。

ＮＴＴ東日本では生成ＡＩのソリューションを提

供しています。生成ＡＩの導入のシステムをご提供

するというのがメインになりますが、実はそれだけ

では生成ＡＩを利活用していくには問題があります。

やはり生成ＡＩを自分たちの業務にどのように適応

させていくのか、どのようなユースケースで活用し
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ていくかが重要になります。私たちＮＴＴ東日本で

は、実際にその前工程として生成ＡＩを活用してい

くための研修や、業務を棚卸ししてこのような場合

は生成ＡＩを使用して業務の生産性を上げることが

できるのではないかといったユースケースのワーク

ショップを開催し、皆でアイデアを出し合いながら

自分ごと化して業務のＤＸを進めていくような支援

も行なっています。また、実際に生成ＡＩを活用し

た後も、やはりよく分からない、やってみたけどや

めようということにならないように、しっかりと利

用者側のサポートをして伴走し、お客さまにＤＸが

定着するのを支援していきたいと思っています。こ

のような形で導入前、利用時、そして導入後も含め

て一気通貫で伴走してご支援できると思いますので、

ぜひＮＴＴ東日本にご相談ください。最後になりま

すが、私たちＮＴＴ東日本は、地域の皆さまの身近

なＤＸの相談先として、自らが体験してきたＤＸ体

験をお客さまのＤＸ推進に還元し、ひいては地域の

活性化に努めてまいりたいと考えていますので、ぜ

ひお気軽にご相談ください。私の発表は以上です。

（文責・事務局）
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